
工認補正書(第4回補正：2018.9.20)機電耐震修正リスト 2010.10.9
No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由
1 Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針 個別 コメントなし －

2 Ⅴ-2-1-8
水平2方向及び鉛直方向地震力の組
合せに関する影響評価方針

個別 7
「4.2.3　②水平2方向の地震力が重複する観点・・」は「・・・水平2方向の地震
力が重畳する観点・・」の方が適切。 要

3 Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 個別 －
4 Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方針 個別 －
5 Ⅴ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針 個別 12 プレート式熱交換器の説明がない。 要

6 Ⅴ-2-1-12-2 ダクト及び支持構造物の耐震計算 個別 2
「図3-1ダクト及び支持構造物の設計作業手順」　の「設備評価用地力」は「設
計用地震力」に修正すべきでは。（「設備評価用床応答曲線」は定義される
が、「設備評価用地震力」は定義されていないのではないか）

要

7 3
「4.2　荷重の組合せ」の「D+PD＋MD＋Sd」は「D+PD＋MD＋Sd*」に修正すべ
きでは。

要

8 3
注記　*2の「・・・弾性設計用地震動Sdは基準地震動Ssに包絡されるため・・」
は「・・・Sd*（弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力）は基準地
震動Ssに包絡されるため・・・」に修正すべきでは。

要

9 4

「・・・'添付書類「V-2-1　耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力・・・」は、
「・・・'添付書類「V-2-1-1　耐震設計の基本方針の概要」に示す「4.　設計用
地震力」・・・」に修正する必要はないか。（V-2-1-7　設計用床応答曲線の作
成方針」の「1.概要」はそのように記載されている。）

要

10 4
「表4-2　基準地震動Ｓｓと弾性設計用地震動Sdの比較例」は「表4-2　「基準
地震動Ss」と「弾性設計用地震動Sd又は静的地震力」」に修正すべきでは。

要

11 4
表4.2　の設計用地震力の欄の「弾性設計用地震動Sd」は「弾性設計用地震
動Sd又は静的震度」に修正し、*1は「静的震度又は1.2ZPA」ではなく「弾性設
計用地震動Sd又は静的震度」に付けるべきではないか。

要

12 10
注記　*5の出典　共同研究報告書「・・・」は、電力共通研究「・・・」としなくてい
いか。また、実施年の記載が必要。（「Ⅴ-2-1-6　地震応答解析の基本方針」
の減衰定数の、記載内容の合わせるべき。）

要

13 Ⅴ-2-1-13-2
横置一胴円筒形容器の耐震性につい
ての計算書作成の基本方針

個別 24 図5-6のaの矢印が下にずれている。 要

14 Ⅴ-2-1-13-3
平底たて置円筒形容器の耐震性につ
いての計算書作成の基本方針

個別 7

「5.2　設計用地震力」の、弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的地震力及び基準地
震動Ssは、「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的地震力」及び「基準地震動Ss」と
しなくていいか。（V-2-1-13-1　スカート支持たて置き円筒容器の耐震性につ
いての計算書作成の基本方針」では、地震動に「　　」を付けており、計算書作
成の基本方針図書間で不統一）

要

15 10 図5-2のFt、Fc、Dcの添え字が近すぎるものがある。 要

16 Ⅴ-2-1-13-4
横軸ポンプの耐震性についての計算
書作成の基本方針

個別 3 注記　*1の、「*Fbi」は「Ｆｉ*」か。 要

17 Ⅴ-2-1-13-5
たて軸ポンプの耐震性についての計
算書作成の基本方針

個別 4
注記　*1の、「・・Ｆｉ，Ｆｉ，Fbi* ・・・」は何を指しているか。

注記*1のF *b iは、F ＊i、Fb iの誤記
要

18 Ⅴ-2-1-13-7
盤の耐震性についての計算書作成の
基本方針

個別 4 注記　*1に、Ｓｙｉ（RT）は不要か。（他の方針書も同様） 否
Ｓｙｉの説明に含まれるため，記載不要という整理
としております。

19 Ⅴ-2-1-13-8
計装ラックの耐震性についての計算書
作成の基本方針

個別 4 「πｉ　円周率*1」は「π　円周率」ではないか。 要

20 Ⅴ-2-2-2-4
原子炉建屋地下排水設備集水ピット
水位の耐震性についての計算書

個別 12,25表2.4-4、据付場所はマスキング対象ではないか。 否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますが、当該据付場所は重要な施設の床面で
はないため、マスキング対象外です。
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

21 Ⅴ-2-2-2-5
原子炉建屋地下排水設備排水ポンプ
制御盤の耐震性についての計算書

個別 9 据付場所はマスキング対象ではないか。 否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますが、当該据付場所は重要な施設の床面で
はないため、マスキング対象外です。

22 Ⅴ-2-3-4-2-2
原子炉格納容器スタビライザの耐震性
についての計算書

個別 p.19の「および」は「及び」に修正する。 要

23 Ⅴ-2-3-4-2-3
制御棒駆動機構ハウジング支持金具
の耐震性についての計算書

個別
p.11のF10Tの組合せ応力評価の記載は落として、p.21と22は組合せで良いの
ですね？

否
P20及びP21のコメント。
p11の引張応力についてP20，P21では組合せで
許容値の小さい方を表示している

24 Ⅴ-2-3-4-2-4
差圧検出・ほう酸水注入管（ティーより
N10ノズルまでの外管）の耐震性につ
いての計算書

個別

p.19のサーマルサイクル線図について、V-2-3-4-1-1ではマスキングがされ
ていましたがこのままで良いのですね？
p.29に供用状態（許容応力状態）、p.30に許容応力状態となっており、整合し
ませんがこのままで大丈夫でしょうか？
V-2-3-4-2-4とV-2-3-4-3-1等の間で、温度の単位（℃）と℃が混在します。

要

25 Ⅴ-2-3-4-3
原子炉圧力容器内部構造物の耐震性
についての計算書

帯 なし －

26 Ⅴ-2-3-4-3-1
原子炉圧力容器内部構造物の応力解
析の方針

個別
p31に供用状態（許容応力状態）、p.30に許容応力状態となっており、整合しま
せんがこのままで大丈夫でしょうか？

否

P31 表3-4(2)は許容応力状態ⅤAS及び供用状
態Eに対する表であるため表の列タイトルについ
て表3-4(2)のみ許容応力状態（供用状態）として
いる。（P30 表3-4(1)はⅢAS及びⅣASに関する
表なので許容応力状態としている。）

27 Ⅴ-2-3-4-3-3
気水分離器及びスタンドパイプの耐震
性についての計算書

個別
図4-1に示される「荷重出力位置」は、全周固定の全ての節点を多点拘束を
定義している1つの節点ではないかと思います。今は溶接部のあたりを指して
います。もう少し分かりやすく工夫できないでしょうか？

否

荷重出力位置の荷重は解析にて得られた値で
はなく，上端面から負荷した荷重に対する付根
部に掛かる荷重を理論的（はりモデルによる計
算）に求めたものです。このため，荷重出力位置
として，付根部を図4-1で図示しております。
なお，上端面から負荷する荷重倍率を変化させ
てたときの変位はＦＥＭ解析にて求めておりま
す。

28 Ⅴ-2-4-2-1
使用済燃料プールの耐震性について
の計算書

個別 1
「以下、それぞれの分類に応じた耐震評価」→「以下、設計基準対処施設及び
重大事故等対処設備とｈしての構造強度評価」（機電統一様式）

否
本計算書については，建屋としての記載様式とさ
せていただきます。

29 12 *3（右図参照）の図　9/28版からマスキング追加 否
平面図中に核物質防護上重要な施設である原
子炉建屋の建屋寸法が識別できるため

30 15
図3-2「(a)通常運転時（冬季）」はマスキングなし。「(b)通常運転時(夏季)」はマ
スキングあり。

要

31 22
「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ ver 2016.1.1」：ヴァージョンは記載しない（機電統一様
式）。

否
本計算書については，建屋としての記載様式とさ
せていただきます。

32 23 図3-4　解析モデル概要図、節点数、要素数はマスキングなしで大丈夫か。 否

モデル概要図が核物質防護上重要な施設であ
る原子炉建屋の建屋寸法が識別できないため。
節点数，要素数は，ノウハウとしてのマスキング
は不要です。

33 Ⅴ-2-4-2-2
使用済燃料貯蔵ラックの耐震性につい
ての計算書

個別 25 表4-8等で据付場所をマスキング追加 否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

34 Ⅴ-2-4-2-3-1
使用済燃料貯蔵設備の耐震性につい
ての計算書（タイプⅠ）

個別 14
表4-1の注記：「Ssと組合せ、ⅢASの評価を実施する。」→「Sd*の評価につい
ては、Ssと組合せ、ⅢASの評価を実施する。」（補足説明資料の修正指摘の
添付書類反映抜け）

否
フォーマットとして統一した記載としているため。
補足説明資料は，添付書類の記載の内容を当
該注記のみで分かり易くするため反映したもの。

35 Ⅴ-2-4-2-3-1-1
キャスク容器の耐震性についての計算
書（タイプⅠ）

個別 1 （表5-2の注記：「注記　1」→「注記　*1」・・・補正書では反映済み） －

36 Ⅴ-2-4-2-3-1-4
支持構造物の耐震性についての計算
書（タイプⅠ）

個別 13 確認：表4-2　アンカーボルトの引張応力(444)とせん断応力(340)は正しいか。 否 正しい値である

37 14,15 確認：表5-1、5-2　注記　*2の記載は正しいか。 否 正しい記載である

38 Ⅴ-2-4-2-3-2
使用済燃料貯蔵設備の耐震性につい
ての計算書（タイプⅡ）

個別 11
表4-1の注記：「Ssと組合せ、ⅢASの評価を実施する。」→「Sd*の評価につい
ては、Ssと組合せ、ⅢASの評価を実施する。」（補足説明資料の修正指摘の
添付書類反映抜け）

否
フォーマットとして統一した記載としているため。
補足説明資料は，添付書類の記載の内容を当
該注記のみで分かり易くするため反映したもの。

39 Ⅴ-2-4-2-3-2-4
支持構造物の耐震性についての計算
書（タイプⅡ）

個別 16,17 確認：表5-1、5-2　注記　*2の記載は正しいか。 否 正しい記載である

40 Ⅴ-2-4-2-3-3
使用済燃料貯蔵設備の耐震性につい
ての計算書（タイプⅡ）

個別 10 確認：表4-1、4-3について、タイプⅠ・Ⅱと同様の注記は必要ないか。 否
タイプⅢのコメント。
タイプⅢは，Sdの評価を実施しているため。

41 Ⅴ-2-4-2-3-3-4
支持構造物の耐震性についての計算
書（タイプⅢ）

個別 16,17 確認：表5-1、5-2　注記　*2の記載は正しいか。 否 正しい記載である

42 Ⅴ-2-4-2-4
使用済燃料プール温度（SA）の耐震性
についての計算書

個別 15,24 表4-7　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

43 Ⅴ-2-4-2-5
使用済燃料プール水位・温度（SA広
域）の耐震性についての計算書

個別 21,31 表5-5　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

44 Ⅴ-2-4-4-1
使用済燃料プール監視カメラの耐震性
についての計算書

個別 14,23
表2-2,3-2　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）

要

45 Ⅴ-2-4-4-2
使用済燃料プール監視カメラ用空冷装
置の耐震性についての計算書

個別 4
1.2.3　適用基準について、「適用基準等を以下に示す。」の一文が抜けてい
る。

要

46 Ⅴ-2-5-3-1-1
アキュムレータの耐震性についての計
算書

代表

p.23,24,56のELはマスキングしなくて大丈夫でしょうか？
pdｆのページ番号：15366　Ⅴ-2-5-3-1-1 アキュムレータの耐震性についての
計算書
pdｆのページ番号：15690　Ⅴ-2-5-3-1-1 アキュムレータの耐震性についての
計算書
のように2回でできます。V-2-4-2-5も2回出てきます。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますが、原子炉格納容器の床面高さは対象外
となっていますので、マスキング不要となります。

47 Ⅴ-2-5-3-1-2 管の耐震性についての計算書(MS) －
pdｆのページ番号：15431　Ⅴ-2-5-3-1-2 管の耐震性についての計算書
pdｆのページ番号：15755　Ⅴ-2-5-3-1-2 管の耐震性についての計算書
のように2回でできます。

否 10/8データで修正済み

48 Ⅴ-2-5-3-2-1 管の耐震性についての計算書(FDW) －
pdｆのページ番号：15605　Ⅴ-2-5-3-2-1 管の耐震性についての計算書
pdｆのページ番号：15929　Ⅴ-2-5-3-2-1 管の耐震性についての計算書
のように2回でできます。

否 10/8データで修正済み

49 Ⅴ-2-5-3-3-1 管の耐震性についての計算書 －

p.24の建物・構築物のマスキングは必要でしょうか？
pdｆのページ番号：15652　Ⅴ-2-5-3-3-1 管の耐震性についての計算書
pdｆのページ番号：15976　Ⅴ-2-5-3-3-1 管の耐震性についての計算書
のように2回でできます。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

50 Ⅴ-2-5-4-1-1
残留熱除去系熱交換器の耐震性につ
いての計算書

代表

p.25の表4-10,11又はp.45において、据え付け場所及び床面高さのマスキング
は、自明であり、EL.の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-
1-3　の表4-13, 表4-14をご参考下さい。
p.27の式（4.6.1.1.10）、式（4.6.1.1.11）、式（4.6.1.1.13）、式（4.6.1.1.14）に文字化
けがあります。
p.45,54の周囲環境温度のマスキングが白い塗りつぶしになっています。
p.45,54のCH,CV,水平方向,鉛直方向に文字化けがあります。これは、右側の
空欄になっている最高使用圧力と温度が文字化けしているのではないでしょう
か？

否

①社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核
物質防護上重要な施設の床面高さの記載があ
る場合、当該建屋名をマスキングすることになっ
ていますので、当該箇所のマスキングは問題あ
りません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。
②P45，54の白塗りつぶし及び文字化けについて
は10/8提出データで修正済。紙面は問題なし。

51 Ⅴ-2-5-4-1-2
残留熱除去系ポンプの耐震性につい
ての計算書

代表
p.11の表3-8又はp.14において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、
自明であり、EL.の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3
の表4-13, 表4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

52 Ⅴ-2-5-4-2-1 管の耐震性についての計算書 －
p.20において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、自明であり、EL.
の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表
4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

53 Ⅴ-2-5-5-1-1
高圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性に
ついての計算書

－
p.10の表3-8又はp.13において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、
自明であり、EL.の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3
の表4-13, 表4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

54 Ⅴ-2-5-5-2-1
低圧炉心スプレイ系ポンプの耐震性に
ついての計算書

－
p.10の表3-8又はp.13において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、
自明であり、EL.の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3
の表4-13, 表4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

55 Ⅴ-2-5-5-4-1
常設高圧代替注水系ポンプの耐震性
についての計算書

代表
p.8の表5-1又はp.9において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、自
明であり、EL.の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3
の表4-13, 表4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

56 Ⅴ-2-5-5-4-2 管の耐震性についての計算書 －

p.17において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、自明であり、EL.
の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表
4-14をご参考下さい。
p.18,19の0.05秒以下となる震度としては、X方向、Z方向、Y方向震度に「-」を
記載するのではないでしょうか？弁なので特別なのでしょうか？

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

57 Ⅴ-2-5-5-6-1
代替循環冷却系ポンプの耐震性につ
いての計算書

－
p.9において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、自明であり、EL.の
方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-
14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

58 Ⅴ-2-5-6-1-1
原子炉隔離時冷却系ポンプの耐震性
についての計算書

－
p.9,11において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、自明であり、EL.
の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表
4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。

59 Ⅴ-2-5-6-1-2
原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸
気タービンの耐震性についての計算書

－
p.9,11において、据え付け場所及び床面高さのマスキングは、自明であり、EL.
の方をマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表
4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますので、当該箇所のマスキングは問題あり
ません。
なお、V-2-5-4-1-3　の表4-13, 表4-14について
は、ECCS系ストレーナの設置高さが機器設計に
関わる知的情報であるため、マスキング対象と
なっているもので、ＰＰ上のマスキングではござい
ません。
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

60 Ⅴ-2-5-6-1-4
ストレーナ部ティーの耐震計算書（原
子炉隔離時冷却系）

－
p.12の表4-7において、ELをマスキングするべきではないでしょうか？V-2-5-
4-1-3　の表4-13, 表4-14をご参考下さい。

否

社内マスキングルール上、原子炉建屋等の核物
質防護上重要な施設の床面高さの記載がある
場合、当該建屋名をマスキングすることになって
いますが、格納容器内の床面高さは対象外と
なっていますので、マスキング不要となります。

61 Ⅴ-2-5-7-1-3 管の耐震性についての計算書 －

RHRSの配管ですが、p.21のように原子炉建屋の高いところまでのびているの
で間違いないでしょうか？
p.30の弁の動的機能維持の解析結果が無くなっています。以前は、グローブ
弁が２個示され機能確認済加速度を下回ることが確認されていました。

否

①RHRS配管の排水側配管は原子炉建屋の高
い位置まで上がり，屋外にでている。
②弁の動的機能維持が要求されない弁を記載し
ていたため削除した。

62 Ⅴ-2-5-7-2-1
緊急用海水ポンプの耐震性について
の計算書

－

p.8の「V-5-1」の前に添付書類が抜けていませんでしょうか？
p.12の据付場所及び床面高さに「格納槽内」と記載されていますが、合ってい
ますでしょうか？
p.12に最高使用温度が「-」となっていますが、なぜでしょうか？何かしらの値
が入ると思います。

要

63 Ⅴ-2-5-7-2-2
緊急用海水系ストレーナの耐震性につ
いての計算書

－
p.12の据付場所及び床面高さに「緊急用海水ポンプピット」と記載されていま
すが、合っていますでしょうか？

否
要目表と記載の整合が図られており、問題ありま
せん。

64 Ⅴ-2-5-7-2-3 管の耐震性についての計算書 －
海水系配管に炭素鋼を用いて腐食などの問題は発生しませんか？
p.28の弁の動的機能維持の解析結果が無くて良いのでしょうか？何かしらの
弁があると思います。

否
・ライニング管を使用するため、問題はありませ
ん。
・主要弁がない（解析がない）場合でも結果（-）で

65 Ⅴ-2-5-8-1-1 管の耐震性についての計算書 －
表紙の文字がかすれています。
p.32の「ペデスタル」は「原子炉建屋の基礎」の方が語句の統一のため良いの
ではないでしょうか？

要

66 Ⅴ-2-6-5-3
主蒸気流量の耐震性についての計算
書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

67 Ⅴ-2-6-5-6
低圧代替注水系原子炉注水流量（常
設ライン用）の耐震性についての計算

個別 26 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

68 Ⅴ-2-6-5-7
低圧代替注水系原子炉注水流量（常
設ライン狭帯域用）の耐震性について
の計算書

個別 27 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

69 Ⅴ-2-6-5-8
低圧代替注水系原子炉注水流量（可
搬ライン用）の耐震性についての計算

個別 27 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

70 Ⅴ-2-6-5-9
低圧代替注水系原子炉注水流量（可
搬ライン狭帯域用）の耐震性について
の計算書

個別 27 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

71 Ⅴ-2-6-5-10
代替循環冷却系原子炉注水流量の耐
震性についての計算書

個別 29 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

72 Ⅴ-2-6-5-11
代替循環冷却系ポンプ入口温度の耐
震性についての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 否 本説明書に固有周期の記載なし。

73 Ⅴ-2-6-5-14
原子炉隔離時冷却系系等流量の耐震
性についての計算書

個別
表5-6,5-7　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）

要

74 Ⅴ-2-6-5-15
高圧炉心スプレイ系系等流量の耐震
性についての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

75 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

76 Ⅴ-2-6-5-16
低圧炉心スプレイ系系等流量の耐震
性についての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

77 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

78 Ⅴ-2-6-5-17
残留熱除去系系等流量の耐震性につ
いての計算書

個別 2
確認：表2-1　構造概要図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

79 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

80 Ⅴ-2-6-5-18
原子炉圧力の耐震性についての計算
書

個別 2,11
確認：表2-1,2-2　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流
量」と同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

81 Ⅴ-2-6-5-19
原子炉圧力（ＳＡ）の耐震性についての
計算書

個別 15 表1-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

82 Ⅴ-2-6-5-21
原子炉水位（広帯域）の耐震性につい
ての計算書

個別 2 表1-2、注記の＊が構造概要図にない。 要

83 Ⅴ-2-6-5-22
原子炉水位（燃料域）の耐震性につい
ての計算書

個別 2
確認：表1-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

84 Ⅴ-2-6-5-23
原子炉水位（ＳＡ広帯域）の耐震性に
ついての計算書

個別 15 表5-4　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

85 Ⅴ-2-6-5-25
ドライウェル圧力の耐震性についての
計算書

個別 39
表4-8　鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様
式）

要

86 62 表5-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

87 Ⅴ-2-6-5-26
サプレッション・チェンバ圧力の耐震性
についての計算書

個別 14,32
表1-9,2-10,4-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統
一様式）

要

88 47
表3-4　鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様
式）

要

89 51
表3-8　鉛直方向の固有周期は、評価を省略しているので、注記*2の記載は
正確ではない。またマスキングは不要。

要

90 Ⅴ-2-6-5-30
格納容器内水素濃度の耐震性につい
ての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

要

91 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

92 Ⅴ-2-6-5-31
格納容器内水素濃度（ＳＡ）の耐震性
についての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

93 Ⅴ-2-6-5-34
格納容器下部水温の耐震性について
の計算書

個別 18
表4-10　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）

要

94 Ⅴ-2-6-5-36
西側淡水貯水設備水位の耐震性につ
いての計算書

個別 7,12
表4-1,5-4　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）

要

95 Ⅴ-2-6-5-38
低圧代替注水系格納容器スプレイ流
量（可搬ライン用）の耐震性について
の計算書

個別 27 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

96 Ⅴ-2-6-5-39
低圧代替注水系格納容器下部注水流
量の耐震性についての計算書

個別 27 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

97 Ⅴ-2-6-5-40
代替循環冷却系格納容器スプレイ流
量の耐震性についての計算書

個別 5
表1-3　鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様
式）

要

98 28 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

99 Ⅴ-2-6-5-41
サプレッション・プール水位の耐震性に
ついての計算書

個別 13,34
表1-9,2-9,4-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統
一様式）

要

100 52
表3-8　鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様
式）

要

101 Ⅴ-2-6-5-42
格納容器下部水位の耐震性について
の計算書

個別 14
表1-9,2-9,4-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統
一様式）

要

102 Ⅴ-2-6-5-43
原子炉建屋水素濃度の耐震性につい
ての計算書

個別 25
水平方向の固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）

要

103 Ⅴ-2-6-7-2-1
衛星設備（固定型）（中央制御室）の耐
震性についての計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否

衛星電話設備（固定型）は，①常設重大事故防
止設備，②常設重大事故緩和設備③防止でも緩
和でもない設備に分類されます。
このうち①及び③は，ご指摘の通りSs機能維持
は技術基準上不要ですので，SA設備として評価
する場合は，常設耐震と同様の評価を行う旨の
注釈が必要という整理ですが，当該設備は②常
設重大事故緩和設備にも該当しており，技術基
準第五十条三項により，基準地震動による地震
力に対する機能維持が要求されておりますの
で，注釈を記載しておりません。
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

104 Ⅴ-2-6-7-2-2
屋外アンテナ（中央制御室）の耐震性
についての計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否 コメントNo.103へのご回答と同様。

105 Ⅴ-2-6-7-2-3
衛星電話設備用通信機器収納ラック
（中央制御室）の耐震性についての計
算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否 コメントNo.103へのご回答と同様。

106 Ⅴ-2-6-7-2-4
衛星設備（固定型）（緊急時対策所）の
耐震性についての計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否 コメントNo.103へのご回答と同様。

107 Ⅴ-2-6-7-2-5
衛星設備（固定型）（緊急時対策所）の
耐震性についての計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否 コメントNo.103へのご回答と同様。

108 Ⅴ-2-6-7-2-6
衛星電話設備用通信機器収納ラック
（緊急時対策所）の耐震性についての
計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否 コメントNo.103へのご回答と同様。

109 Ⅴ-2-6-7-3
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
ＳＰＤＳデータ表示装置の耐震性につ
いての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 否 当該の記載なし

110 Ⅴ-2-6-7-5
統合原子力防災ネットワークに接続す
る通信連絡設備の耐震性についての
計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

要

111 Ⅴ-2-6-7-6
統合原子力防災ネットワーク設備衛星
アンテナの耐震性についての計算書

個別 1
確認：SA設備のうち、防止でも緩和でもない設備については、Ｓｓ機能維持は
基準上不要だが、東二ではＳｓ機能維持で設計している、と書かなくてよい
か。（ＬＡＮ収容架（ＳＡ）の耐震性についての計算書には記載がある）

否

第4回補正提出版の資料において，以下の箇所
に「重大事故等時に使用する通信連絡設備であ
ることを考慮し，常設耐震重要重大事故防止設
備と同様の評価を行う」旨，記載させて頂いてお
ります。
○1.概要（P1）
○5.構造強度評価

5.1　構造強度評価方法　なお書き（P13）
○5.構造強度評価

5.2荷重の組合せ及び許容応力　表5－1
（P14）

112 Ⅴ-2-6-7-8
再循環系ポンプ遮断器の耐震性につ
いての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

113 Ⅴ-2-6-7-9
再循環系ポンプ低速度用電源装置遮
断器の耐震性についての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

114 Ⅴ-2-6-7-11
フィルタ装置入口水素濃度の耐震性に
ついての計算書

個別 13 表5-5　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

115 Ⅴ-2-6-7-12
静的触媒式水素再結合器動作監視装
置の耐震性についての計算書

個別 14 表1-8　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

116 Ⅴ-2-6-7-13
フィルタ装置水位の耐震性についての
計算書

個別 2
'確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

117 17 表1-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要
118 33 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要

119 Ⅴ-2-6-7-14
フィルタ装置圧力の耐震性についての
計算書

個別 2
'確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

120 17 表5-4　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

121 Ⅴ-2-6-7-16
残留熱除去系海水系系統流量の耐震
性についての計算書

個別 14
表5-4,5-5　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）

要

122 Ⅴ-2-6-7-17
緊急用海水系流量（残留熱除去系熱
交換器）の耐震性についての計算書

個別 10 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要

123 Ⅴ-2-6-7-18
緊急用海水系流量（残留熱除去系補
機）の耐震性についての計算書

個別 10 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

124 Ⅴ-2-6-7-19
常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力
の耐震性についての計算書

個別 2
'確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

125 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

126 Ⅴ-2-6-7-21
原子炉水位（広帯域）の耐震性につい
ての計算書

個別 10 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要 （Ⅴ-2-6-5-21も修正）

127 Ⅴ-2-6-7-22
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力
の耐震性についての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

128 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

129 Ⅴ-2-6-7-23
高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力の
耐震性についての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

130 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

131 Ⅴ-2-6-7-24
低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力の
耐震性についての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

132 個別 1,4,1

概要では、「低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力は、設計基準対象施設にお
いてＳクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事
故防止設備に分類される。」と表記されているが、設置変更許可申請書添付８
では「常設重大事故防止設備」である。記載内容を「高圧炉心スプレイ系」と
同様に修正すること。

否

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力の検出器
は，圧力指示機能の他に自動減圧系及び過渡
時自動減圧系への吐出圧力確立信号の発信の
機能も持っております。
圧力指示機能については，ご指摘の通り「常設
重大事故防止設備」となりますが，自動減圧系
は「設計基準対処施設のＳクラス」，過渡時自動
減圧系は「常設耐震重要重大事故防止設備」に
分類されますので，こちらの分類を記載していま
す。

133 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

134 Ⅴ-2-6-7-25
残留熱除去系ポンプ吐出圧力の耐震
性についての計算書

個別 2
確認：表2-1　概略構造図について、検出器の注記がないが「主蒸気流量」と
同様ではないのか。

否 当該計測器は１台のため，注記の必要なし。

135 個別 1,4,1

概要では、「低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力は、設計基準対象施設にお
いてＳクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事
故防止設備に分類される。」と表記されているが、設置変更許可申請書添付８
では「常設重大事故防止設備」である。記載内容を「高圧炉心スプレイ系」と
同様に修正すること。

否

残留熱除去系ポンプ吐出圧力の検出器は，圧力
指示機能の他に自動減圧系及び過渡時自動減
圧系への吐出圧力確立信号の発信の機能も
持っております。
圧力指示機能については，ご指摘の通り「常設
重大事故防止設備」となりますが，自動減圧系
は「設計基準対処施設のＳクラス」，過渡時自動
減圧系は「常設耐震重要重大事故防止設備」に
分類されますので，こちらの分類を記載していま
す

136 個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

137 Ⅴ-2-6-7-26
非常用窒素供給系供給圧力の耐震性
についての計算書

個別 10 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要

138 Ⅴ-2-6-7-27
非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧
力の耐震性についての計算書

個別 10 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要

139 Ⅴ-2-6-7-28
非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力
の耐震性についての計算書

個別 10 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要

140 Ⅴ-2-6-7-29
非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素
ボンベ圧力の耐震性についての計算

個別 11 鉛直方向の固有周期は計算を省略しておりマスキング不要（統一様式） 要

141 Ⅴ-2-7-1
放射性廃棄物の廃棄施設の耐震計算
書結果

個別 1
添付書類「V-2-1-1 耐震設計の基本方針」を、添付書類「V-2-1-1 耐震設計
の基本方針の概要」に修正すること。

不明
前後の計算書を確認したが該当する箇所が見当
たらない

142 Ⅴ-2-7-2-5
非常用ガス処理系排気等の耐震性に
ついて

個別 1
「以下、それぞれの分類に応じた耐震評価」→「以下、設計基準対処施設及び
重大事故等対処設備とｈしての構造強度評価」（機電統一様式）

要

143 個別 6

2.3　適用規格・基準等について
・「2.3　適用規格・基準等について」→「2.3　適用基準」（機電統一様式）
・「非常用ガス処理系排気筒の評価において，」を削除（機電統一様式）
・日本工業規格（ＪＩＳ）は、具体的に記載する（建築の様式か!?）

要

144 Ⅴ-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果 個別 4 「差圧計」　計がついている要目表とあわせるのでは、。 要
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由
145 Ⅴ-2-8-2-1 主蒸気管放射線モニタの耐震計算書 個別 14 表2-9　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

146 Ⅴ-2-8-2-2
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／
Ｗ）の耐震性についての計算書

個別 14 表5-6，5-7　固有周期は記載を省いているのでマスキングは不要。 要

147 Ⅴ-2-8-2-3
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）
の耐震性についての計算書

個別 16
表5-6、5-7　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一
様式）

要

148 Ⅴ-2-8-2-4
原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニ
タの耐震性についての計算書

個別 11
表5-6，5-7　固有周期は記載を省いているのでマスキングは不要。*2はマス
キングするとどこを指しているかわからなくなる。

要

149 Ⅴ-2-8-2-5
フィルタ装置出口放射線モニタ（低レン
ジ）の耐震性についての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

150 Ⅴ-2-8-2-6
フィルタ装置出口放射線モニタ（高レン
ジ）の耐震性についての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

151 Ⅴ-2-8-2-7
体圧強化ベント系放射線モニタ（高レ
ンジ）の耐震性についての計算書

個別 15 表5-4　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

152 Ⅴ-2-8-2-8
使用済燃料プールエリア放射線モニタ
（低レンジ）の耐震性についての計算

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

153 Ⅴ-2-8-2-9
使用済燃料プールエリア放射線モニタ
（高レンジ）の耐震性についての計算

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式） 要

154 Ⅴ-2-8-3-2-2 中央制御室待避室差圧の耐震計算書 個別 1
表3-2　固有周期について、鉛直方向は「－」なのでマスキングは不要（統一
様式）

要

155 6 表4-1：「Ｓｓ」→「ＳＳ」 要

156 Ⅴ-2-8-3-3-1
緊急時対策所換気系ダクトの耐震性
についての計算書

個別 注
図書の構成が中央制御室換気系ダクトと全く異なるがなぜか。（中操が機電
の統一様式）

要

157 Ⅴ-2-8-3-3-5
緊急時対策所用差圧の耐震性につい
ての計算書

個別 4
表3-4　固有周期について、鉛直方向は「－」なのでマスキングは不要（統一
様式）

要

158 Ⅴ-2-8-3-4-2
第二弁操作室差圧の耐震性について
の計算書

個別 4
表3-2　固有周期について、鉛直方向は「－」なのでマスキングは不要（統一
様式）

要

159 6 表4-1：「Ｓｓ」→「ＳＳ」 要

160 Ⅴ-2-8-4-2
中央制御室遮蔽の耐震性についての
計算書

個別 1
「以下、それぞれの分類に応じた耐震評価」→「以下、設計基準対処施設及び
重大事故等対処設備としての構造強度評価」（機電統一様式）

否
本計算書については，建屋としての記載様式とさ
せていただきます。

161 Ⅴ-2-8-4-3
中央制御室待避遮蔽の耐震性につい
ての計算書

個別 1
設計基準対象施設でのクラス分類、重大事故等対処施設の設備区分の記載
がない。また、構造強度評価に対する方針がない。

要

162 Ⅴ-2-8-4-5
第二弁操作室遮蔽の耐震性について
の計算書

個別 1
設計基準対象施設でのクラス分類、重大事故等対処施設の設備区分の記載
がない。また、構造強度評価に対する方針がない。

要

163 V-2-9-1 原子炉格納施設の耐震計算結果 5
耐震評価条件整理一覧表に導入管カバーが記載されていないが、記載する
必要はないか。

要

164 9
耐震評価条件整理一覧表に非常用ガス処理系フィルタトレインが記載されて
いない（非常用ガス処理再循環系フィルタトレインは記載されている。）

要

165 9
耐震評価条件整理一覧表にブローアウトパネル閉止装置が記載されていな
い。

要

166 12
耐震評価条件整理一覧表に設備分類について、フィルタ装置と主配管、主要
弁は「常設緩和」だが移送ポンプだけ「常設耐震防止及び常設緩和」となって
いる。下記の個別計算書でのコメント踏まえて整理が必要。

要 （フィルタ装置も常設耐震防止を追加）

167 V-2-9-2-5
原子炉格納容器胴アンカ部の耐震性
についての計算書

5 マスキング位置がずれている。 要 （P8のコメント）

168 V-2-9-2-6
機器搬入用ハッチの耐震性についての
計算書

16
解析コードの名称にカギ括弧を付けるのと付けないのが、計算書ごとに整合
がとれていない。

要 （P23同様，他計算書も反映）

169 V-2-9-2-6
機器搬入用ハッチの耐震性についての
計算書

23
4.8の記載ぶりが、他の計算書と整合がとれていない。（他の計算書は「～であ
ること。」という記載）

要

170 V-2-9-2-7
所員用エアロックの耐震性についての計
算書

7
図中に「 ２」が記載されているが、数値が示されていない。また、記号の説明

にも「 」はでてこない。（なお、長さの記号で「 」を使ってないのはこの計算書
要 （P5も同様）

171 14 LOCA時荷重のところに「反映不要」と記載されている。 要 （削除）

172 V-2-9-2-8
サプレッション・チェンバアクセスハッチの
耐震性についての計算書

2 書き出しのところに「・」があるが、この2-9-2シリーズではこの図書だけ。 要 （削除）
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由
173 7 図中に図示されていない「 ｅ」と「 ｇ」の数値が記載されている。 要 （削除）

174 V-2-9-2-9 配管貫通部の耐震性についての計算書 26 疲労評価の記載が他の図書の記載と異なる。 否

計算書内で評価している代表貫通部は結果的に
疲労評価及び疲労解析が不要となりますが、そ
の他代表貫通部以外では疲労評価を実施する
ため、Ⅴ-1-8-1に基づいた疲労評価を実施する
ことの記載としています。

175 V-2-9-3-2
原子炉建屋大物搬入口の耐震性につい
ての計算書

1
重大事故等対処設備の施設区分に「常設耐震重要重大事故防止設備」とさ
れているが、建屋は「常設緩和」だけであり「常設耐震防止」としてないのでは
ないか。（V-2-9-1でも常設緩和のみ）

要

176 29,33
機器名称及び設置場所がマスキングされているが、計算書のタイトルから機
器名称等は明らかでありマスキング不要では。

要

177 V-2-9-3-3
原子炉建屋エアロックの耐震性について
の計算書

重大事故等対処設備の施設区分に「常設耐震重要重大事故防止設備」とさ
れているが、建屋は「常設緩和」だけであり「常設耐震防止」としてないのでは
ないか。（V-2-9-1でも常設緩和のみ）

要

178 9 重大事故等対象施設⇒重大事故等対処施設 要

179 18
5.4.1.3の柱書きに「次式で示す」と記載されているが、次式が記載されていな
い。（図中の式のことを言っている？）

要

180 25,33
機器名称及び設置場所がマスキングされているが、計算書のタイトルから機
器名称等は明らかでありマスキング不要では。

要

181 V-2-9-4-1
ダイヤフラム・フロアの耐震性についての
計算書

11
表4-1、4-2の施設区分の書き方が間違っている。（左は原子炉格納施設で、
右が圧力低減設備その他の安全設備）

要

182 14
「「４．４固有周期」に基づき「４．５設計用地震力」に示す」とあるが日本語おか
しい（こだわらないけど。）

要

183 V-2-9-4-3-1
格納容器スプレイヘッダの耐震性につい
ての計算書

9 図中に青字の記載が残っている。 要

184 10 設備名称は「圧力低減設備その他の安全設備」 要
185 V-2-9-4-3-5-2 付属設備の耐震性の計算書 1-8 施設区分の右側は「-」ではなく「圧力低減設備その他の安全設備」 要
186 3-2 適用基準の記載は１つであっても箇条書にするルールでは 要
187 3-4 施設区分の右側は「-」ではなく「圧力低減設備その他の安全設備」 要
188 3-7 固有周期の表現が文章ではHzであり、表中では秒で記載されている。 要

189 V-2-9-5-1-2
非常用ガス再循環系排風機の耐震性に
ついての計算書

4
施設区分の記載方法（管の計算書では「圧力低減設備そのたの安全設備」と
記載しているが機器側の計算書では「放射性物質濃度制御設備・・・」で記載

要

190 V-2-9-5-1-3
非常用ガス再循環系フィルタトレインの耐
震性についての計算書

11 同上 要

191 V-2-9-5-2-2
非常用ガス処理系排風機の耐震性につ
いての計算書

4 同上 要

192 V-2-9-5-2-3
非常用ガス処理系フィルタトレインの耐震
性についての計算書

11 同上 要

193 V-2-9-5-2-4
ブローアウトパネル閉止装置の耐震性に
ついての計算書

10 表中に赤字の記載が残っている。 要

194 15 施設区分の右側は「-」ではなく「圧力低減設備その他の安全設備」では。 要

195 22～
「0.05秒以下」をマスキングしているがその直後に「剛であること」を記載してい
る以上、0.05秒以下であることは自明でありマスキングは不要では。

要

196 V-2-9-5-3-1 管の耐震性についての計算書 6 施設名称が「原子炉冷却系統施設」になっているが「原子炉格納施設」では。 要

197 V-2-9-5-3-2
可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロ
ワの耐震性についての計算書

7
施設区分の記載方法（管の計算書では「圧力低減設備そのたの安全設備」と
記載しているが機器側の計算書では「可燃性ガス濃度制御設備」で記載され
ている）

要

198 V-2-9-5-3-3
可燃性ガス濃度制御系再結合装置の耐
震性についての計算書

7 同上 要

199 V-2-9-5-6-1 管の耐震性についての計算書 8
管の計算書であるが設備名称は「圧力低減設備その他の安全設備」ではなく
「放射性物質濃度制御設備・・・」で記載

要
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

200 V-2-9-7-1-1 管の耐震性についての計算書 8
表中の設備区分では原子炉格納施設としては常設緩和、原子炉冷却系統施
設としては常設耐震防止となっている。フィルタ装置、移送ポンプの設備分類
と整合しているか。

要

201 V-2-9-7-1-2 フィルタ装置の耐震性についての計算書 1
概要の重大事故等対処設備の施設区分に常設緩和しかないが、４ページの
表では常設耐震防止も記載されている。（管については上記に記載している
が整理はきちんと整合しているか。）

要

202 V-2-9-7-1-3 移送ポンプの耐震性についての計算書 1 同上 要

203 V-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果 2
評価対象設備欄の左２列の記載は正しいか。（その他附属設備と非常用電源
設備では？）

要

204 5 可搬型設備用軽油タンクの番号「V-2-10-3-1」は「V-2-10-3-2」の間違い。 要

205 9
評価対象設備の名称が「燃料油給油ポンプ」となっているが、計算書上は「給
油ポンプ」

要

206 V-2-10-1-2-1
非常用ディーゼル発電装置の耐震性に
ついての計算書

1 「既設のSクラス施設」と記載されているが「既設」は不要 要

207 31
施設区分の記載（同じ図書の中でディーゼル機関と発電機で施設区分が異
なっている。（ディーゼル機関の記載が正しいのでは。））

要 （非常用電源設に修正）

208 V-2-10-1-2-3
非常用ディーゼル発電機燃料油デイタン
クの耐震性についての計算書

23
疲労評価における等価繰返し回数がSdとSsともに１６０回としているが、Sdは
３２０回ではないか。（評価結果はSsしか記載されていないため、Sd320回でも
Ssの評価に包絡される？）

否
当該機器の繰り返し回数は，Ｓｄ，Ｓｓともに160
回です。補足340-2 P378にて繰り返し回数の補
足説明をしています。

209 V-2-10-1-2-4
非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
の耐震性についての計算書

18 「移送ポンプ用に逃し弁」と余計な「に」が入っている。 要

210 V-2-10-1-2-6
非常用ディーゼル発電機制御盤の耐震
性についての計算書

6 施設区分の記載 要

211 V-2-10-1-2-7
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの
耐震性についての計算書

10 減衰定数を1.0とした根拠（設備の種類（溶接構造など））まで記載すべき 否

「Ⅴ-2-1-6　地震応答解析の基本方針」にポンプ
の減衰定数として明記されているため，注記は
不要と考えます。Ⅴ-2-1-6に減衰が明記されて
いない設備は，どの分類に該当するか注記を記
載するここととしています。

212 V-2-10-1-2-9 管の耐震性についての計算書 1-15
施設区分の記載が燃料系と冷却系(2-8ページ）で異なる。（2-8ページが正し
いのでは。）

要 （非常用電源設に修正）

213 V-2-10-1-3-1 補助駆動燃料設備の耐震計算結果 1 「既設のSクラス施設」と記載されているが「既設」は不要 要
（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置の耐
震性についての計算書）

214 2 可搬型設備用軽油タンクの番号「V-2-10-3-1」は「V-2-10-3-2」の間違い。 要
215 31 施設区分の記載 要 （非常用電源設に修正）

216 V-2-10-1-3-2
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空
気だめの耐震性についての計算書

1 設備区分に常設緩和が入っているが正しいか。 要 （削除）

217 V-2-10-1-3-3
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃
料油デイタンクの耐震性についての計算

1 同上 要 （削除）

218 V-2-10-1-3-4
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃
料移送ポンプの耐震性についての計算

1 同上 要

219 18
「移送ポンプ用に逃し弁」と余計な「に」が入っている。また、タイトルが「ポンプ
逃し弁」と余計な空白がある。

要

220 V-2-10-1-3-5
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機制
御盤の耐震性についての計算書

6 施設区分の記載 要

221 V-2-10-1-3-6
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用
海水ポンプの耐震性についての計算書

1 設備区分に常設緩和が入っているが正しいか。 要 （削除）

222 7 減衰定数を1.0とした根拠（設備の種類（溶接構造など））まで記載すべき 否

「Ⅴ-2-1-6　地震応答解析の基本方針」にポンプ
の減衰定数として明記されているため，注記は
不要と考えます。Ⅴ-2-1-6に減衰が明記されて
いない設備は，どの分類に該当するか注記を記
載するここととしています。

223 V-2-10-1-3-8 管の耐震性についての計算書 1-16 設備名称の記載 要

224 V-2-10-1-4-1-1
常設代替高圧電源装置内燃機関（No.1
～No.5）の耐震性についての計算書

1
概要の記載では「以下、この分類に・・・」という記載はしないので統一したので
は？（他の図書も同様）

要
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由
225 13,25施設区分の記載 要

226 V-2-10-1-4-1-2
常設代替高圧電源装置内燃機関（No.6）
の耐震性についての計算書

1 概要の記載 要

227 13,27施設区分の記載（他の図書も同様） 要

228

V-2-10-1-4-2-
1
V-2-10-1-4-2-
2

常設代替高圧電源装置燃料油サービス
タンク（No.1～No.5）の耐震性についての
計算書
常設代替高圧電源装置燃料油サービス

1,6 概要の記載及び施設区分の記載 要

229 V-2-10-1-4-3
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ
の耐震性についての計算書

4 施設区分の記載 要

230

V-2-10-1-4-4-
1
V-2-10-1-4-4-
2

常設代替高圧電源装置発電機（No.1～
No.5）の耐震性についての計算書
常設代替高圧電源装置発電機（No.6）の
耐震性についての計算書

1,6 概要の記載及び施設区分の記載 要

231

V-2-10-1-4-5-
1
V-2-10-1-4-5-
2

常設代替高圧電源装置制御盤（No.1～
No.5）の耐震性についての計算書
常設代替高圧電源装置制御盤（No.6）の
耐震性についての計算書

１，５ 概要の記載及び施設区分の記載 要

232 V-2-10-1-4-6 管の耐震性についての計算書 15 設備名称の記載 要

233 V-2-10-1-5-1
緊急時対策所用発電機内燃機関の耐震
性についての計算書

4
施設区分の記載（全体的に整合していない。以下他の図書も同じであるため
コメントは省略）

要

234 V-2-10-1-5-2
緊急時対策所用発電機燃料油サービス
タンクの耐震性についての計算書

2 3.2.3「重大事故等対象施設」⇒「重大事故等対処設備」 要

235 V-2-10-1-5-4
緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タン
クの耐震性についての計算書

7
SA設備は「設備分類」であって「耐震重要度分類」ではない。そのため、C(Ss)
とは記載しない。（そもそも耐震重要度分類ではなく耐震設計上の重要度分

要

236
V-2-10-1-7-1
V-2-10-1-7-3
V-2-10-1-7-4

メタルクラッド開閉装置の耐震性につい
ての計算書
モータコントロールセンタの耐震性につい
ての計算書
動力変圧器の耐震性についての計算書

これらの計算書の対象設備のうちHPCS関連の設備分類は常設耐震防止だ
けであるが、計算書の本文からはそれが読めない。（評価結果までいかない
と常設緩和がないことが分からない。）

要

237

V-2-10-1-7-2
V-2-10-1-7-3
V-2-10-1-7-4
V-2-10-1-7-30
V-2-10-1-7-31
V-2-10-1-7-32
V-2-10-1-7-33
V-2-10-1-7-34

パワーセンタの耐震性についての計算書
モータコントロールセンタの耐震性につい
ての計算書
動力変圧器の耐震性についての計算書
直流125V主母線盤の耐震性についての
計算書
直流125Vモータコントロールセンタの耐
震性についての計算書
非常用無停電計装分電盤の耐震性につ
いての計算書
直流125Ｖ主母線盤HPCSの耐震性につ
いての計算書
直流±24V中性子モニタ用分電盤の耐震
性についての計算書

1
概要の記載においてはDBとしてSクラスと記載しているものの、以下SA設備と
しての評価をするとだけ記載しているため、DB施設の評価をしないということ
が読めない。（V-2-10-1-1の注釈で記載はされているが）

要

238 V-2-10-1-7-3
モータコントロールセンタの耐震性につい
ての計算書

7～9
７ページの注釈及び８ページの表でMCCという表現が既に使用されているが、
MCCを略称として定義しているのは９ページであり、それより前でMCCと記載
するのはおかしい。

要

239 V-2-10-1-7-17
常設代替高圧電源装置遠隔操作盤の耐
震性についての計算書

15,25
他の計算書ではSsのみの評価（SA設備のみ）であっても、Sd又は静的の欄は
設けている。

要

240
V-2-10-1-7-21
V-2-10-1-7-22

緊急時対策所用モータコントロールセン
タの耐震性についての計算書
緊急時対策所用100V分電盤の耐震性に
ついての計算書

1
他の電源関係の計算書（例えばMCCなど）は複数設備あっても構成の表を概
要に記載していない。（むしろ構成の表があるほうが良い）

要

241 V-2-10-2-5-5
緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防
止蓋の耐震性についての計算書

13 E.L.の記載が抜けている（単に8.0のみ記載されている） 要
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242 V-2-10-2-5-6
緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水
防止蓋の耐震性についての計算書

13 同上 要

243 V-2-10-2-5-10
海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止
蓋の耐震性についての計算書

10
施設区分の記載方法。浸水防護設備（○○設備）としている場合と単に○○
設備とだけ書いてあるものがある。以下、V-2-10-2シリーズで同じ。

要

244 V-2-10-2-7-2
貫通部止水処置（内郭防護）の耐震性に
ついての計算書

12 荷重の組合せの表が他の浸水防護設備の計算書と異なる。 要

245 V-2-10-2-8-1
水密扉（浸水防止設備）の耐震性につい
ての計算書

1
図2.1-1図となっており、２つめの図は不要。また、図のタイトル中R/B１階をマ
スキングしている同ページの概要でR/B１階水密扉と略称を置いている以上、
マスキングできない。

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

246 3
重大事故等対処設備としての評価を行うかのように記載されているが、DBだ
けではないか。

要

247 16
１ページ目の概要でR/B１階水密扉と略称をおいているのに、設置場所をマス
キングする意味が不明

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

248 93 許容限界の表中の材料はマスキングしなくて大丈夫か。 否 許容限界の表中の材料はマスキング不要
249 94 立坑部水密扉の設置場所がR/Bになっている。 要

250 V-2-10-2-8-2
水密扉（溢水防護設備）の耐震性につい
ての計算書

13
１ページ目の概要でR/Bに設置すると記載しているのに設置場所をマスキン
グする意味が不明

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

251 14
このページでカンヌキを定義しているが、これより前のページで既にカンヌキと
いう言葉を使用している。

要

252 V-2-10-2-9-1
津波・構内監視カメラの耐震性について
の計算書

10
設置場所をマスキングしているが、その注釈で包絡するR/Bで評価すると記
載しているためマスキングの意味がない。

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

253 26
設備名称が中央制御室制御盤となっているのに、設置場所をマスキングする
意味が不明

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

254 40
設備名称で設置場所が自明にもかかわらず設置場所をマスキングする意味
が不明

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

255 V-2-10-2-9-3
取水ピット水位計の耐震性についての計
算書

6
固有周期は試験で求めているため、「算出結果」と記載しているのはおかし
い。

要

14 / 16 ページ
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

256 V-2-10-2-11
管理区域外伝播防止堰の耐震性につい
ての計算書

8,9
１ページの概要で廃棄物処理棟に設置すると明記しているのに、設置場所を
マスキングしている意味が不明

否

社内マスキングルール上、一つの図及び表の中
で核物質上重要な施設及び重要設備の場所が
特定できないようにする定めており、本文や他図
表との組み合わせを考慮した、マスキング範囲を
定める必要はないとしていることから、当該箇所
のマスキングに問題ありません。

257 Ⅴ-2-11-1
波及的影響を及ぼすおそれのある下
位クラス施設の耐震評価方針

個別 1
添付書類「V-2-1-1 耐震設計の基本方針」を、添付書類「V-2-1-1 耐震設計
の基本方針の概要」に修正すること。

否

ご指摘頂いた添付書類「波及的影響を及ぼすお
それのある下位クラス施設の耐震評価方針」に
添付書類「V-2-1-1 耐震設計の基本方針」が記
載されたいないため。

258 Ⅴ-2-11-2-1
原子炉建屋クレーンの耐震性について
の計算書

個別 48
確認：トロリ脱線防止ラグの取付ボルトの径について、15頁の使用材料の許
容応力評価条件ではマスキング内だが整合はとれているのか。

否

（燃料取替機の耐震性についての計算書）'
取付ボルト許容算出に用いる材料径について
は、マスキング対象ではないが、15頁の表にお
いてマスキング対象となる材料のみのマスキン
グでは多数マスキング枠となり頻雑となるため
に、一括でマスキング枠を設けている。

259 Ⅴ-2-11-2-3
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー
ンの耐震計算書

個別 30 「すべて許容応力以下です。」→「すべて許容応力以下である。」等に修正 要

260 Ⅴ-2-11-2-4
チャンネル着脱器の耐震性について
の計算書

個別 20
マスキングが他の計算書と異なっている。設計震度や減衰定数までマスキン
グの対象か。

マスキン
グ変更

マスキングの範囲を変更
（P20、P28、P33）

261 Ⅴ-2-11-2-6
原子炉ウェル遮蔽ブロックの耐震性に
ついての計算書

個別 11 「許容変位」→「許容変位量」 要

262 Ⅴ-2-11-2-9
ウォータレグシールライン（残留熱除去
系，高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心
スプレイ系）の耐震性についての計算

個別
電子ファイルでは、表紙から第一章19頁までが重複している。（申請書は重複
なし）

否 （10/8提出データにて修正済み）

263 Ⅴ-2-11-2-10
格納容器機器ドレンサンプの耐震計算
書

個別 17 確認：表4-11,4-12　床面高さはマスキング対象か。 要

264 Ⅴ-2-11-2-12
中央制御室天井照明の耐震性につい
ての計算書

個別 23 確認：1.1　設計条件で機器名称をマスキングする理由は？ 要

265 Ⅴ-2-11-2-18
原子炉建屋外側ブローアウトパネル防
護対策施設の耐震性について

個別
「以下、それぞれの分類に応じた耐震評価」→「以下、設計基準対処施設及び
重大事故等対処設備としての構造強度評価」（機電統一様式）

否

BOP防護対策施設は，ＤＢ設備及びＳＡ設備に
該当しないため，修正不要です。（「以下，それぞ
れの分類に応じた耐震評価」の記載も当該計算
書にはありません。）

266 Ｖ-2-別添1-1 火災防護設備の耐震計算の方針 個別
確認：添付書類「Ｖ-2-9-1　機能維持の基本方針」に基づく構造強度評価を実
施していることが読める記載があるか。

否 記載している（3.評価部位及び荷重の組合せ）

267 Ｖ-2-別添1-2
 火災感知器の耐震性についての計算
書

個別 10 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

268 Ｖ-2-別添1-3 火災受信機盤の耐震計算書 個別 6
表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様
式）、

要(マスク
外し）

269 Ｖ-2-別添1-4
ハロンボンベ設備の耐震性について
の計算書

個別 8 表3-6　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

270 Ｖ-2-別添1-5
ハロンガス供給選択弁の耐震性につ
いての計算書

個別 8 表3-6　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

271 Ｖ-2-別添1-6
ハロン消火設備制御盤の耐震性につ
いての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

272 Ｖ-2-別添1-7
二酸化炭素ボンベ設備の耐震性につ
いて

個別 8 表3-6　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

273 Ｖ-2-別添1-8
二酸化炭素供給選択弁の耐震性につ
いての計算書

個別 8 表3-6　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

274 Ｖ-2-別添1-9
二酸化炭素消火設備制御盤の耐震性
についての計算書

個別 3 表3-1　固有周期について、0.05以下の場合はマスキングは不要（統一様式）
要(マスク

外し）

275 Ｖ-2-別添1-10 ガス供給配管の耐震計算書 個別 17 確認：表4-11,4-12　床面高さはマスキング対象か。 －
コメントが該当しない。（Ⅴ-2-11-2-10のコメント
同じ）

276 V-2-別添3-1
可搬型重大事故等対処設備の耐震計算
方針

4 （２）の前の行空け 要
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No. 工認資料番号 書類名 書類区分 頁 コメント 修正要否 修正しない理由

277 9
基本方針において強度評価を実施しているという記載となっているが、方針で
評価をしているわけではない。（方針はあくまでも方針）

要

278 15 JEAGはこの図書中で定義していないのでは。 要

279 29
ボンベ設備だけ他の設備と異なり一般化せずに、個別施設を例示するとして
いるのか。

要

280 V-2-別添3-2
可搬型重大事故等対処設備の保管場所
における入力地震動

3
解析コードの名称にカギ括弧を付けるのと付けないのが、計算書ごとに整合
がとれていない。（可搬設備だとこの図書だけ）

要

281 V-2-別添3-3
可搬型重大事故等対処設備のうち車両
型設備の耐震性についての計算書

10 JEAGはこの図書中で定義していないのでは。 要

282 13 JSMEについては、他の図書では設計建設規格という和名の略称 要

283 V-2-別添3-4
可搬型重大事故等対処設備のうちボ
ンベ設備の耐震性についての計算書

27、
29、
42、
51、
53、
74、
76

鉛直方向の固有周期を記載しなくていいのか。 否

当該評価結果のまとめ表では１次モードの卓越
方向のみ記載し，鉛直方向については、２次モー
ド以降で卓越周期が発生する旨，固有値解析結
果に示している。
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7 

図 4-3  手法 2設計領域の例 

4.5 耐震支持間隔 

ダクトの耐震支持間隔は，ダクトが薄板構造であることを考慮した剛性評価及び座屈強度

に基づき定める。 

4.5.1 矩形ダクトの固有振動数 

両端単純支持された矩形ダクトの固有振動数は，次式で与えられる。 

W

E・I・
・

2・

π
f

2

  g
  ･･･････････････････････････････････････（4.3） 

ここで，図 4-4 に示す矩形ダクトの断面二次モーメントは， 

・β
2

be
＋ae・t・

6

t・be
Ｉ＝

23

 ･････････････････････････････････（4.4） 

(4.3)及び(4.4)式の出典：電力共通研究「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関

する研究（昭和 61年 3月）」 

ここで， 

ｆ：固有振動数       （ Hz ） 

π：円周率     （ － ） 

 ：両端単純支持間隔    （ mm ） 

Ｅ：縦弾性係数    （N/mm2） 

g ：重力加速度   （mm/s2） 

Ｉ：断面二次モーメント     （ mm4 ） 

Ｗ：ダクト単位長さ重量     （N/mm） 

β：断面二次モーメントの安全係数      （ － ） 

（幅厚比 b/t≦600…β＝0.75 ，b/t＞600…β＝0.6） 

Ｅ・Ｉ・g

ＷN
T
2
 
補
③

 Ⅴ
-
2
-1
-
1
2-
2
 
R2
 

固有周期（s）

震
度

：谷埋め/ピーク保持前の床応答曲線

：谷埋め/ピーク保持後の床応答曲線

注記 ：ダクトの固有周期は水平方向の固有周期Ｔ’と鉛直

方向の固有周期Ｔ’よりも短周期側に設計する。固

有振動数の算出方法は 4.5.1 に示す。 

加速度は設計領域における谷埋め/ピーク保持を行っ

た最大値αを適用する。 

α
Ｔ’：設計に考慮するダクトの最小固有周期 

（＝Ｔ･（1/√2））

ＴＴ’

Ｔ：床応答曲線ピークの固有周期

設計領域
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4.5.2 矩形ダクトの座屈評価 

地震時，両端単純支持された矩形ダクトに生じる曲げモーメントは次式で与えられ 

る。  

8

・Ｗ・α
＝Ｍ

2

0
････････････････（4.5） 

ここで， 
Ｍ０ ：発生曲げモーメント      （N･mm） 
α   ：設計震度    （ － ） 

ここで，矩形ダクトの座屈による大変形を防ぐために矩形ダクトに生じる曲げモーメン

トが許容座屈曲げモーメント以下となるようにする。

Ｍ０≦Ｍ  ････････････････････････････････････････････････････（4.6） 

ここで， 

Ｍ ：許容座屈曲げモーメント  （N･mm） 

（4.5），（4.6）式より許容座屈曲げモーメントから定まる支持間隔は次式で与え

られる。 

Ｗ・

・Ｍ　　8　　
＝

   ････････････････････････････････････････（4.7） 

ここで， 

Ｍ＝Ｓ・ＭＴ   ･･････････････････････････････････････････････････（4.8） 

・γＥ・σ・
・b１－ν

π・t・I
＝λ・Ｍ ｙ22

Ｔ ･･････････････････････････････（4.9） 

2

b
＋ae・t・

6

t・b
Ｉ＝

23

 ･･･････････････････････････････････････（4.10） 

(4.6)～(4.10)式の出典：電力共通研究「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関す

る研究（昭和 61 年 3 月）」 

 

α･Ｗ

図 4-5  両端単純支持梁

N
T
2
 
補
③

 Ⅴ
-
2
-1
-
1
2-
2
 
R1
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10 

Ｓ  ：座屈曲げモーメントの安全係数（＝0.7）     （ － ） 

ＭＴ ：座屈限界曲げモーメント （N･mm） 

λ  ：座屈限界曲げモーメントの補正係数＊5       （ － ） 

ν  ：ポアソン比（＝0.3）   （ － ） 

σｙ ：降伏点      （N/mm2） 

γ  ：座屈限界曲げモーメントの安全係数（＝0.6）＊5（ － ） 

：両端単純支持間隔    （ mm ） 

Ｗ  ：ダクト単位長さ重量        （N/mm） 

注記 ＊5：電力共通研究「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研

究（昭和 61 年 3 月）」より,理論値と実験値の比率から定まる近似曲線を用いる。 

N
T
2
 
補
③

 Ⅴ
-
2
-1
-
1
2-
2
 
R1
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24 

N
T
2
 
補
①

 Ⅴ
-
2
-1
-
1
3-
2
 
R0
 

一方，図5-5のように，ボルト位置に圧縮荷重がかからない状況に相当する 

１＋
ｄａ

ｅ＞
6 3

      （5.3.1.3.5） 

のとき，基礎ボルトに引張力が生じる。 

このとき図5-5において，鉛直荷重の釣合い，Ａ点回りのモーメントの釣合

い，基礎ボルトの伸びと基礎の縮みの関係から中立軸の位置Ｘｎは 

3 2 ｂ １
ｎ ｎ １＋3 ＋

6・ｓ・Ａ・ｎａ ａ
Ｘ ・(ｅ－ )・Ｘ － ・(ｅ －ｄ)

2 ｂ 2

１ ｎ・(ａ－ｄ－Ｘ )＝0       （5.3.1.3.6） 

より求めることができ，基礎ボルトに生じる引張力は 

ｎ
ｓ

ｂ
ｎ

１

Ｘａ
Ｐ・(ｅ－ ＋ )

2 3Ｆ＝
Ｘ

ａ－ｄ－
3

    （5.3.1.3.7） 

となる。 

したがって，基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。 

ｂ
ｂ１

１ ｂ

Ｆ
σ ＝

ｎ・Ａ      （5.3.1.3.8） 

b. せん断応力

gＨ ０
ｂ１

ｂ

Ｃ・ｍ・
τ ＝

ｎ・Ａ
  （5.3.1.3.9） 

(2) 鉛直方向と横方向地震が作用した場合

脚の受ける荷重がＲ２＞Ｒ１となる場合は，

Ｒ１をＲ２に置き換える。 

a. 引張応力

(a) 長手方向から見て図5-6のように応力を2

列の基礎ボルトで受ける場合

鉛直方向と横方向地震が作用した場合に

脚底面に作用するモーメントは 

gｃ１ Ｈ １ ｓ１ ２Ｍ ＝Ｃ・(Ｒ＋ｍ ・ )・ｈ

 （5.3.1.3.10） 

鉛直荷重は 

gｓ１ Ｖ １ ｓ１Ｐ ＝(1－Ｃ )・(Ｒ＋ｍ ・ ) 

 （5.3.1.3.11） 

で求める。 

ｂ

Ｘｎ

ｄ２

ｄ３

Ｐｓ１

Ｐｓ１

ｅ

Ｍｃ１

ａ 

図 5-6 基礎部に作用する外荷重より生

じる荷重の関係（その 3） 
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5.2 設計用地震力 

「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ

-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。なお，壁掛形の計装ラックの設計用地震力

については，設置床上階の設計用地震力を使用する。 

5.3 計算方法 

5.3.1 応力の計算方法 

5.3.1.1 ボルトの計算方法 

ボルトの応力は，地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張力

とせん断力について計算する。 

 

 

図5-3(1) 計算モデル 

（直立形 短辺方向転倒 (1－Ｃv)≧0の場合） 

Ａ

２１ １１ 

引張りを受ける

基礎ボルト列
転倒支点となる

基礎ボルト列

転倒支点

Ａ～Ａ矢視図

（ １１≦ ２１）

チャンネルベース

Ａ

転倒方向

ｍ１･ＣＨ･g 

ｍ１･(１－ＣＶ)･g

基礎ボルト

後打ち金物

ｈ
１

基礎ボルト 
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5.2 設計用地震力 

「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ

-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。なお，壁掛形の計器スタンションの設計用

地震力については，設置床上階の設計用地震力を使用する。 

 

5.3 計算方法 

5.3.1 応力の計算方法 

5.3.1.1 ボルトの計算方法 

ボルトの応力は，地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張力

とせん断力について計算する。 

 

図5-3(1) 計算モデル 

(直立形 左右方向転倒－1 (1－ＣＶ)≧0の場合) 

 

 

図5-3(2) 計算モデル 

(直立形 左右方向転倒－2 (1－ＣＶ)＜0の場合) 

引張りを受ける
ボルト列 

（ １≦ ２） 

ｍ･ＣＨ･g 

ｍ･(1－ＣＶ)･g 
転倒支点

 １ 

転倒支点となる 
ボルト列 

ｈ
１

 

転倒方向

 ２ 
 １  ２ 

引張りを受ける 
ボルト列 

ｍ･ＣＨ･g 

転倒支点 

転倒支点となる
ボルト列 

（ １≦ ２） 

ｍ･(ＣＶ  －1)･g 

ｈ
１
 

転倒方向 

 １  ２ 
 １  ２ 
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(3) 鉛直方向固有周期

軸方向変形によるばね定数ＫＶは次式で求める。

ｇ

Ｖ
1000

Ｋ ＝

Ａ・Ｅ  

 （4.1.5） 

ここで，胴の断面性能は次のように求める。 

ｉＡ＝π・(Ｄ＋ｔ)・ｔ 
 （4.1.6）

したがって，固有周期Ｔｖは次式で求める。 

ｅ
ｖ

Ｖ

ｍ
Ｔ＝2・π・

Ｋ  （4.1.7） 

5. 構造強度評価

5.1 構造強度評価方法 

4.1項a.～d.のほか，次の条件で計算する。 

(1) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。

基礎 

胴板 

ベースプレート

基礎ボルト 

図5-1 概 要 図 

5.2 設計用地震力 

「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類

「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。 

基礎ボルト

ベ－スプレ－ト 
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5.3.1.2 基礎ボルトの計算方法 

(1) 引張応力

転倒モーメントが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧縮荷重

については，荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める。(図5-2参照) 

以下にその手順を示す。 

図5－2 基礎の荷重説明図 

a. σｂ及びσｃを仮定して基礎ボルトの応力計算における中立軸の荷重係数ｋを

求める。 

ｂ

ｃ

1
ｋ＝

σ
1＋

ｓ・σ

   （5.3.1.2.1）

１ ２

ｔ２ 
ｔ１

α 

Ｆｃ Ｆｔ 

ｅ･Ｄｃ 

Ｆｔ

Ｆｃ ｚ･Ｄｃ 

(1－ｋ)･Ｄｃ 

ｓ･σｃ 

σｂ

ｋ･Ｄｃ 
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2.3 記号の説明 

記  号 記   号   の   説   明 単  位 

Ａｂｉ ボルトの軸断面積＊1 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

Ｃｐ ポンプ振動による震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄｉ ボルトの呼び径＊1 mm 

Ｆｉ 

Ｆｉ 

設計・建設規格 SSB-3131 に定める値＊1 

設計・建設規格 SSB-3133 に定める値＊1 

MPa 

MPa 

Ｆｂｉ ボルトに作用する引張力（1 本当たり）＊1 N 

ƒ ｓｂｉ せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力＊1（ｆｓを 1.5 倍

した値又はｆｓを 1.5 倍した値） 

MPa 

ƒ ｔｏｉ 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力＊1（ｆｔを 1.5 倍した

値又はｆｔを 1.5 倍した値） 

MPa 

ƒ ｔｓｉ 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力＊1 MPa 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

Ｈｐ 予想最大両振幅 μm 

ｈｉ 据付面又は取付面から重心までの距離＊2 mm 

１ｉ 重心とボルト間の水平方向距離＊1，＊3 mm 

２ｉ 重心とボルト間の水平方向距離＊1，＊3 mm 

Ｍｐ ポンプ回転により作用するモーメント N･mm 

ｍｉ 運転時質量＊2 kg 

Ｎ 回転速度（原動機の同期回転速度） min-1 

ｎｉ ボルトの本数＊1 － 

ｎｆｉ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数＊1 － 

Ｐ 原動機出力 kW 

Ｑｂｉ ボルトに作用するせん断力＊1 N 

Ｓｕｉ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値＊1 MPa 

Ｓｙｉ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値＊1 MPa 

Ｓｙｉ(ＲＴ) 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料の

40℃における値＊1 

MPa 

π 円周率 － 

σｂｉ ボルトに生じる引張応力＊1 MPa 

τｂｉ ボルトに生じるせん断応力＊1 MPa 

注記 ＊1：Ａｂｉ，ｄｉ，Ｆｉ，Ｆｉ，Ｆｂｉ，ƒ ｓｂｉ，ƒ ｔｏｉ，ƒ ｔｓｉ， １ｉ， ２ｉ， 

ｎｉ，ｎｆｉ，Ｑｂｉ，Ｓｕｉ，Ｓｙｉ，σｂｉ及びτｂｉの添字ｉの意味は，以下のと

おりとする。 

ｉ＝1：基礎ボルト 

ｉ＝2：ポンプ取付ボルト 

ｉ＝3：原動機取付ボルト 

＊

＊ 

＊

＊
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記 号 記   号   の   説  明 単 位

ｎｆｉ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数＊1 －

ｎｓｊ 評価上せん断力を受けるとして期待するサポート取付ボルトの

本数＊5 

－ 

Ｐ 原動機出力 kW 

Ｐｃ バレルケーシング又はコラムパイプの内圧 MPa 

Ｑｂｉ 図 4－2 計算モデルのイ，ロ，ハ及びニにおける地震及び水

平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力＊1 

N 

Ｓ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 に定める値 MPa 

Ｓａ バレルケーシング又はコラムパイプの許容応力 MPa 

Ｓｕ，Ｓｕｉ，

Ｓｕｊ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値＊1，＊5 MPa 

Ｓｙ，Ｓｙｉ，

Ｓｙｊ 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値＊1，＊5 MPa

Ｓｙｉ（ＲＴ），

Ｓｙｊ（ＲＴ）

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料の 

40℃における値＊1，＊5 

MPa 

Ｔｉ 固有周期＊4 ｓ

ｔ バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ mm 

Ｗ サポートに作用する荷重 N 

Ｚ バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数 mm3 

Ｚｓ サポートの断面係数 mm3 

π 円周率 － 

σ バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値 MPa 

σｂｉ ボルトに生じる引張応力＊1 MPa

σＣＨ 水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じ

る応力 

MPa 

σＣＶ 鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じ

る応力 

MPa 

σｓ サポートに生じる曲げ応力 MPa

σｚＰ バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力 MPa 

σθＰ バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力 MPa 

τｂｉ ボルトに生じるせん断応力＊1 MPa

τｓｂｊ サポート取付ボルトに生じるせん断応力＊5 MPa

注記 ＊1：Ａｂｉ，Ｄｉ，ｄｉ，Ｆｉ，Ｆｉ，Ｆｂｉ，ƒｓｂｉ，ƒｔｏi，ƒｔｓi，ｎｉ，

ｎｆｉ，Ｑｂｉ，Ｓｕｉ，Ｓｙｉ，σｂｉ及びτｂｉの添字ｉの意味は，以下のとおりとす

る。 

ｉ＝1：基礎ボルト 

ｉ＝2：ポンプ取付ボルト 

ｉ＝3：原動機台取付ボルト 

ｉ＝4：原動機取付ボルト 

＊
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記 号 記  号  の  説  明 単 位

Ｓｕｉ 

Ｓｙｉ 

Ｓｙｉ（ＲＴ） 

π 

σｂｉ 

τｂｉ 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値＊1 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値＊1 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃におけ

る値＊1 

円周率 

ボルトに生じる引張応力＊1 

ボルトに生じるせん断応力＊1 

MPa 

MPa 

MPa 

－ 

MPa 

MPa 

注記 ＊1：Ａｂｉ，ｄｉ，Ｆｉ，Ｆｉ
 
，Ｆｂｉ，Ｆｂ１ｉ，Ｆｂ2ｉ，fｓｂｉ，fｔｏｉ，fｔｓｉ， １ｉ， ２ｉ， ３ｉ，ｎｉ，ｎf

ｉ，ｎfＶｉ，ｎfＨｉ，Ｑｂｉ，Ｑｂ1ｉ，Ｑｂ2ｉ，Ｓｕｉ，Ｓｙｉ，σｂｉ及びτｂｉの添字ｉの意味は，以

下のとおりとする。 

ｉ＝1：基礎ボルト 

ｉ＝2：取付ボルト 

＊2：ｈｉ及びｍｉの添字ｉの意味は，以下のとおりとする。 

ｉ＝1：据付面 

ｉ＝2：取付面 

＊3： １ｉ≦ ２ｉ

27
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4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 機器・配管系において，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた従来の耐震計算

に対して，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び

発生値の増分の観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計で用いている質

点系モデルによる評価結果を用いて行うことを基本とする。影響評価のフローを図 4-3に

示す。 

 なお，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する際は，地震時に水平 2

方向及び鉛直方向それぞれの最大応答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え

方である Square－Root－of－the－Sum－of－the－Squares 法（以下「最大応答の非同時

性を考慮した SRSS 法」という。）又は組合せ係数法（1.0：0.4：0.4）を適用する。こ

の組合せ方法については，現状の耐震評価が基本的に概ね弾性範囲でとどまる体系であ

ることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施している等

類似であり，水平 2方向及び鉛直方向の位相差は機器の応答にも現れることから，米国

Regulatory Guide 1.92 の「2．Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考としているものである。 

① 評価対象となる設備の整理

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系並びにこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価

を実施する設備を評価対象とし，機種ごとに分類し整理する。（図 4-3①） 

② 構造上の特徴による抽出

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重畳する観点，若しくは応答軸方向以

外の振動モード（ねじれ振動等）が生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による

影響の可能性がある設備を抽出する。（図 4-3②） 

③ 発生値の増分による抽出

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平２方向の地震力が各方

向１：１で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の

増分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機器・配管系への影響の可能

性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念

される設備を抽出する。 

 影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい設備

（部位）を対象とする。（図 4-3③） 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐震性への影響を確認す

る。（図 4-3④） 
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ラウドの下部フランジ上にボルトにより固定される。炉心シュラウドは下端をシュ

ラウドサポートに溶接され，シュラウドサポートは原子炉圧力容器下部鏡板に溶接

される。 

気水分離器及びスタンドパイプはシュラウドヘッドに溶接され，シュラウドヘッ

ドは炉心シュラウド上にボルトによりフランジ接続される。 

蒸気乾燥器，スパージャ及び内部配管は，原子炉圧力容器内部に取付けられたブ

ラケット等により支持される。 

b. 熱交換器 

熱交換器は，シェル＆チューブ形とプレート形に分類される。シェル＆チューブ

形の伝熱管は，Ｕ字管式のものと直管式のものとがあり，いずれもじゃま板によっ

て伝熱管を剛に支持し，地震及び流体による振動を防止する。またプレート形の伝

熱板は締付ボルトにて側板に固定することで，伝熱板の地震及び流体による振動を

防止する。 

c. タンク類 

タンク類でその内部にスプレイノズル，スパージャ，ヒータ等が設けられるもの

については，それらを機器本体からのサポートにより取り付ける。 

 

3. 電気計測制御装置 

3.1 基本原則 

電気計測制御装置の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 電気計測制御装置は取付ボルト等により支持構造物に固定される。支持構造物は，剛

な床，壁面等から支持することとする。 

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振を防止する。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，振動特性に応じた地震応答解析により，応力評価

に必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。 

(4) 地震時に要求される電気的機能を喪失しない構造とする。電気計測制御装置の電気的

機能維持の設計方針を別紙1に示す。 

 

3.2 支持構造物の設計 

3.2.1 設計手順 

電気計測制御装置の配置，構造計画に際しては，設置場所の環境条件，現地施工性

等の関連を十分考慮して総合的な調整を行い，電気計測制御装置類の特性，運転操作

及び保守点検の際に支障とならないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を

行うよう考慮する。 

設計手順を図3-1に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び電気計測制御装置の基本設計条件等から配

置設計を行い，耐震解析，機能維持の検討により強度及び支持機能を確認し，詳細設

計を行う。 
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図 3-1  ダクト及び支持構造物の設計作業手順 

機器配置計画図 

（建屋基本計画） 

ダクト計画 

ダクト支持間隔及び 

支持点位置の決定 

ダクト及び支持構造物 

と建屋・構築物，機器・ 

配管・トレイ等との位置 

関係の調整 

総合配置計画調整 

耐震設計の基本方針 

（耐震設計上の重要度分類， 

設計用地震力） 

機器外形図・基礎図 

系統仕様，系統図

（ダクト仕様） 

ダクト製作図 支持構造物製作図 
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4. ダクト設計の基本方針

4.1 重要度別による設計方針 

ダクトは，耐震設計上の重要度分類に応じてクラス分類し，表 4-1 に示す設計方針とする。 

表 4-1  重要度分類と設計方針 

分類 耐震設計上の

重要度分類 

機器等の区分 設計方針 

設計基準 

対象施設 
Ｓ クラス Ｎｏｎ 

地震時の加速度に対し機能が保たれるようサポー

トのスパン長を最大許容ピッチ以下に確保するこ

と。（最大許容ピッチは式(4.7)から(4.10)に基

づき許容座屈曲げモーメントより算出する。） 

重大事故等

対処設備 
－ 

重大事故等 

クラス２管

 4.2 荷重の組合せ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ･･････････････････････････････････････････（4.1） 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ*･････････････････････････････････････････（4.2）

ここで， 

Ｄ ：死荷重＊1 

ＰＤ：最高使用圧力による機械的荷重  

ＭＤ：設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力＊1 

Ｓｄ*：弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又は静的地震力＊2

注記 ＊1：ダクトは座屈評価のため,死荷重（Ｄ）,地震荷重（Ｓｓ）を考慮して評価を行う。 

 ＊2：ダクトの耐震支持間隔の算出においては，許容値となる許容座屈曲げモーメン

トの算出にあたり，評価手法上，ダクト材の降伏点を使用するため，Ｓｓに対す

る評価とＳｄ*に対する評価に用いる係数，許容値に差異はない。また，発生曲げ

モーメントの算出に当たっては，表 4-2 に示すとおり，Ｓｄ*はＳｓに包絡される

ため，Ｓｄ*に対する評価は省略する。なお，緊急時対策所ダクトについては，設

計基準対象設備「‐」であり，重大事故等クラス２管であることからＳｓに対す

る評価を行う。
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表 4-2 「基準地震動Ｓｓ」と「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的地震力」の比較例 

建物・構築物 設計用地震力 
床面高さ 

(m) 

震度 

静的震度又は

1.2ZPA 
設備評価用床応答曲線＊2 

水平 鉛直 
固有周期

(s) 
水平 鉛直 

基準地震動Ｓｓ EL. 20.3 

～ 

EL. 34.7 

1.64 1.34 1.91 4.20 

弾性設計用地震動Ｓｄ

又は静的地震力＊1 
0.96 0.71 1.20 2.21 

注記 ＊1：静的震度,1.2ZPA のうち,大きな値を示す。（1.2ZPA:基準床の最大応答加速度

の 1.2 倍の値） 

＊2：ダクトの固有振動数が，設備評価用床応答曲線のピーク振動数の√2 倍以上と

なる固有振動数を示し，水平，鉛直震度はそれぞれ当該固有周期よりも短周期

側における最大応答を示す。 

4.3 設計用地震力 

ダクトについては，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「4. 設計用

地震力」を用いて評価を行う。なお,「4.4 ダクト支持点の設計方法」のうち,手法 1 はダクト

の固有振動数が十分剛（20 Hz 以上）となる領域で設計することから, 表 4-2 に示す静的震度

及び 1.2ZPA を使用する。 

また,手法 2 は,ダクトの固有周期が 0.05 秒よりも長周期側で,且つ設備評価用床応答曲線

のピーク周期の 1/√2 倍よりも短周期側となる領域で設計することから,表 4-2 に示す設備評

価用床応答曲線の震度を使用する。減衰は，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」

に記載の減衰定数を用いる。 

なお,この際に使用する設備評価用床応答曲線の震度は,図 4-1 に示すように谷埋め/ピーク

保持を行い右肩上がりの領域で設計することで保守性を担保する。 

図 4-1  床応答曲線の谷埋め/ピーク保持の例 

固有周期（s）

震
度

：谷埋め/ピーク保持前の床応答曲線

：谷埋め/ピーク保持後の床応答曲線
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5.3 設計用地震力 

「基準地震動Ｓｓ」による地震力は添付書類「Ⅴ-2-2-2-1 原子炉建屋地下排水設備設置

位置の地盤応答」に基づき設定する。 

耐震評価に用いる設計用地震力を表 5-4 に示す。 

表 5-4 原子炉建屋地下排水設備排水ポンプの設計用地震力 

注記 ＊1：基準レベルを示す。（実際の排水ポンプ据付高さよりも上部の床面高さの応答加

速度を用いることで保守的な評価とする。）

＊2：「4. 固有周期」より 0.05 秒以下であり剛であることを確認したため，設置床の

最大床応答加速度の 1.2 倍を考慮した設計震度を設定した。 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期(s) 
弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

原子炉建屋 

地下排水設備 

集水ピット 

EL.－17.95 

（EL.－9.00＊1）

0.05 以下 0.05 以下 － － ＣＨ＝0.62＊2 ＣＶ＝0.61＊2
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6. 機能維持評価

6.1 機能維持評価方法 

 原子炉建屋地下排水設備排水ポンプの機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の

基本方針 4.1 動的機能維持」にて設定した動的機能維持の方針に基づき，地震時の応答加

速度が，動的機能維持確認済加速度以下であることを，「5.2 動的機能維持評価」にて示す

方法にて確認することで実施する。確認結果を「7. 評価結果」に示す。 

原子炉建屋地下排水設備排水ポンプは水中ポンプであり，個別の加振試験によって得られ

る機能維持を確認した加速度を機能確認済加速度として，評価用加速度が機能確認済加速度

以下であることを確認する。 

6.2 動的機能維持評価 

6.2.1 評価用加速度 

原子炉建屋地下排水設備排水ポンプの動的機能維持評価について，以下に示す。 

ポンプはポンプ支持架台に固定され，ポンプ支持架台は基礎ボルトで基礎に据え付けら

れることから，設計用地震力は添付書類「Ⅴ-2-2-2-1 原子炉建屋地下排水設備設置位置

の地盤応答」に示す，原子炉建屋地下排水設備排水ポンプ設置床における基準地震動Ｓｓ

による応答解析結果に基づき設定する。評価用加速度には，設置場所の設備評価用床最大

加速度を適用する。 

評価用加速度を表 6-1 に示す。 

表 6-1 評価用加速度   （×9.8 m/s2） 

対象機器設置箇所 加振方向 
最大加速度 

Ｓｓ 

原子炉建屋地下排水設備 

集水ピット 

EL.-17.95 m 

（EL.-9.00 m＊1） 

水平 
NS 0.52 

EW 0.52 

鉛直 0.51 

注記 ＊1：基準レベルを示す。（実際の排水ポンプ据付高さよりも上部の床面高さの応答

加速度を用いることで保守的な評価とする。） 
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【原子炉建屋地下排水設備排水ポンプの耐震性についての計算結果】 

1.1 設計条件 

機  器  名  称 
耐震設計上の 
重要度分類 

据付場所及び 

床面高さ 
（m） 

固有周期（s） 
弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

最高使用温度
（℃） 

周囲環境温度
（℃） 

水平方向 鉛直方向
水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

原子炉建屋 

地下排水設備 
排水ポンプ 

－ 

原子炉建屋地下排水
設備集水ピット 
EL. －17.95

(EL. －9.00＊)

0.05 以下 0.05 以下 － － ＣＨ＝0.62 ＣＶ＝0.61 － 

注記 ＊：基準レベルを示す。 

1.2 機器要目 

部     材 
ｍ 

（kg） 
ｈ１ 

（mm） 

 １（mm）  ２（mm） 

ｎ 

ｎf 

弾性設計用
地震動Ｓｄ 

又は静的震度

基準地震動
Ｓｓ 

弾性設計用 
地震動Ｓｄ 

又は静的震度 

基準地震動 
Ｓｓ 

弾性設計用 
地震動Ｓｄ 

又は静的震度 

基準地震動
Ｓｓ 

基 礎 ボ ル ト － 440 － 440 16 － 4 

部     材 
Ａｂ 

（mm2） 
Ｓｙ 

（MPa） 
Ｓｕ 

（MPa） 

Ｆ（MPa） Ｆ（MPa） 転倒方向 

弾性設計用
地震動Ｓｄ 

又は静的震度

基準地震動 
Ｓｓ 

弾性設計用 
地震動Ｓｄ 

又は静的震度 

基準地震動 
Ｓｓ 

基 礎 ボ ル ト 
201.1 
(M16) 

205＊ 520＊ － 246 － 正面及び側面 

注記 ＊：周囲環境温度で算出 

NT2 補③ Ⅴ-2-2-2-2 R5 

1
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＊
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5.5 計算条件 

計算方法に用いる荷重は，「5.2 荷重の組合せ及び許容限界」及び「5.3 設計用地震力」に

示す。 

5.6 応力の評価 

「5.4 計算方法」で求めた応力は表 5-4 に記載される値以下であること。 

6. 評価結果

6.1 設計基準対象施設としての評価結果 

原子炉格納容器スタビライザの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値

は許容値を満足しており，耐震性を有することを確認した。 

(1) 許容応力状態ⅢＡＳに対する評価

許容応力状態ⅢＡＳに対する応力評価結果を表 6-1 に示す。

表 5-1に示す荷重の組合せのうち，Ｄ＋ＰＤ＋Ｍ＋Ｓｄ*の評価について記載している。

(2) 許容応力状態ⅣＡＳに対する評価

許容応力状態ⅣＡＳに対する応力評価結果を表 6-2 に示す。

表 5-1に示す荷重の組合せのうち，Ｄ＋ＰＤ＋Ｍ＋Ｓｓの評価について記載している。
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式
 

1
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5
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ｙ
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ｙ
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Ⅰ　及び　Ⅱ Ⅲ Ⅳ 試験状態
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26

ボルト 耐圧試験 夜間 週末 制御棒 給水加熱機能喪失 スクラム 定格 停止 ボルト 燃料 スクラム 冷却材 冷却材 冷却材 耐圧試験
締付け 最高使用

圧力以下
昇温 タービン

起動
低出力
運転
(出力
75％)

低出力
運転
(出力
50％)

ﾊﾟﾀｰﾝ
変更

発電機
ﾄﾘｯﾌﾟ

給水加熱
器部分
ﾊﾞｲﾊﾟｽ

ﾀｰﾋﾞﾝ
ﾄﾘｯﾌﾟ

その他の
スクラム

出力
運転

ﾀｰﾋﾞﾝ
停止

高温
待機

冷却 容器
満水

満水後
冷却

取外し 交換 原子炉給水ﾎﾟﾝﾌﾟ停止 逃がし
安全弁
誤作動

過大圧力 再循環系
仕切弁
誤作動

(冷状態)

再循環
ﾎﾟﾝﾌﾟ
誤起動
(冷状態)

喪失事故 最高使用
圧力を超
えるもの

図2-1(1)　運転条件（原子炉圧力容器）

運 転 状 態
運 転 条 件

運 転 名 称

起動

NT
2 
補

③
Ⅴ

-2
-
3-

4-
2-

4 
R0
R0

19
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Ｓ
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Ａ
Ｓ
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表
3
-
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2
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造
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Ｓ
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Ⅳ
Ａ
Ｓ
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3
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表 3-6 雰囲気温度（通常運転時） 

荷重 
通常運転時

（℃） 

ドライウェル 66 

原子炉ウェル 66 

使用済燃料プール（水温） 52 

蒸気乾燥器・ 

気水分離器ピット 
10（40）＊ 

注記 ＊：蒸気乾燥器・気水分離器ピット内は

原子炉建屋内の雰囲気温度と同一。

カッコ内は夏季の温度を示す。

（a）通常運転時（冬季） 

（b）通常運転時（夏季） 

図 3-2 雰囲気温度 
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4.5 設計用地震力 

「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に基づき設定する。また，減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載

の減衰定数を用いる。 

評価に用いる設計用地震力を表 4-7 に示す。 

表 4-7 設計用地震力（重大事故等対処設備） 

据付場所 

及び 

床面高さ(m) 

固有周期 

(s) 
弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 減衰定数（％）

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向

設計震度

水平 

方向 

鉛直 

方向 

EL.46.50＊1 

0.05 

以下＊2 
－ － 

ＣＨ＝

1.74 

又は＊3

ＣＶ＝

1.52 
1.0＊4 － 

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。 

＊3：基準地震動Ｓｓに基づく設計用床応答曲線より得られる値。 

＊4：溶接構造物に適用される減衰定数の値。 

N
T
2
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-
2
-4
-
2
-4
 
R
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1.2.2 評価方針 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置（空気圧縮機及び除湿器）の構造強度評価は， 

添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及

び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「1.2.1 構造計画」にて示す使用済燃料プール

監視カメラ用空冷装置（空気圧縮機及び除湿器）の部位を踏まえ「1.3 評価部位」にて設

定する箇所において「1.4 固有周期」で測定した固有周期に基づく設計地震力による応力

等が許容限界に収まることを，「1.5 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実

施する。また，使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置（空気圧縮機及び除湿器）の機能

維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定した電気的機能維持の

方針に基づき，地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「1.6 機

能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「1.7 評価結果」に

示す。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置（空気圧縮機及び除湿器）の耐震評価フローを

図 1-1に示す。 

図 1-1 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置（空気圧縮機及び除湿器）の耐震評価フロー 

1.2.3 適用基準 

適用基準等を以下に示す。

(1) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（日本電気協会）

(2) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補

－1984（日本電気協会）

(3) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版（日本電気協会） 

(4) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。）） Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－2005/2007（日本機械学会）

固有値測定試験

設計用地震力

N
T
2
 
補
②

Ⅴ
-
2
-
4-
4
-
2 
R
1 

地震時における応力

空気圧縮機及び除湿器の

構造強度評価

空気圧縮機及び除湿器の

電気的機能維持評価

評価用加速度
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3.3 解析モデル及び諸元 

固有値解析及び構造評価に用いる解析モデル及び諸元は，本計算書の【緊急用海水ポンプの

耐震性についての計算結果】のその他の機器要目に示す。解析コードは，「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲ

ＡＮ」を使用し，解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-5-1 計

算機プログラム（解析コード）の概要・ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」に示す。 

3.4 固有周期 

固有値解析の結果を表 3-5 に示す。1次モードは水平方向に卓越し，固有周期が 0.05 秒以下

であり，剛であることを確認した。 

表 3-5 固有値解析結果 

モード
固有周期 

（ｓ） 
卓越方向 

1次 0.031 水平 
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3.5 設計用地震力 

「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ｖ

-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。

評価に用いる設計用地震力を表3-6に示す。

表 3-6 設計用地震力（重大事故等施設） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期（s）
弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
 基準地震動Ｓｓ 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

緊急用海水 

ポンプピット

EL. 0.8＊1 

0.031
0.05 

以下＊2
－ － ＣＨ＝1.83 ＣＶ＝1.05

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。 

51



＊

 【緊急用海水ポンプの耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機 器 名 称 設備分類 

据付場所及び

床面高さ 

（m） 

固有周期（s） 
弾性設計用地震動Ｓｄ又は 

静的震度  
基準地震動Ｓｓ 

ポンプ振動 

による震度 

最高使用 

温度 

（℃） 

周囲環境

温度 

（℃） 

最高使用

圧力 

（MPa） 水平方向 鉛直方向
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

緊急用海水 

ポンプ 

常設耐震／防止 

常設／緩和 

緊急用海水 

ポンプピット 

EL. 0.8＊1 

0.031 
0.05 

以下＊2 
－ － ＣＨ＝1.83 ＣＶ＝1.05 Ｃｐ＝0.09 38 2.45 

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。 

1.2 機器要目 

(1) ボルト (2) コラムパイプ

注記 ＊：周囲環境温度で算出

(3) サポート

部材 
Ｌ 

（mm） 

Ｚｓ 

（mm3） 

Ｅ 

（MPa） 

Ａｆ 

（mm2） 
ｂ

（mm） 

ｈ 

（mm） 

Ｓｙ

（MPa） 

Ｓｕ 

（MPa） 

Ｓｙ（ＲＴ） 

（MPa）

Ｆ

（MPa） 

Ｆ 

（MPa） 

耐震サポート① 159＊ 459＊ 175 － 210 

耐震サポート② 159＊ 459＊ 175 － 210 

部 材 
ｍｉ 

（kg） 

Ｄｉ 

（mm） 

Ａｂｉ 

（mm2） 
ｎｉ ｎｆｉ

Ｍｐ

（N･mm） 

Ｓｙｉ 

（MPa）

Ｓｕｉ

（MPa） 

Ｆｉ

（MPa） 

Ｆｉ

（MPa） 
部 材 

 Ｓ 

（MPa） 

Ｓｙ 

（MPa）

Ｓｕ

（MPa）

Ｄｃ

（mm）

ｔ

（mm）

基 礎 ボ ル ト 

（ｉ＝1） 
8 8 － 188＊ 479＊ － 246 コラムパイプ 108＊ 159＊ 459＊ 350.0 14.0

ポンプ取付ボルト 

（ｉ＝2） 
12 12 3.247×106 188＊ 479＊ － 246 

注記 ＊：周囲環境温度で算出 

原動機台取付ボルト 

（ｉ＝3） 
14 14 3.247×106 188＊ 479＊ － 246 

原動機取付ボルト 

（ｉ＝4） 
8 8 3.247×106 188＊ 479＊ － 246 

NT2 補② Ⅴ-2-5-7-2-1 R2 

＊

注記 ＊：周囲環境温度で算出

1
2
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3.4 設計用地震力 

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下表

に示す。 

なお，設備評価用床応答曲線は添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析

の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 

鳥瞰図 建物・構築物 標高 
減衰定数 

（%） 

CU-PD-9 原子炉本体の基礎 EL.19.856 m 2.0 

CU-06 EL.29.000 m 3.0 

N
T
2
 
補
③
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-
2
-5
-
8
-1
-
1
 R
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NT2 補② Ⅴ-2-6-5-21 R1 

2
 

表 1-2 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

検出器は，計器取

付ボルトにより計装

ラックに取付けられ

た取付板に固定され

る。

計装ラックは，基礎

に埋め込まれたチャ

ンネルベースに取付

ボルトで設置する。 

差圧式水位検出器 【H22-P027B(LT-B22-091B，LT-B22-091D)】 

正面
チャンネルベース 側面

基礎

計装ラック

検出器＊

計器取付ボルト

取付板

1220 

2
13

4 

762 

（単位：mm）

取付ボルト 

検出器＊

取付板

計器取付ボルト

注記 ＊：検出器は代表して１台を示す。
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3.5.3 設計用地震力 

「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に基づき設定する。耐震評価に用いる設計用地震力を表 3-8 に示す。 

表 3-8 設計用地震力（重大事故等対処設備） 

据付場所及び 

床面高さ 

(m) 

固有周期 

(s) 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

EL.8.20

（EL.14.00＊1） 

－ － － ＣＨ＝1.13 ＣＶ＝0.99 

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

N
T
2
 
補
②

 Ｖ
-
2
-6
-
5
-2
6
 
R1
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表 2-1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

検出器は，計器取付

ボルトにより計装ラッ

クに固定される。

計装ラックは，チャ

ンネルベースに取付ボ

ルトで設置され，チャ

ンネルベースは基礎ボ

ルトで固定される。

熱伝導式水素検出器

磁気風式酸素検出器 

2
 

NT2 補② Ⅴ-2-6-5-30 R1 

（単位：mm） 

計器取付ボルト

側面正面

600 

2
1
0
0 

3150 計装ラック

取付ボルト

床

基礎ボルト

（ケミカルアンカ）

チャンネルベース

検出器＊

計器取付ボルト

検出器＊

注記 ＊：検出器は代表して１台を示す。
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1. 概要

本資料は，添付書類「Ｖ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針

に基づき，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備が設計用地震力に対して十分な

電気的機能を有していることを説明するものである。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，設計基準対象施設においてはＣクラ

ス施設に分類される。また，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，重大事故

等対処設備においては常設重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）に分類されるが，

重大事故等時に使用する通信連絡設備であることを考慮し，常設耐震重要重大事故防止設備と同

等の評価を行う。以下，重大事故等対処設備としての電気的機能維持評価を示す。

2. 一般事項

2.1 構造計画

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の構造計画を表 2-1～表 2-4 に示す。

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，ＩＰ電話（有線系），ＩＰ電話（衛

星系），ＩＰ－ＦＡＸ及びテレビ会議システムで構成される。

表 2-1 構造計画（ＩＰ電話（有線系））

計画の概要
概略構造図

基礎・支持構造 主体構造

ＩＰ電話（有線系）を専用治具

にて固定し，専用治具はマジ

ックテープにて架台の上に固

定する。また，架台は専用治具

にて床面に固定する。

電話機

表 2-2 構造計画（ＩＰ電話（衛星系））

計画の概要
概略構造図

基礎・支持構造 主体構造

ＩＰ電話（衛星系）を固縛用バ

ンド及びマジックテープにて

机の上に固定する。また，机は

ワイヤにて床面に固定する。

電話機

N
T
2
 
補

②
 

Ⅴ
-2
-
6
-7
-
5 

R
5

11

専用治具を

マジックテ

ープで固定

ＩＰ電話（有線系） 

専用治具にて固定 

架台は専用治具にて床面に固定 

本体下部をマジックテ

ープで固定 

ＩＰ電話（衛星系） 

固縛用バンドで固定 

机を床面にワイヤで固定 

約 700 ㎜ 

約 450 ㎜ 

約 1800 ㎜ 

約 600 ㎜ 

約 1350 ㎜ 

約 300 ㎜ 
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補
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-
2
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-
2
-5
 
R
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1. 概要

本添付書類は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき，非常用ガス処

理系排気筒の地震時の構造強度及び機能維持の確認について説明するものであり，その

評価は，応力解析による評価により行う。 

非常用ガス処理系排気筒は，設計基準対象施設においては「Ｓクラスの施設」に，重

大事故等対処施設においては「常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設

備」に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度

評価それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。 
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補
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-
2
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-
1
5-
1
 
R0
 

 2.4 適用規格・基準等 

主排気筒の筒身及び鉄塔の評価において，適用する規格・基準等を以下に示す。 

（1） 建築基準法・同施行令

（2） 鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-（（社）日本建築学会，2005）

（3） 容器構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010）

（4） 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，1988）

（5） 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，1999）

（6） 煙突構造設計施工指針（（一財）日本建築センター，1982）

（7） 塔状鋼構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，1980）

（8） 煙突構造設計指針（（社）日本建築学会，2007）

（9） 日本工業規格（ＪＩＳ）
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 2.4 適用規格・基準等 

非常用ガス処理系配管支持架構の評価において，適用する規格・基準等を以下に示

す。 

（1） 建築基準法・同施行令

（2） 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005）

（3） 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－（（社）

日本建築学会，1999）

（4） 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築

学会，2005）

（5） 建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001）

（6） 日本工業規格（ＪＩＳ）
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 2.3 適用基準適用規格・基準等 

非常用ガス処理系排気筒の評価において，適用する規格・基準等を以下に示す。 

（1） 建築基準法・同施行令

（2） 鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-（（社）日本建築学会，2005）

（3） 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年度版（2007 年追補版を含む））

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）」（社）日本機械学会

（4） 日本工業規格（ＪＩＳ）

61



NT2 補② Ⅴ-2-8-1 R1 

4
 

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（3/4） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計

上の重要

度分類 

新規制基準

施行前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

放
射
線
管
理
施
設

換気設備 

主配管 － － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-2-1

中央制御室待避室
差圧 

－ － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-2-2

主配管（ダクト） － － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-3-1

主配管 － － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-3-2

緊急時対策所非常

用送風機
－ － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-3-3

緊急時対策所非常

用フィルタ装置 
－ － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-3-4

緊急時対策所用差
圧 

－ － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-8-3-3-5
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

放射線管理 

施設 
換気設備 中央制御室待避室差圧 常設／緩和 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。）

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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NT2 補② Ｖ-2-8-3-4-2 R1 

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

放射線管理 

施設 
換気設備 第二弁操作室差圧 常設／緩和 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。）

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（4/11） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の重

要度分類 

新規制基準

施行前に認

可された実

績との差異 

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対

象施設との

評価条件の

差異 

耐震計算の 

記載箇所 

原
子
炉
格
納
施
設

圧力低

減設備

その他

の安全

設備 

常設低圧代替注水系
ポンプ 

－ － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ｖ-2-5-5-5-1＊2

主配管 － － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-9-4-3-4-1

主配管 
S(原子炉格納容

器に記載) 
－ － 常設／緩和 有 Ⅴ-2-9-2-9 

コリウムシールド － － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-9-4-3-5-2

格納容器床ドレンサ
ンプ

B(放射性廃棄物

の廃棄施設に記

載) 

－ － 常設／緩和 有 Ⅴ-2-7-2-1-2＊6

主配管 － － － 常設／緩和 － 
Ⅴ-2-9-4-3-5-1

Ⅴ-2-9-4-3-5-2

導入管カバー － － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-9-4-3-5-2

主配管 

B(放射性廃棄物

の廃棄施設に記

載) 

－ － 常設／緩和 有 Ⅴ-2-7-2-1-1＊6
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ア
ロ

ッ
ク

 
S
(
原

子
炉

建

屋
に

記
載

)
 

－
 

－
 

常
設

／
緩

和
 

－
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
3
-
3
 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

筒
 

S
(
放

射
性

廃

棄
物

の
廃

棄

施
設

に
記

載
)
 

－
 

－
 

常
設

／
緩

和
 

有
 

Ⅴ
-
2
-
7
-
2
-
5
＊

6
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表
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-
1
 

耐
震

評
価

条
件

整
理

一
覧

表
（

1
1
/
1
1
）

 

評
価

対
象

設
備

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 

耐
震

設
計

上
の

重
要

度
分

類
 

新
規

制
基

準

施
行

前
に

認

可
さ

れ
た

実

績
と

の
差

異
 

耐
震

計
算

の
 

記
載

箇
所

 
設

備
分

類
＊

1
 

設
計

基
準

対

象
施

設
と

の

評
価

条
件

の

差
異

 

耐
震

計
算

の
 

記
載

箇
所

 

原 子 炉 格 納 施 設

圧
力

低
減

設
備

そ
の

他
の

安
全

設
備

 

主
要

弁
 

S
 

無
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
6
-
1
-
1
 

－
 

－
 

－
 

主
配

管
 

S
 

無
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
6
-
1
-
1
 

－
 

－
 

－
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

－
 

－
 

－
 

常
設

耐
震

／
防

止
 

常
設

／
緩

和
 

－
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
7
-
1
-
2
 

移
送

ポ
ン

プ
 

－
 

－
 

－
 

常
設

耐
震

／
防

止
 

常
設

／
緩

和
 

－
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
7
-
1
-
3
 

主
要

弁
 

－
 

－
 

－
 

常
設

／
緩

和
 

－
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
6
-
1
-
1
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
7
-
1
-
1
 

主
配

管
 

－
 

－
 

－
 

常
設

／
緩

和
 

－
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
6
-
1
-
1
 

Ⅴ
-
2
-
9
-
7
-
1
-
1
 

注
記

 
＊

1
：
「

常
設

耐
震

／
防

止
」

は
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
，
「

常
設

／
緩

和
」

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
を

示
す

。
 

＊
2
：

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
と

兼
用

の
設

備
で

あ
り

、
評

価
内

容
が

共
通

で
あ

る
た

め
、

耐
震

評
価

は
添

付
書

類
「

Ⅴ
-
2
-
5
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

の
耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
に

記
載

す
る

。
 

＊
3
：

計
測

制
御

系
統

施
設

と
兼

用
の

設
備

で
あ

り
、

評
価

内
容

が
共

通
で

あ
る

た
め

、
耐

震
評

価
は

添
付

書
類

「
Ⅴ

-
2
-
6
計

測
制

御
系

統
施

設
の

耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
に

記
載

す
る

。
 

＊
4
：

原
子

炉
本

体
と

兼
用

の
設

備
で

あ
り

、
評

価
内

容
が

共
通

で
あ

る
た

め
、

耐
震

評
価

は
添

付
書

類
「

Ⅴ
-
2
-
3
原

子
炉

本
体

の
耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
に

記
載

す
る

。
 

＊
5
：

代
替

淡
水

貯
槽

及
び

西
側

淡
水

貯
水

設
備

の
耐

震
評

価
は

，
添

付
書

類
「

Ⅴ
-
2
-
2
耐

震
設

計
上

重
要

な
設

備
を

設
置

す
る

施
設

の
耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
に

記
載

す
る

。
 

＊
6
：

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
と

兼
用

の
設

備
で

あ
り

、
評

価
内

容
が

共
通

で
あ

る
た

め
、

耐
震

評
価

は
添

付
書

類
「

Ⅴ
-
2
-
7
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
書

」
に

記
載

す
る

。
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表 3-1 使用材料表 

使用部位 使用材料 備考 

アンカボルト GBL(5 種)相当  GBL1～GBL5＊ 

ベースプレート SGV49 相当 SGV480＊ 

補強リブ SGV49 相当 SGV480＊ 

アンカプレート SGV49 相当 SGV480＊ 

注記 ＊：新 JIS を示す。 

 

4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

(1) 胴アンカ部は，原子炉格納容器底部コンクリートマットにアンカボルトで一体化

され，鉛直方向地震荷重は，このアンカボルトを介して原子炉格納容器底部コン

クリートマットに伝達させる。添付書類「Ⅴ-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び

圧力容器内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」において計算さ

れた荷重等を用いて，構造強度評価を行う。 

(2) 構造評価に用いる寸法は，公称値を使用する。 

(3) 概略構造図を表 2-1 に示す。 

 

4.2 荷重の組合せ及び許容限界 

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

胴アンカ部の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち，設計基準対象施設の評価

に用いるものを表 4-1 に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-2 に示

す。表で使用される記号は添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従うも

のとする。荷重の組合せは，添付書類「Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に

関する説明書」に従い，対象機器の設置位置等を考慮し決定する。なお，考慮す

る荷重の組合せは，組合せる荷重の大きさを踏まえ，評価上厳しくなる組合せを

選定する。 

 

4.2.2 許容限界 

胴アンカ部の許容限界を表 4-3 に示す。 
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4.3 解析モデル及び諸元 

機器搬入用ハッチの解析モデルを図 4-1 に，解析モデルの概要を以下に示す。また，機器の

諸元を表 4-12 に示す。 

(1) 機器搬入用ハッチをシェルモデルにてモデル化する。また，機器搬入用ハッチが取り付

けられる原子炉格納容器胴板もシェル要素でモデル化する。 

(2) 機器搬入用ハッチの質量は，シェルモデルに付加する。 

(3) 拘束条件は，原子炉格納容器本体の上端及び下端の全周を完全拘束とする。 

(4) 解析コードは「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」を使用し，固有値及び応力を求める。なお，評

価に用いる解析コード「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」の検証及び妥当性確認等の概要について

は，添付書類「Ⅴ-5-1 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」

に示す。 
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4.6.2 応力計算方法 

機器搬入用ハッチの表 4-16 及び図 4-3 で示した応力評価点での応力は，図 4-1 の解

析モデルを用いて算出した応力と原子炉格納容器本体に作用する荷重による応力を適

切に足し合わせることにより算出する。 

応力計算方法について，以下に示す。 

 

4.6.2.1 円筒胴と補強板との結合部及びドライウェル円錐胴と補強板との結合部（応力評

価点Ｐ１及びＰ２） 

(1) 機器搬入用ハッチに作用する荷重による応力 

機器搬入用ハッチに作用する死荷重，地震荷重による応力は，図 4-1 に示す機器

搬入用ハッチの解析モデルを用いて算出する。地震荷重による応力は，機器搬入用

ハッチの質量を等分布に付加し，「4.5 設計用地震力」に基づく地震荷重を入力し

て算出する。 

(2) 原子炉格納容器本体に作用する荷重による応力 

原子炉格納容器に作用する圧力，死荷重及び地震荷重による応力は，添付書類「Ⅴ

-2-9-2-1 原子炉格納容器の耐震性についての計算書」で解析した応力を用いる。

地震荷重による応力は，「4.2.4（6） 原子炉格納容器の地震荷重」に基づく地震荷

重を入力して算出する。 

(3) 応力の足し合わせ 

表 4-16 及び図 4-3 で示した応力評価点での応力は，(1)で求めた機器搬入用ハッ

チに作用する荷重による応力と，(2)で求めた原子炉格納容器本体に作用する荷重

による応力を適切に足し合わせることで算出する。 

(4) 解析コード 

解析コードは「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」を用いる。なお，評価に用いる解析コー

ド「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」の検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類

「Ⅴ-5-1 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」に示

す。 

 

4.7 計算条件 

応力解析に用いる自重及び荷重は，「4.2 荷重の組合せ及び許容限界」及び「4.5 設計用

地震力」に示す。 

 

4.8 応力の評価 

「4.6 計算方法」で求めた応力は表 4-6 及び表 4-7 に記載される値以下であること。ただ

し，一次＋二次応力が許容値を満足しない場合は，設計・建設規格 PVB-3300 に基づいて疲労

評価を行い，疲労累積係数が 1.0 以下であること。 
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4.6.2 応力計算方法 

機器搬入用ハッチの表 4-16 及び図 4-3 で示した応力評価点での応力は，図 4-1 の解

析モデルを用いて算出した応力と原子炉格納容器本体に作用する荷重による応力を適

切に足し合わせることにより算出する。 

応力計算方法について，以下に示す。 

 

4.6.2.1 円筒胴と補強板との結合部及びドライウェル円錐胴と補強板との結合部（応力評

価点Ｐ１及びＰ２） 

(1) 機器搬入用ハッチに作用する荷重による応力 

機器搬入用ハッチに作用する死荷重，地震荷重による応力は，図 4-1 に示す機器

搬入用ハッチの解析モデルを用いて算出する。地震荷重による応力は，機器搬入用

ハッチの質量を等分布に付加し，「4.5 設計用地震力」に基づく地震荷重を入力し

て算出する。 

(2) 原子炉格納容器本体に作用する荷重による応力 

原子炉格納容器に作用する圧力，死荷重及び地震荷重による応力は，添付書類「Ⅴ

-2-9-2-1 原子炉格納容器の耐震性についての計算書」で解析した応力を用いる。

地震荷重による応力は，「4.2.4（6） 原子炉格納容器の地震荷重」に基づく地震荷

重を入力して算出する。 

(3) 応力の足し合わせ 

表 4-16 及び図 4-3 で示した応力評価点での応力は，(1)で求めた機器搬入用ハッ

チに作用する荷重による応力と，(2)で求めた原子炉格納容器本体に作用する荷重

による応力を適切に足し合わせることで算出する。 

(4) 解析コード 

解析コードは「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」を用いる。なお，評価に用いる解析コー

ド「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」の検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類

「Ⅴ-5-1 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」に示

す。 

 

4.7 計算条件 

応力解析に用いる自重及び荷重は，「4.2 荷重の組合せ及び許容限界」及び「4.5 設計用

地震力」に示す。 

 

4.8 応力の評価 

「4.6 計算方法」で求めた応力は表 4-6 及び表 4-7 に記載される値以下であること。ただ

し，一次＋二次応力が許容値を満足しない場合は，設計・建設規格 PVB-3300 に基づいて疲労

評価を行い，疲労累積係数が 1.0 以下であること。 
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2.4 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

ｄｉ 各部位の直径（ｉ=1，2） mm 

Ｅ 縦弾性係数 MPa 

Ｋｅ 弾塑性解析に用いる繰返しピーク応力強さの補正係数 － 

ｉ 長さ（ｉ=1，2，3…） mm 

Ｎａ 地震時の許容繰り返し回数 － 

Ｎｃ 地震時の実際の繰り返し回数 － 

ｍ０ 質量 kg 

ＰＤ 最高使用圧力（内圧） kPa 

ＰＤＯ 最高使用圧力（外圧） kPa 

ＰＤＢＡ 冷却材喪失事故後の最大内圧 kPa 

ＰＳＡＬ 圧力（ＳＡ後長期内圧） kPa 

ＰＳＡＬＬ 圧力（ＳＡ後長々期内圧） kPa 

Ｐｂ 一次曲げ応力 MPa 

ＰＬ 一次局部膜応力 MPa 

Ｐｍ 一次一般膜応力 MPa 

Ｑ 二次応力 MPa 

Ｒｉｎ 半径（ｎ=0，1，2） mm 

Ｓ 材料の許容引張応力 MPa 

Ｓｄ
  弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又は静的地震力 － 

Ｓｓ 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 － 

ＳＰ 地震荷重のみにおける一次＋二次＋ピーク応力の応力差範囲 MPa 

Ｓ  繰返しピーク応力強さ MPa 

Ｓ ’ 補正繰返しピーク応力強さ MPa 

Ｓｎ 地震動による応力振幅 MPa 

Ｓｕ 材料の設計引張強さ MPa 

Ｓｙ 材料の設計降伏点 MPa 

Ｔ 温度 ℃ 

ＴＤ 最高使用温度 ℃ 

ＴＳＡＬ 温度（ＳＡ後長期温度） ℃ 

ＴＳＡＬＬ 温度（ＳＡ後長々期温度） ℃ 

ｔｉ 各部位の板厚（ｉ=1，2，3…） mm 

ν ポアソン比 － 

θ 角度 ° 
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3. 評価部位

所員用エアロックの形状及び主要寸法を図 3-1 に，使用材料及び使用部位を表 3-1 に示す。

図 3-1 所員用エアロックの形状及び主要寸法 
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4.2.4 設計荷重 

(1) 設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度 

内圧ＰＤ  310 kPa 

外圧ＰＤＯ  14 kPa 

温度ＴＤ  171 ℃ 

 

(2) 冷却材喪失事故後の最大内圧ＰＤＢＡ 255 kPa 

 

(3) 重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度 

内圧ＰＳＡＬ  465 kPa（ＳＡ後長期） 

内圧ＰＳＡＬＬ  200 kPa（ＳＡ後長々期） 

温度ＴＳＡＬ  171 ℃（ＳＡ後長期） 

温度ＴＳＡＬＬ  150 ℃（ＳＡ後長々期） 

 

(4) 死荷重 

a.所員用エアロックの自重  N 

b.ドライウェルの自重 

所員用エアロックより上部の原子炉格納容器の自重及び付加物の重量を死荷重とする。 

 

(5) 活荷重 

a.床に加わる荷重  N/m2 

b.ドライウェルの荷重 

所員用エアロックより上部の活荷重を考慮する。 

 

(6) 原子炉格納容器の地震荷重 

原子炉格納容器に加わる地震荷重について，添付書類「Ⅴ-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器

及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に

おいて計算された計算結果を用いる。原子炉格納容器に加わる鉛直荷重及び鉛直方向地震

荷重のうち，設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-8 に，重大事故等対処設備の評

価に用いるものを表 4-9 に示す。「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的地震力」及び「基準地震

動Ｓｓ」による水平方向地震荷重のうち，設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-10

に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-11 に示す。 
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3. 評価部位 

サプレッション・チェンバアクセスハッチの形状及び主要寸法を図 3-1 に，使用材料及び使用

部位を表 3-1 に示す。 

 

 

 

図 3-1 サプレッション・チェンバアクセスハッチの形状及び主要寸法 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の

設計方針に基づき，原子炉建屋原子炉棟の区画を形成する原子炉建屋大物搬入口（内側

扉）が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。 

原子炉建屋大物搬入口（内側扉）は，原子炉建屋原子炉棟の一部施設として扱うた

め，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては常設

重大事故緩和設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備とし

ての構造強度評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

     原子炉建屋大物搬入口（内側扉）の構造計画を表 2-1 に示す。
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及

び機能維持の設計方針に基づき，原子炉建屋エアロックが設計用地震力に対して十分な

構造強度を有していることを説明するものである。 

原子炉建屋エアロックは，原子炉建屋原子炉棟の一部施設として扱うため，設計基準

対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和

設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度

評価を示す。 

2. 一般事項

2.1 構造計画 

原子炉建屋エアロックの構造計画を表 2-1 に示す。 
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5.2 荷重の組合せ及び許容応力 

  5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

原子炉建屋エアロックの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価

に用いるものを表5-1に，重大事故等対処設備に用いるものを表5-2に示す。 

  5.2.2 許容応力 

原子炉建屋エアロックの許容応力は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づ

き表5-3のとおりとする。 

  5.2.3 使用材料の許容応力評価条件 

原子炉建屋エアロックの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に

用いるものを表5-4に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表5-5に示す。 
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(2) せん断応力

ヒンジピンに生じるせん断力からせん断応力を次式により計算する。

せん断力 

  Q2＝	 R	＋ ＋ W	 ＋F	

せん断応力 

τ	 ＝

(3) 組合せ応力

ヒンジピンに生じる曲げ応力及びせん断応力から組合せ応力を次式により計算する。

組合せ応力 

  σX2＝	 ＋3・ 	

5.4.1.3 ヒンジボルトの計算方法 

ヒンジボルトの応力は地震による震度によって生じる引張応力及びせん断応力につ

いて計算する。図 5－5にヒンジボルトに生じる荷重を示す。 

ヒンジボルトに生じる荷重は，扉90°開放時には引張力として作用し，扉180°開放

時にはせん断力として作用することから図5-5に示す計算式により求める。 

図 5-5 ヒンジボルトに生じる荷重 
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表 4-1 荷重の組合せ及び荷重状態（設計基準対象施設） 

注記 ＊1：（ ）内は添付書類「Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に

おける表 3-10 設計基準対象施設の荷重の組合せの No.を示す。 

＊2：原子炉冷却材喪失事故後 10-1 年程度以降の状態を考慮する。 

表 4-2 荷重の組合せ及び荷重状態（重大事故等対処設備） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重

大事故緩和設備を示す。

＊2：（ ）内は添付書類「Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に

おける表 3-11 重大事故等時の荷重の組合せの No.を示す。 

＊3：重大事故等時の許容限界として，荷重状態Ⅳの許容限界を用いる。

ＤＬ：死荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ１：運転時温度荷重 

Ｈ１：逃がし安全弁作動時荷重 

Ｈ２：異常時水力学的動荷重 

Ｋ１：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

Ｋ２：基準地震動Ｓｓによる地震力 

施設区分 機器名称

耐震設計上

の重要度

分類

機器等

の区分
荷重の組合せ＊1 荷重

状態

原子炉

格納

施設

圧力低

減設備

その他

の安全

設備

ダイヤフラム

・フロア
Ｓ

建物・

構築物

ＤＬ＋Ｐ１＋Ｔ１＋

Ｈ１＋Ｋ１
（9,13） Ⅲ

ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋

Ｋ2
（11,14） Ⅳ

ＤＬ＋Ｐ2＋Ｋ１
＊2 （15） Ⅳ

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等

の区分
荷重の組合せ＊2 荷重

状態

原子炉

格納

施設

圧力低

減設備

その他

の安全

設備

ダイヤフラム

・フロア

常設耐震／

防止

常設／緩和

－

ＤＬ＋Ｐ２＋Ｈ１＋

Ｈ２
（SA2’） Ⅴ＊3

ＤＬ＋Ｐ２＋Ｈ２＋

Ｋ１
（SA7） Ⅴ＊3

ＤＬ＋Ｐ２＋Ｋ２ （SA8） Ⅴ＊3

N
T
2
 
補

②
 
Ⅴ

-
2
-
9
-
4
-
1
 
R
6
 

86

No.181



14 

4.2.4 設計荷重

(1) 死荷重Ｄ L 16.7 kN/m2  

(2) 通常運転時圧力Ｐ1 13.7 kN/m2 

(3) 逃がし安全弁作動時荷重 Ｈ 1    9.4 kN/ベント管1本 

(4) 異常時水力学的動荷重Ｈ2   5.0 kN/ベント管1本

(5) 地震力による荷重

ダイヤフラム・フロアに加わる地震荷重について，添付書類「Ⅴ-2-3-2

 炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉格納容器及び

原子炉本体の基礎の地震応答計算書」において計算された計算結果を用い

る。水平方向の地震荷重を表4-9に，鉄骨梁に直接作用する荷重を表4-10に

示す。ダイヤフラム・フロアに加わる鉛直地震力を「4.5 設計用地震力」

に示す。 

表4-9 水平方向地震荷重

（単位：kN）

方向 Ｓｄ
*

Ｓｓ 

水平方向 11400 18600 

表4-10 鉄骨梁に直接作用する荷重

（単位：kN）

方向 Ｓｄ
*

Ｓｓ 

鉛直方向 1454 2782 
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5.2 荷重の組合せ及び許容応力 

(1) 使用材料の許容応力評価条件 

コリウムシールドの使用材料の許容応力評価条件を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 使用材料の許容応力評価条件 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ 

（MPa） 

Ｓｕ 

（MPa） 

水平支持型鋼 

水平支持ボルト 
40 205 520 

垂直支持プレート 

垂直支持ボルト 
40 315 490 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容応力 

基準地震動の策定に伴う地震荷重との組合せの評価として，荷重の組合せを表 5-2 に示

し，許容応力を表 5-3 に示す。 

 

表5-2 荷重の組合せ及び荷重の種類 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 
機器等 

の区分 

荷重の

組合せ
荷重の種類

原子炉 

格納施設 

圧力低減設備 

その他の安全設備

コリウム 

シールド 
常設／緩和 － Ｄ＋Ｓｓ 短期荷重 

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

 

表5-3 許容応力          (単位：MPa)    

材料 
基準応力 

Ｆ＊1 

許容応力＊2 

引張応力 

1.5・ｆｔ 

曲げ応力 

1.5・ｆｂ 

せん断応力 

1.5・ｆｓ 

組合せ応力 

1.5・ｆｔ 

205 205 205 118 205 

315 315 363 181 315 

注記 ＊1：基準応力Ｆは以下の計算式で求める。 

Ｆ＝Ｍｉｎ（Ｓｙ，0.7・Ｓｕ） 

ここで， 

Ｓｙ：材料の設計降伏点 

Ｓｕ：材料の設計引張強さ 

 ＊2：ｆｔ，ｆｂ，ｆｓはそれぞれ以下の計算式で求める。 

ｆｔ＝Ｆ／1.5 

ｆｂ＝Ｆ／1.5 又はＦ／1.3 

ｆｓ＝Ｆ／(1.5・ 3) 
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2.2 評価方針 

導入管カバーは，機器ドレン側と床ドレン側との 2 箇所に設置するが，応力発生点の裕度

（許容値／発生値）が最小となる導入管カバーの評価結果を代表として本計算書に記載する。 

導入管カバーの耐震評価フローを図 2-1 に示す。 

図 2-1 導入管カバーの耐震評価フロー 

2.3 適用基準 

(1) 鋼構造設計基準（2005 改訂）（日本建築学会）

解析モデル設定 

有限要素法モデルの作成 

固有値解析 

 1 次固有振動数 ≧ 20 Hz 

地震応答解析（Ｓｓ） 地震静的解析（Ｓｓ） 

地震時における応力（Ｓｓ） 

導入管カバーの構造強度評価 

YES

NO 
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3. 評価部位 

導入管カバーの評価部位は鋼材と溶接部である。本計算書では，応力発生点の裕度（許容値／

発生値）が最小となる溶接部の評価結果を記載する。 

 

4.  地震応答解析及び構造強度評価 

 4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法 

   地震力は，導入管カバーに対して水平及び鉛直方向に作用するものとし，応力評価において

組合せるものとする。 

   設計用地震力により発生する応力が，鋼構造設計基準（2005 改訂）（日本建築学会）によ

り定まる許容応力以下であることを示す。 

 

 

 4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

本計算における荷重の組合せ及び荷重の種類について表 4-1 に示し，溶接部の許容せん断

応力を 4-2に示す。 

 

表 4-1 荷重の組合せ及び荷重の種類 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 
機器等 

の区分 

荷重の

組合せ
荷重の種類

原子炉 

格納施設 

圧力低減設備 

その他の安全設備

導入管 

カバー 
常設／緩和 － Ｄ＋Ｓｓ 短期荷重 

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

 

表 4-2 許容せん断応力 

許容せん断応力ｆｓ 

長期 短期 

Ｆ／（1.5・ 3 ） 長期許容せん断応力・1.5 
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4.4 固有周期 

機器ドレン側及び床ドレン側導入管カバーにおいて，最大応力発生点の裕度が同等であった

ため，1 次固有振動数が最小となる機器ドレン側導入管カバーの固有値解析結果を表 4-4 に，1

次振動モード図を図 4-2 に示す。 

1 次固有振動数が 0.05 秒以下であることから，静的地震解析にて構造強度評価を行う。 

 

表 4-4 固有値解析結果 

耐震クラス － 

適用する地震動等 Ｓｓ 

モード 
固有周期 

（s） 

応答水平震度 応答鉛直震度 

Ｘ方向 Ｚ方向 Ｙ方向 

1 次 

動的震度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 振動モード図（1次） 
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3. 評価部位 

評価は，構造強度評価上厳しい箇所を選定し，実施する。評価部位は，表3-1に示す扉，面外

方向支持部材，面内方向支持部材，鉛直方向支持部材及び駆動部とする。扉については一体構造

であるため，扉を構成する外梁，内梁及び面板のうち，構造強度評価上厳しい外梁を評価箇所と

する。また，駆動部については，加振試験での機能維持の確認を行っており，構造強度評価上厳

しいチェーンを評価部位とする。 

 

表3-1 扉，支持部材及び駆動部耐震評価箇所 

評価部位 評価箇所＊ 

扉 外梁 ○ 

内梁 － 

面板 － 

面外方向支持部材 ガイドレール ガイドレール ○ 

ガイドローラ ピン ○ 

側面プッシュローラ ピン ○ 

ブラケット ○ 

上下面プッシュローラ ピン ○ 

テーパブロック 取付ボルト ○ 

面内方向支持部材 閂 ピン ○ 

受板（扉側） ○ 

受板（枠側） ○ 

鉛直方向支持部材 ハンガーレール ハンガーレール ○ 

ハンガーローラ ローラ軸 ○ 

吊具 ブラケット ○ 

駆動部 チェーン チェーン ○ 

注記 ＊：○は評価を実施する箇所であることを示す。 
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4. 地震応答解析及び構造強度評価 

閉止装置については，扉閉状態での加振試験（固有振動数測定）において振動数のピークが確

認されている。本計算書では，閉止装置を構成する部材のうち扉の閉状態における固有周期を求

め，「3. 評価部位」にて設定する箇所の構造強度評価に適用する。なお，扉開状態における固

有周期は，加振試験により求めた0.05秒以下を，「3. 評価部位」にて設定する箇所の構造強度

評価に適用する。 

 

4.1 地震応答解析及び構造強度評価方法 

「3. 評価部位」にて設定した各評価部材の構造強度評価方法を以下に示す。なお，耐震計

算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向を考慮するものとし，各部材に応じて作用する方向を選

定する。 

 

4.1.1 扉の構造強度評価方法 

(1) 扉を構成する部材をはり及びシェル要素にてモデル化した有限要素法モデルによる静的

解析を扉の構造強度評価に適用する。 

(2) 扉は吊具，閂，ローラ等により支持される構造であるため，その構造に応じた方向の変

位を拘束するものとする。 

(3) 地震力は，扉に対して面外方向，面内方向及び鉛直方向の3方向から作用するものとし，

強度評価において組合せるものとする。 

(4) 圧力及び風圧力は，扉に対して面外方向に等分布に作用するものとし，評価において外

梁3辺（扉開状態）又は4辺（扉閉状態）を面外方向に拘束するものとする。また，強度評

価において地震力と組合せるものとする。 

 

4.1.2 面外方向支持部材の構造強度評価方法 

(1) ガイドレール 

a. 扉からの地震荷重及び風圧力は，面外方向に作用するものとする。 

b. ガイドレールの構造強度評価は，集中荷重が先端に作用する片持ち梁モデルを適用す

る。 

 

(2) ガイドローラ 

a. 扉からの地震荷重及び風圧力は，面外方向に作用するものとする。 

b. ガイドローラピンの構造強度評価は，集中荷重が先端に作用する片持ち梁モデルを適

用する。 
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表4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ＊2 許容応力状態 

原子炉格納施設 

圧力低減

設備その

他の安全

設備 

閉止装置 常設／緩和 －＊3 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓs ⅢＡＳ＊4 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓs ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｄ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして，ⅣＡＳ

の許容限界を用いる。）

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：記号の説明については，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づく。 

＊3：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊4：基準地震動Ｓsにより定まる地震力が作用した後においても，閂ピン，閂受板（扉側）及び閂受板（枠側）による扉固定

の機能を維持する設計とすることから許容応力状態をⅢＡＳとする。 
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4.4 固有周期 

扉閉状態の固有値解析結果を表4-9に，振動モード図を図4-2に示す。また，加振試験により

求めた扉開状態の固有周期を表4-10に示す。 

扉開状態における面外方向，面内方向及び鉛直方向の固有周期は，加振試験により0.05秒以

下であり剛であることを確認した。 

表4-9 扉閉状態の固有値解析結果 

モード
固有周期 

（s） 
卓越方向 

刺激係数 

面外 面内 鉛直 

1 次 

2 次 － － －

図 4-2 振動モード図（1次） 

表4-10 扉開状態の固有周期 

モード
固有周期 

（s） 
卓越方向 

1 次 0.05 以下 － 
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4.5 設計用地震力 

「弾性設計用地震動Ｓｄ」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。また，

減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 

扉開状態の設計用地震力を表4-11に，扉閉状態の設計用地震力を表4-12に示す。 

表4-11 扉開状態の設計用地震力 

据付場所 
及び床面高さ

（m） 
固有周期（s） 

基準地震動Ｓｓ 減衰定数（％） 

水平方向設計震度 
鉛直方向 
設計震度 

面外 
方向 

面内 
方向 

鉛直 
方向 

原子炉 
建屋 

EL. 

面外 

方向 

面内 

方向 

鉛直 

方向 

＊2 
0.05 

以下＊3

0.05 

以下＊3

面外方向 面内方向 

ＣＶ＝ － －

ＣＨ１＝ ＣＨ２＝ 

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：加振試験により0.05秒以下であり剛であることを確認しているが，保守的に扉閉状態の固有周期を用いる。 

＊3：加振試験により0.05秒以下であり剛であることを確認した。 

＊4：基準地震動Ｓｓに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値（保守的な値となる扉閉状態の値を用いる。） 

＊5：1.2ZPAの の値（適切な裕度を考慮した値） 

＊6：
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表4-12 扉閉状態の設計用地震力 

据付場所 
及び床面高さ

（m） 
固有周期（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

水平方向設計震度 
鉛直方向 
設計震度 

原子炉 
建屋 

EL.  

面外 

方向 

面内 

方向 

鉛直 

方向 

 
0.05 

以下＊2
 

0.05 

以下＊2
 

面外方向 面内方向 

ＣＶ＝

ＣＨ１＝ ＣＨ２＝  

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：加振試験により0.05秒以下であり剛であることを確認した。 

＊3：弾性設計用地震動Ｓｄに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 

＊4：1.2ZPAの の値（適切な裕度を考慮した値）
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【閉止装置の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備 

1.1 設計条件 

1.1.1 扉開状態の設計条件 

機器名称 設備分類 

据付場所 

及び床面高さ

（m） 

固有周期（s） 

基準地震動Ｓｓ 

周囲環境温度

（℃） 水平方向設計震度 
鉛直方向 

設計震度 

閉止装置 常設／緩和 

原子炉 

建屋 

EL.

面外 

方向 

面内 

方向 

鉛直 

方向 

0.05 以下＊2 0.05 以下＊2

面外方向 面内方向 

ＣＶ＝  50 

ＣＨ１＝ ＣＨ２＝  

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：加振試験により 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。 

＊3：基準地震動Ｓｓに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値（保守的な値となる扉閉状態の値を用いる。） 

＊4：1.2ZPA の の値（適切な裕度を考慮した値） 
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1.1.2 扉閉状態の設計条件 

機器名称 設備分類 

据付場所 

及び床面高さ

（m） 

固有周期（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

周囲環境温度

（℃） 水平方向設計震度 
鉛直方向 

設計震度 

閉止装置 常設／緩和 

原子炉 

建屋 

EL. 

面外 

方向 

面内 

方向 

鉛直 

方向 

 0.05 以下＊2 0.05 以下＊2

面外方向 面内方向 

ＣＶ＝   

ＣＨ１＝ ＣＨ２＝

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：加振試験により 0.05 秒以下であり剛であることを確認した。 

＊3：弾性設計用地震動Ｓｄに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 

＊4：1.2ZPA の の値（適切な裕度を考慮した値） 
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1.4 結論 

1.4.1 固有周期 

（単位：s） 

モード 
扉開状態 扉閉状態 

固有周期 卓越方向 固有周期 卓越方向 

1次 0.050 以下 － 

2 次 － －  
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。
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算

書
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考
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す
る
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の

組
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び
許

容
応
力
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下
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。
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設
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荷
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。
 

 
 

＊
4
：
 

許
容

応
力

状
態
ご

と
に
最

も
厳

し
い

条
件

又
は

包
絡
条

件
を

用
い

て
評

価
を

実
施
す

る
。
 

 
 

＊
5
：
 

許
容

応
力

状
態
Ⅴ

Ａ
Ｓ

は
許

容
応

力
状

態
Ⅳ

Ａ
Ｓ

の
許
容

限
界

を
使

用
し

，
許

容
応
力

状
態

Ⅳ
Ａ
Ｓ

と
し

て
評

価
を
実

施
す

る
。
 

 

施
設

名
称
 

設
備

名
称
 

系
統

名
称
 

施
設
 

分
類

＊
1  

設
備

分
類

＊
2  

機
器

等
 

の
区

分
 

耐
震

設
計

上
の
 

重
要

度
分

類
 

荷
重

の
組

合
せ

＊
3
,
4  

許
容

応
力
 

状
態

＊
5  

原
子

炉
 

格
納

施
設
 

圧
力

低
減

設
備
 

そ
の

他
の
 

安
全

設
備
 

窒
素
ガ
ス
 

代
替
注
入
系
 

Ｓ
Ａ
 

常
設

耐
震

／
防

止
 

常
設

／
緩

和
 

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
管
 

－
 

Ⅴ
Ｌ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅴ
Ａ
Ｓ
 

111

Ｎｏ．１９９



N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-9
-
7
-1
-
1
 R
3
 

  
 

8 

3
. 

計
算

条
件
 

3
.1
 
荷

重
の

組
合

せ
及

び
許
容

応
力
 

 
  
 
本

計
算

書
に

お
い

て
考
慮

す
る
荷

重
の

組
合

せ
及

び
許

容
応
力

を
下

表
に

示
す

。
 

 

注
記

＊
1
：
 

Ｄ
Ｂ

は
設

計
基
準

対
象
施

設
，

Ｓ
Ａ

は
重

大
事

故
等
対

処
設

備
を

示
す

。
 

 
 

＊
2
：
 

「
常

設
耐

震
／
防

止
」
は

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故
防

止
設

備
，
「
常

設
／
緩

和
」
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備
を

示
す

。
 

 
 

＊
3
：
 

運
転

状
態

の
添
字

Ｌ
は
荷

重
，

(Ｌ
)
は
荷

重
が

長
期
間

作
用

し
て

い
る

状
態

，
(Ｌ

Ｌ
)は

(Ｌ
)
よ
り

更
に

長
期
的

に
荷

重
が

作
用

し
て

い
る
状
態
を

示
す

。
 

 
 

＊
4
：
 

許
容

応
力

状
態
ご

と
に
最

も
厳

し
い

条
件

又
は

包
絡
条

件
を

用
い

て
評

価
を

実
施
す

る
。
 

 
 

＊
5
：
 

許
容

応
力

状
態
Ⅴ

Ａ
Ｓ

は
許

容
応

力
状

態
Ⅳ

Ａ
Ｓ

の
許
容

限
界

を
使

用
し

，
許

容
応
力

状
態

Ⅳ
Ａ
Ｓ

と
し

て
評

価
を
実

施
す

る
。
 

 
 

＊
6
：
 

プ
ロ

セ
ス

条
件
に

加
え
，

重
大

事
故

時
の

原
子

炉
格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
条

件
と
し

て
，

重
大

事
故

時
の

原
子
炉

格
納

容
器

限
界

温
度

及
び
圧

力
を

考
慮

す
る

。
 

 
 

＊
7
：
 

荷
重

の
組

合
せ
Ⅴ

Ｌ
(
Ｌ

)＋
Ｓ

ｄ
は

Ⅴ
Ｌ
(Ｌ

Ｌ
)
＋

Ｓ
ｓ
に

包
絡
さ
れ

る
た

め
，

評
価
を

省
略

す
る

。
 

施
設

名
称
 

設
備

名
称
 

系
統

名
称
 

施
設
 

分
類

＊
1  

設
備

分
類

＊
2  

機
器

等
 

の
区

分
 

耐
震

設
計

上
の
 

重
要

度
分

類
 

荷
重

の
組

合
せ

＊
3
,
4  

許
容

応
力
 

状
態

＊
5  

原
子

炉
 

格
納

施
設
 

圧
力

低
減

設
備
 

そ
の

他
の
 

安
全

設
備
 

格
納

容
器

圧
力
 

逃
が

し
装

置
 

Ｓ
Ａ
 

常
設

／
緩

和
 

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
管
 

－
 

Ⅴ
Ｌ
(
Ｌ
)＋

Ｓ
ｄ

＊
6
,
7 

Ⅴ
Ａ
Ｓ
 

Ⅴ
Ｌ
(
Ｌ
Ｌ

)
＋
Ｓ

ｓ
＊

6
 

Ⅴ
Ｌ
＋

Ｓ
ｓ
 

窒
素
ガ
ス
 

代
替
注
入
系
 

Ｓ
Ａ
 

常
設

耐
震

／
防

止
 

常
設

／
緩

和
 

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
管
 

－
 

Ⅴ
Ｌ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅴ
Ａ
Ｓ
 

原
子

炉
冷

却
 

系
統

施
設
 

残
留

熱
除

去
 

設
備
 

格
納
容
器
圧
力
 

逃
が
し
装
置
 

Ｓ
Ａ
 

常
設
耐
震

／
防

止
 

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス

２
管
 

－
 

Ⅴ
Ｌ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅴ
Ａ
Ｓ
 

112

Ｎｏ．２００



 

 

1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の設計方

針に基づき，フィルタ装置が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明する

ものである。 

フィルタ装置は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大

事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

フィルタ装置の構造計画を表 2－1に示す。
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，移送ポンプが設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有

していることを説明するものである。 

移送ポンプは，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事

故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評

価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

移送ポンプの構造計画を表 2－1 に示す。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の検討方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，モータコントロールセンタ（以下「MCC」という）が設計用地震力に対

して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

MCC 2C,2D は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。 

MCC HPCS は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては常

設耐震重要重大事故防止設備に分類される。 

以下，設計基準対象施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であ

るため省略し，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

MCC は，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，その各々の盤に対して

耐震計算を行う。 

 

表 1-1 MCC の構成 

系統 盤名称 個数

MCC 

MCC 2C-3 1 

MCC 2C-4(1) 1 

MCC 2C-4(2) 1 

MCC 2C-5 1 

MCC 2C-6 1 

MCC 2C-7 1 

MCC 2C-8 1 

MCC 2C-9 1 

MCC 2D-3 1 

MCC 2D-4(1) 1 

MCC 2D-4(2) 1 

MCC 2D-5 1 

MCC 2D-6 1 

MCC 2D-7 1 

MCC 2D-8 1 

MCC 2D-9 1 

MCC HPCS(1) 1 

MCC HPCS(2) 1 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

 

2.1 構造計画 

MCC の構造計画を表 2-1 に示す。
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表 2-1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

MCC は，基礎に埋め込

まれたチャンネルベー

スに取付ボルトで設置

する。 

 

直立形 

（鋼材及び鋼板を組

み合わせた自立閉鎖

型の盤） 

 

 

 MCC 2C-3 MCC 2C-4(1) MCC 2C-4(2) MCC 2C-5 MCC 2C-6 

たて 約 900 mm 約 900 mm 約 900 mm 約 900 mm 約 700 mm 

横 約 7380 mm 約 3780 mm 約 1860 mm 約 4980 mm 約 3910 mm 

高さ 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 

 MCC 2C-7 MCC 2C-8 MCC 2C-9 MCC 2D-3 MCC 2D-4(1) 

たて 約 900 mm 約 900 mm 約 900 mm 約 900 mm 約 900 mm

横 約 4990 mm 約 5580 mm 約 4380 mm 約 6780 mm 約 3780 mm 

高さ 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 

 MCC 2D-4(2) MCC 2D-5 MCC 2D-6 MCC 2D-7 MCC 2D-8 

たて 約 900 mm 約 900 mm 約 700 mm 約 900 mm 約 900 mm

横 約 1860 mm 約 4980 mm 約 3910 mm 約 4990 mm 約 5580 mm 

高さ 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 

 MCC 2D-9 MCC HPCS(1) MCC HPCS(2) 

  
たて 約 900 mm 約 590 mm 約 590 mm 
横 約 4380 mm 約 3060 mm 約 3830 mm 

高さ 約 2300 mm 約 2300 mm 約 2300 mm 

2
 

側面 
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正面 
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高さ 
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3. 固有周期 

3.1 固有周期の算出方法 

MCC のうち MCC 2C-4(2)，MCC 2C-7，MCC 2C-8，MCC 2C-9，MCC 2D-7，MCC 2D-8，MCC 2D-9

の固有周期は以下の通りとする。 

水平方向の固有周期は，プラスチックハンマ等により当該装置に振動を与え，固有振動数測

定装置（圧電式加速度ピックアップ，振動計，分析器）により固有振動数（共振周波数）を測

定する。測定の結果，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。鉛直方向の固

有周期は，構造が同様な盤に対する打振試験の測定結果から，固有周期は 0.05 秒以下であり，

剛とする。 

上記以外の MCC の固有周期は，構造が同様な盤に対する打振試験の測定結果から，固有周期

は 0.05 秒以下であり，剛とする。 

固有周期を表 3-1 に示す。 

 

表 3-1 固有周期（s） 

名称 方向 固有周期 

MCC 2C-4(2) 
水平 

鉛直 0.05 以下 

MCC 2C-7，2D-7 
水平 

鉛直 0.05 以下 

MCC 2C-8，2D-8 
水平 

鉛直 0.05 以下 

MCC 2C-9，2D-9 
水平 

鉛直 0.05 以下 

上記以外の MCC 
水平 0.05 以下 

鉛直 0.05 以下 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

MCC の構造は直立形であるため，構造強度評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性につ

いての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。 

 

4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

MCC の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備としての評価に用いる

ものを表 4-1 に示す。 

 

4.2.2 許容応力 

MCC の許容応力は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき表 4-2 のとお

りとする。 

 

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件 

MCC の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備としての評価に用いるも

のを表 4-3 に示す。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 
電源設備 

MCC 2C，2D 
常設耐震／防止

常設／緩和 

－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

MCC HPCS 常設耐震／防止

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 

5
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5. 機能維持評価 

5.1 電気的機能維持評価方法 

MCC の電気的機能維持評価について，以下に示す。 

電気的機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方

針」に記載の評価方法に基づき評価する。 

MCC の機能確認済加速度には，同形式の器具の正弦波加振試験において，電気的機能の健全

性を確認した器具の加速度を適用する。 

機能確認済加速度を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 機能確認済加速度  （×9.8 m/s2） 

評価部位 方向 機能確認済加速度 

MCC 2C-3，MCC 2C-4(1)，MCC 2C-4(2)，

MCC 2C-5，MCC 2C-7，MCC 2C-8，MCC 2C-9，

MCC 2D-3，MCC 2D-4(1)，MCC 2D-4(2)，

MCC 2D-5，MCC 2D-7，MCC 2D-8，MCC 2D-9，

MCC HPCS(1)，MCC HPCS(2) 

水平 3.00 

鉛直 1.00 

MCC 2C-6，MCC 2D-6 

水平 3.00 

鉛直 2.00 
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6. 評価結果 

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

MCC の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界

を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを確

認した。 

 

(1) 構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

 

(2) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 

 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-1
0
-
1-
7
-
3 
R
4
 

9 

123

NO.238



 

 

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

メタルクラッド 

開閉装置 2C，2D 
Ｓ 

－＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ メタルクラッド 

開閉装置 HPCS 
Ｓ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

メタルクラッド 

開閉装置 2C，2D 

常設耐震／防止

常設／緩和 

－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

メタルクラッド 

開閉装置 HPCS 
常設耐震／防止

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

動力変圧器 2C，2D 
常設耐震／防止

常設／緩和 

－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

動力変圧器 HPCS 常設耐震／防止

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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2 

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（1/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

非常用ディーゼル発電機 

内燃機関＊2 
S 無 Ⅴ-2-10-1-2-1 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-1

非常用ディーゼル発電機 

空気だめ＊3 
S 有 Ⅴ-2-10-1-2-2 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-2

非常用ディーゼル発電機 

燃料油デイタンク 
S 有 Ⅴ-2-10-1-2-3 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-3

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 

S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-2-4 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-4

軽油貯蔵タンク 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-2-5 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-5

主配管 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-2-9 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-9

非常用ディーゼル発電機 S 無 Ⅴ-2-10-1-2-1 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-1

非常用ディーゼル発電機 

制御盤＊4，＊5 
S 無 Ⅴ-2-10-1-2-6 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-6

非常用ディーゼル発電機用 

海水ポンプ 
S 無 Ⅴ-2-10-1-2-7 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-7

非常用ディーゼル発電機用 

海水ストレーナ 
S 無 Ⅴ-2-10-1-2-8 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-8

2
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（2/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

主配管 S 無 Ⅴ-2-10-1-2-9 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-2-9

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機内燃機関＊6 
S 無 Ⅴ-2-10-1-3-1 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-1

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

ディーゼル発電機空気だめ＊7 
S 有 Ⅴ-2-10-1-3-2 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-2

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料油デイタンク 
S 有 Ⅴ-2-10-1-3-3 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-3

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料移送ポンプ 

S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-3-4 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-4

主配管 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-3-8 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-8

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機 
S 無 Ⅴ-2-10-1-3-1 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-1

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機制御盤＊8，＊9 
S 無 Ⅴ-2-10-1-3-5 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-5

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ 
S 無 Ⅴ-2-10-1-3-6 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-6

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ストレーナ 
S 無 Ⅴ-2-10-1-3-7 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-7

3
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（3/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

主配管 S 無 Ⅴ-2-10-1-3-8 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-8

常設代替高圧電源装置 

内燃機関＊10 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-1-1

Ⅴ-2-10-1-4-1-2

常設代替高圧電源装置 

燃料油サービスタンク 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-2-1

Ⅴ-2-10-1-4-2-2

常設代替高圧電源装置 

燃料移送ポンプ 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-4-3

主配管 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-4-6

常設代替高圧電源装置 

発電機＊11 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-4-1

Ⅴ-2-10-1-4-4-2

常設代替高圧電源装置 

制御盤 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-5-1

Ⅴ-2-10-1-4-5-2

緊急時対策所用発電機 

内燃機関＊12 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-5-1

緊急時対策所用発電機 

燃料油サービスタンク 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-5-2

緊急時対策所用発電機 

給油ポンプ 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-5-3

4
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（4/8） 

  

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

緊急時対策所用発電機 
燃料油貯蔵タンク 

－ － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-5-4

主配管 － － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-1-12 

緊急時対策所用発電機＊13 － － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-5-5

緊急時対策所用発電機 
制御盤＊14 

－ － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-5-6

可搬型設備用軽油タンク － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-3-2 

非常用無停電電源装置 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-6-1 

常設耐震／防止 
常設／緩和 

無 Ⅴ-2-10-1-6-1

緊急用無停電電源装置 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-6-2

125V 系蓄電池 A 系／B 系 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-6-3 

常設耐震／防止 
常設／緩和 

無 Ⅴ-2-10-1-6-3

125V 系蓄電池 HPCS 系 S 無 Ⅴ-2-10-1-6-4 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-6-4

中性子モニタ用蓄電池 S 無 Ⅴ-2-10-1-6-5 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-6-5

緊急用 125V 系蓄電池 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-6-6

緊急時対策所用 125V 系蓄電池 － － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-6-7

5
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（5/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

メタルクラッド開閉装置＊5，＊9 S 無 Ⅴ-2-10-1-7-1 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
無 Ⅴ-2-10-1-7-1

パワーセンタ＊15 S － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-2

モータコントロールセンタ＊15 S － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-3

動力変圧器＊15 S － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-4

緊急用断路器 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-5

緊急用メタルクラッド開閉装置 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-6

緊急用動力変圧器 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-7

緊急用パワーセンタ － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-8

緊急用 

モータコントロールセンタ 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-9

緊急用計装交流主母線盤 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-10

6
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（6/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

緊急用電源切替盤 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-11

緊急用無停電計装分電盤 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-12

緊急用直流 125V 充電器 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-13

緊急用直流 125V 主母線盤 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-14

緊急用直流 125V 

モータコントロールセンタ 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-15

緊急用直流 125V 計装分電盤 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-16

常設代替高圧電源装置 

遠隔操作盤 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-17

緊急時対策所用 

メタルクラッド開閉装置 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-18

緊急時対策所用動力変圧器 － － － 
常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-19

緊急時対策所用パワーセンタ － － － 
常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-20

7
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（7/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

緊急時対策所用 

モータコントロールセンタ 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-21

緊急時対策所用 100V 分電盤 － － － 
常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-22

緊急時対策所用 

直流 125V 主母線盤 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-23

緊急時対策所用 

直流 125V 分電盤 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-24

緊急時対策所用 

災害対策本部操作盤 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-25

緊急時対策所用 

非常用換気空調設備操作盤 
－ － － 常設／緩和 － Ⅴ-2-10-1-7-26

可搬型代替低圧電源車接続盤 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-27

可搬型代替直流電源設備用 

電源切替盤 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-28

可搬型整流器用変圧器 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-29

直流 125V 主母線盤＊15 S － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-30

8
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（8/8） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，

「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

   ＊2：非常用ディーゼル発電機調速装置，非常用ディーゼル発電機非常調速装置及び非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプは非常用ディーゼル

発電機内燃機関付きであるため，非常用ディーゼル発電機内燃機関の評価を実施する。 

   ＊3：非常用ディーゼル発電機空気だめ安全弁は非常用ディーゼル発電機空気だめ付きであるため，非常用ディーゼル発電機空気だめの評価を

実施する。 

   ＊4：非常用ディーゼル発電機励磁装置は非常用ディーゼル発電機制御盤付きであるため，非常用ディーゼル発電機制御盤の評価を実施する。 

   ＊5：非常用ディーゼル発電機保護継電装置は非常用ディーゼル発電機制御盤付き及びメタルクラッド開閉装置付きであるため，非常用ディー

ゼル発電機制御盤及びメタルクラッド開閉装置の評価を実施する。

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の 

附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

直流 125V モータ 

コントロールセンタ＊15 
S － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-31

非常用無停電計装分電盤＊15 S － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-7-32

直流 125V 主母線盤 HPCS＊15 S － － 常設耐震／防止 － Ⅴ-2-10-1-7-33

直流±24V 中性子モニタ用 

分電盤＊15 
S － － 常設耐震／防止 － Ⅴ-2-10-1-7-34

9
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表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急時対策所用発電機 

常設／防止 

常設／緩和 
 ―＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3

 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を 

示す。 

＊2：その他のポンプ及びその他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 1-4 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

発電機制御盤 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 2-3 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

発電機保護継電装置盤 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 

 

 

2
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
非常用無停電電源装置 Ｓ －＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
非常用無停電電源装置 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 

4
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用無停電電源装置 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
125V 系蓄電池 A 系／B 系 Ｓ －＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
125V 系蓄電池 A 系／B 系

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
125V 系蓄電池 HPCS 系 Ｓ －＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
125V 系蓄電池 HPCS 系 常設耐震／防止 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
中性子モニタ用蓄電池 Ｓ －＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
中性子モニタ用蓄電池 常設耐震／防止 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用 125V 系蓄電池 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

125V 系蓄電池 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用計装交流主母線盤

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用電源切替盤 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

（ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急用無停電 

計装分電盤 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 4
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用直流 125V 充電器 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用直流 125V 主母線盤

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急用直流 125V 

モータコントロールセンタ

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
パワーセンタ 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用断路器 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急用メタルクラッド 

開閉装置 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用動力変圧器 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
緊急用パワーセンタ 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急用モータ 

コントロールセンタ 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 

 

4
 

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-7-9 R4 

155

NO.203



 

 

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急用直流 

125V 計装分電盤 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-7-17 R5 

9
 

表4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 
許容応力 

状態 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源装置

遠隔操作盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ+ＰＤ+ＭＤ+Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

メタルクラッド開閉装置

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

動力変圧器 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

パワーセンタ 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用モータ 

コントロールセンタ 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

100V 分電盤 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

直流 125V 主母線盤 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用 

直流 125V 分電盤 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用災害対策

本部操作盤 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

緊急時対策所用非常用 

換気空調設備操作盤 
常設／緩和 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

可搬型代替低圧電源車 

接続盤 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

可搬型代替直流電源設備用

電源切替盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
可搬型整流器用変圧器 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
直流 125V 主母線盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容限
界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

 ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 ＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

直流 125V 

モータコントロールセンタ 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ  

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容
限界を用い
る。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
非常用無停電計装分電盤 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 
直流 125V 主母線盤 HPCS 常設耐震／防止 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 
ⅣＡＳの許容
限界を用い
る。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。 

 ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 ＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

直流±24V 中性子モニタ用

分電盤 
常設耐震／防止 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2 

4 

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（3/8） 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

主配管 S 無 Ⅴ-2-10-1-3-8 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-3-8

常設代替高圧電源装置 

内燃機関＊10 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-1-1

Ⅴ-2-10-1-4-1-2

常設代替高圧電源装置 

燃料油サービスタンク 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-2-1

Ⅴ-2-10-1-4-2-2

常設代替高圧電源装置 

燃料移送ポンプ 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-4-3

主配管 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-4-6

常設代替高圧電源装置 

発電機＊11 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-4-1

Ⅴ-2-10-1-4-4-2

常設代替高圧電源装置 

制御盤 
－ － － 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ 

Ⅴ-2-10-1-4-5-1

Ⅴ-2-10-1-4-5-2

緊急時対策所用発電機 

内燃機関＊12 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-5-1

緊急時対策所用発電機 

燃料油サービスタンク 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-5-2

緊急時対策所用発電機 

給油ポンプ 
－ － － 

常設／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-5-3

4
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1 

1. ディーゼル機関 

1.1 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強

度及び機能維持の設計方針に基づき，非常用ディーゼル発電機ディーゼル機関が設計

用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものであ

る。その耐震評価は，応力評価及び機能維持評価により行う。 

非常用ディーゼル発電機ディーゼル機関は，設計基準対象施設においてはＳクラス

施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大

事故緩和設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として

の構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。 

 

1.2 一般事項 

1.2.1 構造計画 

        非常用ディーゼル発電機ディーゼル機関の構造計画を表 1-1 に示す。 
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Ⅴ-2-10-1-2-4 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプの耐震性に

ついての計算書 
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4.3 ポンプ逃し弁の動的機能維持評価 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ用逃し弁は，地震時動的機能維持が確認さ

れた機種と弁体がバネ等で弁座に押し付けられている類似の構造及び振動特性である

ことを考慮して，表 4-2 に記載の機能確認済加速度を適用する。 

 

表 4-2 機能確認済加速度 

評価部位 形式 方向 機能確認済加速度 

逃し弁 
特殊弁 

安全弁 

水平 1.0 

鉛直 1.0 

 

4.4 原動機の動的機能維持評価 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ用原動機は，地震時動的機能維持が確認さ

れた機種と類似の構造及び振動特性であるため，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基

本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。 

機能確認済加速度を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 機能確認済加速度 

評価部位 形式 方向 機能確認済加速度 

原動機 
横形ころがり 

軸受電動機 

水平 4.7 

鉛直 1.0 

 

 

 

  

18 

（×9.8 m/s2）

（×9.8 m/s2）
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

非常用ディーゼル発電機

制御盤 
Ｓ －＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

非常用ディーゼル発電機 

制御盤 

常設耐震／防止

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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.
 

計
算

条
件
 

 
3
.
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重

の
組

合
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及
び
許
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応
力

状
態
 

本
計

算
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お

い
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考
慮

す
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荷
重
の

組
合

せ
及

び
許

容
応

力
状
態

を
下
表
に

示
す

。
 

 

施
設
名
称
 

設
備
名
称
 

系
統
名
称
 

施
設
 

分
類

＊
1  

設
備
分
類

＊
2  

機
器
等
 

の
区
分
 

耐
震
設

計
上
の

重
要
度

分
類
 

荷
重
の
組
合
せ

＊
5,
6  

許
容
応
力
 

状
態

＊
7  

そ
の
他
発
電
用

原
子
炉
の
附
属

施
設
 

非
常
用
電
源
設
備
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
装
置
 

Ｄ
Ｂ
 

－
 

－
＊

3
 

Ｓ
 

Ⅰ
Ｌ
＋
Ｓ

ｄ
 

Ⅲ
Ａ
Ｓ
 

Ⅱ
Ｌ
＋
Ｓ

ｄ
 

Ⅰ
Ｌ
＋
Ｓ

ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

Ⅱ
Ｌ
＋
Ｓ

ｓ
 

Ｓ
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常
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／
防
止
 

常
設
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緩
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－
＊

4
 

－
 

Ⅴ
Ｌ
＋
Ｓ

ｓ
 

Ⅴ
Ａ
Ｓ
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＊
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Ｄ

Ｂ
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設
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は

重
大

事
故
等

対
処

設
備

を
示

す
。

 

＊
2
：
 

「
常

設
耐

震
／

防
止
」

は
常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止
設

備
，

「
常

設
／

防
止

」
は
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防
止

設
備

以
外

の
常

設
重
大

事
故

防
止

設

備
，

「
常

設
／

緩
和

」
は

常
設

重
大
事

故
緩

和
設

備
を

示
す

。
 

＊
3
：
 

ク
ラ

ス
２

，
３

管
の
荷

重
の
組

合
せ

及
び

許
容

応
力

状
態
を

適
用

す
る

。
 

＊
4
：
 

重
大

事
故

等
ク

ラ
ス
２

管
の
荷

重
の

組
合

せ
及

び
許

容
応
力

状
態

を
適

用
す

る
。

 

＊
5
：
 

運
転

状
態

の
添

字
Ｌ
は

荷
重
，

(Ｌ
)
は
荷

重
が

長
期

間
作
用

し
て

い
る

状
態

，
(Ｌ

Ｌ
)は

(
Ｌ
)
よ
り

更
に

長
期
的

に
荷
重

が
作

用
し

て
い

る
状

態
を
示

す
。
 

＊
6
：
 

許
容

応
力

状
態

ご
と
に

最
も
厳

し
い

条
件

又
は

包
絡

条
件
を

用
い

て
評

価
を

実
施

す
る
。
 

＊
7
：
 

許
容

応
力

状
態

Ⅴ
Ａ
Ｓ

は
許
容

応
力

状
態

Ⅳ
Ａ
Ｓ

の
許

容
限
界

を
使
用
し

，
許

容
応

力
状
態

Ⅳ
Ａ
Ｓ

と
し

て
評

価
を

実
施
す

る
。
 

 

 
 

181

No.212



NT2 補② Ⅴ-2-10-1-2-9 R1 

1
-
1
5 

 

3. 計算条件 

 3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。 

 

施設名称 設備名称 系統名称 
施設 

分類＊1
設備分類＊2 

機器等 

の区分 

耐震設

計上の

重要度

分類 

荷重の組合せ＊5,6 
許容応力

状態＊7 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用電源設備 
非常用ディーゼル

発電装置 

ＤＢ － －＊3 Ｓ 

ⅠＬ＋Ｓｄ 
ⅢＡＳ 

ⅡＬ＋Ｓｄ 

ⅠＬ＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 

ⅡＬ＋Ｓｓ 

ＳＡ 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊4 － ⅤＬ＋Ｓｓ ⅤＡＳ 

注記 ＊1： ＤＢは設計基準対象施設，ＳＡは重大事故等対処設備を示す。 

＊2： 「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊3： クラス２，３管の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊4： 重大事故等クラス２管の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊5： 運転状態の添字Ｌは荷重，(Ｌ)は荷重が長期間作用している状態，(ＬＬ)は(Ｌ)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。 

＊6： 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。 

＊7： 許容応力状態ⅤＡＳは許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を使用し，許容応力状態ⅣＡＳとして評価を実施する。 
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1. ディーゼル機関 

1.1 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強

度及び機能維持の設計方針に基づき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼ

ル機関が設計用地震力に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明

するものである。その耐震評価は，応力評価及び機能維持評価により行う。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関は，設計基準対象施設におい

てはＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備

に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評

価及び動的機能維持評価を示す。 

 

1.2 一般事項 

1.2.1 構造計画 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関の構造計画を表 1-1 に示

す。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ｖ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の

設計方針に基づき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめが設計用地震力に対し

て十分な構造強度を有していることを説明するものである。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめは，設計基準対象施設においてはＳクラ

ス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。

以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの構造計画を表2-1に示す。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ｖ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の

設計方針に基づき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクが設計用地震

力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクは，設計基準対象施設において

はＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類

される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンクの構造計画を表2-1に示す。 
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Ⅴ-2-10-1-3-4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプの

耐震性についての計算書 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプが設計用地震力

に対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは，設計基準対象施設においてはＳクラ

ス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。 

 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-4 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」

に基づき評価を行う。ただし，動的機能維持に係る評価は「4. 機能維持評価」に基づき行う。 

 

2.1 構造計画 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプの構造計画を表2-1に示す。 
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4.3 ポンプ逃し弁の動的機能維持評価 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ用逃し弁は，地震時動的機能

維持が確認された機種と弁体がバネ等で弁座に押し付けられている類似の構造及び振

動特性であることを考慮して，表 4-2 に記載の機能確認済加速度を適用する。 

 

表 4-2 機能確認済加速度 

評価部位 形式 方向 機能確認済加速度 

逃し弁 
特殊弁 

安全弁 

水平 1.0 

鉛直 1.0 

 

4.4 原動機の動的機能維持評価 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ用原動機は，地震時動的機能

維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性であるため，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。 

機能確認済加速度を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 機能確認済加速度 

評価部位 形式 方向 機能確認済加速度 

原動機 
横形ころがり 

軸受電動機 

水平 4.7 

鉛直 1.0 

 

 

 

 

 

  

（× 9.8m/s2）
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設） 

施設区分 機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機制御盤 
Ｓ －＊ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

 

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機制御盤 
常設耐震／防止 －＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限

界を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプが設計用地震力に

対して十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは，設計基準対象施設においてはＳクラス

施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，設

計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-5 たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方

針」に基づき評価を行う。 

 

2.1 構造計画 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画を表 2-1 に示す。 
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3. 計算条件 

 3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。 

 

施設名称 設備名称 系統名称 
施設 

分類＊1
設備分類＊2 

機器等 

の区分 

耐震設

計上の

重要度

分類 

荷重の組合せ＊5,6 
許容応力

状態＊7 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用電源設備 

高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電

装置 

ＤＢ － －＊3 Ｓ 

ⅠＬ＋Ｓｄ 
ⅢＡＳ 

ⅡＬ＋Ｓｄ 

ⅠＬ＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 

ⅡＬ＋Ｓｓ 

ＳＡ 常設耐震／防止 －＊4 － ⅤＬ＋Ｓｓ ⅤＡＳ 

注記 ＊1： ＤＢは設計基準対象施設，ＳＡは重大事故等対処設備を示す。 

＊2： 「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊3： クラス２，３管の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊4： 重大事故等クラス２管の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊5： 運転状態の添字Ｌは荷重，(Ｌ)は荷重が長期間作用している状態，(ＬＬ)は(Ｌ)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。 

＊6： 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。 

＊7： 許容応力状態ⅤＡＳは許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を使用し，許容応力状態ⅣＡＳとして評価を実施する。 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置内燃機関（No.1～No.5）が設計用地震力に対して

十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価

及び機能維持評価により行う。 

また，常設代替高圧電源装置（No.1～No.5）のうち間接支持構造物である車両が設計用地震力

に対して十分な支持機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価及び

機能維持評価により行う。 

常設代替高圧電源装置（No.1～No.5）は，重大事故等対処設備において常設耐震重要重大事故

防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての応力評価

及び機能維持評価を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置（No.1～No.5）の構造計画を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 常設代替高圧電源装置（No.1～No.5）の構造計画 

設備名称 

計画の概要 

説明図 

支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源

装置車両 

（No.1～No.5） 

コンテナを車両フレームに

取付ボルトにて固定する。 

コンテナ 

（発電装置本体，遮断器盤）
図 2-1 

図 2-2 

図 2-3 

図 2-4 車載設備の自重を支持する

フレームをサスペンション

を有する車両に設置する。 

フレーム 

（トレーラ） 

常設代替高圧電源

装置内燃機関

（No.1～No.5） 

車載式の内燃機関は，発電

機との共通台板に取付ボル

トにて固定する。 

4 サイクル空冷直接噴射式 16

気筒ディーゼル機関 

図 2-5 

図 2-6 
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表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源

装置車両 

（No.1～No.5） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限界

を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

   ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

   ＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置内燃機関（No.6）が設計用地震力に対して十分な

構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価及び機

能維持評価により行う。 

また，常設代替高圧電源装置（No.6）のうち間接支持構造物である車両が設計用地震力に対し

て十分な支持機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価及び機能維

持評価により行う。 

常設代替高圧電源装置（No.6）は，重大事故等対処設備において常設耐震重要重大事故防止設

備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての応力評価及び機

能維持評価を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置（No.6）の構造計画を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 常設代替高圧電源装置（No.6）の構造計画 

設備名称 

計画の概要 

説明図 

支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源

装置車両（No.6）

コンテナを車両フレームに

取付ボルトにて固定する。 

コンテナ 

（発電装置本体，遮断器盤）
図 2-1 

図 2-2 

図 2-3 

図 2-4 車載設備の自重を支持する

フレームをサスペンション

を有する車両に設置する。 

フレーム 

（トレーラ） 

常設代替高圧電源

装置内燃機関

（No.6） 

車載式の内燃機関は，発電

機との共通台板に取付ボル

トにて固定する。 

4 サイクル空冷直接噴射式 16

気筒ディーゼル機関 

図 2-5 

図 2-6 
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表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源

装置車両 

（No.6） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限界

を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

   ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

   ＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強

度の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.1～No.5）

が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。

その耐震評価は，応力評価により行う。 

また，間接支持構造物である車両が設計用地震力に対して十分な支持機能を有し

て い る こと は ，添 付書 類 「 Ⅴ -2-10-1-4-1-1  常 設代 替 高圧 電源 装 置 内燃 機 関

（No.1～No.5）の耐震性についての計算書」で説明している。 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.1～No.5）は，重大事故等対処

設備において常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類され

る。以下，重大事故等対処設備としての応力評価を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.1～No.5）の構造計画を表

2-1 に示す。 

 

表 2-1 常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.1～No.5）の構造計画 

設備名称 

計画の概要 

説明図 

支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源装置

燃料油サービスタンク

（No.1～No.5） 

車載式のディーゼル

発電装置で，燃料油

サービスタンクは，

フレーム上に取付ボ

ルトにて固定する。 

角型 

(角型平底大気開放容器) 

図 2-1 

図 2-2 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源装置 

燃料油サービスタンク

（No.1～No.5） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ+ＰＤ+ＭＤ+Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強

度の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.6）が設

計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。その

耐震評価は，応力評価により行う。 

また，間接支持構造物である車両が設計用地震力に対して十分な支持機能を有し

て い る こと は ，添 付書 類 「 Ⅴ -2-10-1-4-1-2  常 設代 替 高圧 電源 装 置 内燃 機 関

（No.6）の耐震性についての計算書」で説明している。 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.6）は，重大事故等対処設備に

おいて常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以

下，重大事故等対処設備としての応力評価を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.6）の構造計画を表 2-1 に示

す。 

 

表 2-1 常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク（No.6）の構造計画 

設備名称 

計画の概要 

説明図 

支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源装置

燃料油サービスタンク

（No.6） 

車載式のディーゼル

発電装置で，燃料油

サービスタンクは，

フレーム上に取付ボ

ルトにて固定する。 

角型 

(角型平底大気開放容器) 

図 2-1 

図 2-2 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源装置 

燃料油サービスタンク 

（No.6） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ+ＰＤ+ＭＤ+Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態

その他発電

用原子炉の

附属施設 

非常用電源 

設備 

常設代替高圧電源装置用 

燃料移送ポンプ 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして

ⅣＡＳの許容

限界を用い

る。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他のポンプ及びその他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置発電機（No.1～No.5）が設計用地震力に対して十

分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価及

び機能維持評価により行う。 

また，間接支持構造物である車両が設計用地震力に対して十分な支持機能を有していることは，

添付書類「Ⅴ-2-10-1-4-1-1「常設代替高圧電源装置内燃機関（No.1～No.5）の耐震性について

の計算書」で説明している。 

常設代替高圧電源装置発電機（No.1～No.5）は，重大事故等対処設備において常設耐震重要重

大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての応

力評価及び機能維持評価を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置発電機（No.1～No.5）の構造計画を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 常設代替高圧電源装置発電機の構造計画 

設備名称 

計画の概要 

説明図 

支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源装置

発電機（No.1～No.5）

車載式のディーゼル発電装

置で，発電機は内燃機関と

共通台板に取付ボルトにて

固定する。 

防滴保護，空気冷却自己 

自由通風型三相交流発電機

図 2-1 

図 2-2 

図 2-3 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源

装置発電機 

（No.1～No.5） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限界を

用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

   ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

   ＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置発電機（No.6）が設計用地震力に対して十分な構

造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価及び機能

維持評価により行う。 

また，間接支持構造物である車両が設計用地震力に対して十分な支持機能を有していることは，

添付書類「Ⅴ-2-10-1-4-1-2 常設代替高圧電源装置内燃機関（No.6）の耐震性についての計算

書」で説明している。 

常設代替高圧電源装置発電機（No.6）は，重大事故等対処設備において常設耐震重要重大事故

防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての応力評価

及び機能維持評価を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置発電機（No.6）の構造計画を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 常設代替高圧電源装置発電機（No.6）の構造計画 

設備名称 

計画の概要 

説明図 

支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源装置

発電機（No.6） 

車載式のディーゼル発電

装置で，発電機は内燃機

関と共通台板に取付ボル

トにて固定する。 

防滴保護，空気冷却自己

自由通風型三相交流発電

機 

図 2-1 

図 2-2 

図 2-3 
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他発電用

原子炉の附属

施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源

装置発電機

（No.6） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限界を

用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

   ＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

   ＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（4/8） 

  

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

耐震設計上の

重要度分類 

新規制基準

施工前に認

可された実

績との差異

耐震計算の 

記載箇所 
設備分類＊1 

設計基準対象

施設との評価

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

緊急時対策所用発電機 
燃料油貯蔵タンク 

－ － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-5-4

主配管 － － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-1-12 

緊急時対策所用発電機＊13 － － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-5-5

緊急時対策所用発電機 
制御盤＊14 

－ － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-5-6

可搬型設備用軽油タンク － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-3-2 

非常用無停電電源装置 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-6-1 

常設耐震／防止 
常設／緩和 

無 Ⅴ-2-10-1-6-1

緊急用無停電電源装置 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-6-2

125V 系蓄電池 A 系／B 系 
S 

（新規登録）
－ Ⅴ-2-10-1-6-3 

常設耐震／防止 
常設／緩和 

無 Ⅴ-2-10-1-6-3

125V 系蓄電池 HPCS 系 S 無 Ⅴ-2-10-1-6-4 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-6-4

中性子モニタ用蓄電池 S 無 Ⅴ-2-10-1-6-5 常設耐震／防止 無 Ⅴ-2-10-1-6-5

緊急用 125V 系蓄電池 － － － 
常設耐震／防止 

常設／緩和 
－ Ⅴ-2-10-1-6-6

緊急時対策所用 125V 系蓄電池 － － － 
常設／防止 
常設／緩和 

－ Ⅴ-2-10-1-6-7

5
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3. 計算条件 

 3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。 

 

施設名称 設備名称 系統名称 
施設 

分類＊1 
設備分類＊2 

機器等 

の区分 

耐震設

計上の

重要度

分類 

荷重の組合せ＊4,5 
許容応力

状態＊6 

その他発電用原子炉

の附属施設 
非常用電源設備 

常設代替高圧 

電源装置 
ＳＡ 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊3 － ⅤＬ＋Ｓｓ ⅤＡＳ 

注記 ＊1： ＤＢは設計基準対象施設，ＳＡは重大事故等対処設備を示す。 

＊2： 「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊3： 重大事故等クラス２管の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊4： 運転状態の添字Ｌは荷重，(Ｌ)は荷重が長期間作用している状態，(ＬＬ)は(Ｌ)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。 

＊5： 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。 

＊6： 許容応力状態ⅤＡＳは許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を使用し，許容応力状態ⅣＡＳとして評価を実施する。 
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3. 構造強度評価 

3.1 構造強度評価方法 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの構造は平底たて置円筒形容器であるため，

構造強度評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-3 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計算書

作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。 

 

3.2 荷重の組合せ及び許容応力 

3.2.1  荷重の組合せ及び許容応力状態 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重

大事故等対処設備の評価に用いるものを表3-1に示す。 

 

3.2.2  許容応力 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの許容応力を表3-2～表3-3に示す。 

 

3.2.3  使用材料の許容応力評価条件 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの使用材料の許容応力評価条件のうち重大

事故等対処設備の評価に用いるものを表3-4に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，動力変圧器が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を

有していることを説明するものである。 

動力変圧器 2C，2D は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備にお

いては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。 

動力変圧器 HPCS は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備におい

ては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。 

以下，設計基準対象施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であ

るため省略し，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

 動力変圧器は，以下の表 1-1 に示す動力変圧器から構成される。本計算書においては，その各々

の動力変圧器に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 動力変圧器の構成 

系統 盤名称 個数

動力変圧器 

動力変圧器 2C 1 

動力変圧器 2D 1 

動力変圧器 HPCS 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

動力変圧器の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，メタルクラッド開閉装置が設計用地震力に対して十分な構造強度及び

電気的機能を有していることを説明するものである。 

メタルクラッド開閉装置 2C，2D は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等

対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。 

メタルクラッド開閉装置 HPCS は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対

処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。 

以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評

価を示す。 

メタルクラッド開閉装置は，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，そ

の各々の盤に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 メタルクラッド開閉装置の構成 

系統 盤名称 個数

メタルクラッド開閉装置

メタルクラッド開閉装置 2C 1 

メタルクラッド開閉装置 2D 1 

メタルクラッド開閉装置 HPCS 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画

メタルクラッド開閉装置の構造計画を表 2-1 に示す。
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，パワーセンタが設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能

を有していることを説明するものである。 

パワーセンタは，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備において

は常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，設計基準対象

施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であるため省略し，重大事

故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

パワーセンタは，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，その各々の盤

に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 パワーセンタの構成 

系統 盤名称 個数

パワーセンタ 
パワーセンタ 2C 1 

パワーセンタ 2D 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

パワーセンタの構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，直流 125V 主母線盤が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的

機能を有していることを説明するものである。 

直流 125V 主母線盤は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備にお

いては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，設計基準

対象施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であるため省略し，重

大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

直流 125V 主母線盤は，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，その各々

の盤に対して耐震計算を行う。 

  

表 1-1 直流 125V 主母線盤の構成 

系統 盤名称 個数

直流 125V 主母線盤 

直流 125V 主母線盤 2A(1) 1 

直流 125V 主母線盤 2A(2) 1 

直流 125V 主母線盤 2B(1) 1 

直流 125V 主母線盤 2B(2) 1 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

 

2.1 構造計画 

直流 125V 主母線盤の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，直流 125V モータコントロールセンタが設計用地震力に対して十分な構

造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

直流 125V モータコントロールセンタは，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事

故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。

以下，設計基準対象施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外である

ため省略し，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

直流 125V モータコントロールセンタは，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書にお

いては，その各々の盤に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 直流 125V モータコントロールセンタの構成 

系統 盤名称 個数

直流 125V モータコントロールセンタ 

直流 125V モータコントロールセンタ

2A-1 

1 

直流 125V モータコントロールセンタ

2A-2 

1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

直流 125V モータコントロールセンタの構造計画を表 2-1 に示す。 

N
T
2
 
補
②

 Ｖ
-
2
-1
0
-
1-
7
-
31
 
R
4 

1

221

NO.237,240



1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，非常用無停電計装分電盤が設計用地震力に対して十分な構造強度及び

電気的機能を有していることを説明するものである。 

非常用無停電計装分電盤は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設

備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，設

計基準対象施設としての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であるため省略

し，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

非常用無停電計装分電盤の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，直流 125V 主母線盤 HPCS が設計用地震力に対して十分な構造強度及び

電気的機能を有していることを説明するものである。 

直流 125V 主母線盤 HPCS は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設

備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，設計基準対象施設としての構

造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であるため省略し，重大事故等対処設備と

しての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

 

2.1 構造計画 

直流 125V 主母線盤 HPCS の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，直流±24V 中性子モニタ用分電盤が設計用地震力に対して十分な構造

強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

直流±24V中性子モニタ用分電盤は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故

等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，設計基準対象施設と

しての構造強度評価及び電気的機能維持評価は工事計画対象外であるため省略し，重大事故等対

処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤の構造計画を表 2-1 に示す。 
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4.4 固有周期 

固有値解析の結果を表 4-6 に示す。 

1次モードは水平方向に卓越し，固有周期が0.05秒以下であり，剛であることを確認した。

また，鉛直方向は 2 次モード以降で卓越し，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛であることを

確認した。 

表 4-6 固有値解析結果 

モード
固有周期 

（s） 
卓越方向 

1 次 水平 

4.5 設計用地震力 

「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に基づき設定する。 

評価に用いる設計用地震力を表4-7に示す。 

表 4-7 設計用地震力（重大事故等対処設備） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

(m) 

固有周期 

(s) 

弾性設計用地震動Ｓｄ

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

EL.18.00 

（EL.20.30＊1） 

0.05 

以下＊2 － － ＣＨ＝1.34 ＣＶ＝1.01

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。 
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4.8 応力の評価 

4.8.1 フレームの応力評価 

(1) 4.6.1項で求めた各応力が下表で定めた許容応力以下であること。ただし，許容組合せ

応力は fｔ 以下であること。

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

による荷重との組合せの場合 

基準地震動Ｓｓによる 

荷重との組合せの場合 

許容引張応力 

fｔ

 Ｆ 

1.5
・1.5

 Ｆ 

1.5
・1.5

許容せん断応力 

fｓ

 Ｆ 

1.5・ 3
・1.5

 Ｆ 

1.5・ 3
・1.5

許容圧縮応力

fｃ

(λ≦Λ) ・1.5
ν

Ｆ
・

Λ

λ
0.4・1

2

・1.5
ν

Ｆ
・

Λ

λ
0.4・1

2

(λ＞Λ) ・1.5
λ

Λ
0.277・Ｆ・

2

・1.5
λ

Λ
0.277・Ｆ・

2

許容曲げ応力 

fｂ

 Ｆ 

1.5
・1.5

 Ｆ 

1.5
・1.5

ただし， 

k

i
＝

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度による荷重との組合せの場合 

0.6・Ｆ

・Ｅπ
Λ＝

2

基準地震動Ｓｓによる荷重との組合せの場合 

0.6・Ｆ

・Ｅπ
Λ＝

2

(2) 引張力と曲げモーメントを受ける部材の応力は次式を満足すること。

 1
f

ｂ
　＋　ｔ

ｔ

≦

(3) 圧縮力と曲げモーメントを受ける部材の応力は次式を満足すること。

   1
f f

　ｃ ｂ

ｃ ｂ

＋ ≦

2

Λ

λ
・
3

2
ν＝1.5

＊
 

＊
 

＊
 

＊
 

＊
 

＊
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4.8.2 基礎ボルトの応力評価 

4.6.2項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂｔは次式より求めた許容引張応力 fｔｓ 以下

であること。ただし，fｔｏは下表による。

fｔｓ ＝Min[1.4・fｔｏ －1.6・τｂ， fｔｏ  ]

せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fｓｂ 以下であること。

ただし， fｓｂ は下表による。

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

による荷重との組合せの場合 

基準地震動Ｓｓによる 

荷重との組合せの場合

許容引張応力 

fｔｏ

 Ｆ 

2
・1.5

 Ｆ 

2
・1.5

許容せん断応力

fｓｂ

 Ｆ 

1.5・ 3
・1.5

 Ｆ 

1.5・ 3
・1.5

＊
＊
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【常設代替高圧電源装置遠隔操作盤の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機  器  名  称 設 備 分 類 
据付場所及び床面高さ

（m） 

固有周期(s) 弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ 周囲環境温度

（℃） 水平方向 鉛直方向
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

常設代替高圧電源 

装置遠隔操作盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
EL.18.00 

（EL.20.30＊1） 

0.05 以下＊2 － － ＣＨ＝1.34 ＣＶ＝1.01

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。 

1.2 機器要目 

 4.3 項に示すとおり。 

1.3 計算数値 

 4.7 項に示すとおり。 
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1.4 結論 

1.4.1 応力 

部材 材料 応力 
加速度の

方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

フレーム 

引張り 
前後+上下 － 

－ 
σｔ ＝ 5 

fｔ ＝ 280
左右+上下 － σｔ ＝ 5 

せん断 
前後+上下 － 

－ 
τ ＝ 21 

fｓ ＝ 161
左右+上下 － τ ＝ 15 

圧縮 
前後+上下 － 

－ 
σｃ ＝ 6 

fｃ ＝ 46
左右+上下 － σｃ ＝ 4 

曲げ 
前後+上下 － 

－ 
σｂ ＝ 24 

fｂ ＝ 280
左右+上下 － σｂ ＝ 27 

引張＋曲げの

組合せ 

－ －   1
f

ｂ
　＋ｔ

ｔ

≦

前後+上下 － 0.09（無次元） 

左右+上下 － 0.10（無次元） 

圧縮＋曲げの

組合せ 

－ －  1
f f

　 　ｃ ｂ

ｃ ｂ

＋ ≦

前後+上下 － 0.13（無次元） 

左右+上下 － 0.13（無次元） 

器具取付板 

チャンネルベース 
組合せ 

前後+上下 － 
－ 

σｆ ＝ 34 
fｔ ＝ 280

左右+上下 － σｆ ＝ 32 

取付ボルト 

引張り 
前後+上下 － 

－ 
σｂｔ ＝ 29 

fｔｓ ＝ 210＊
左右+上下 － σｂｔ ＝ 37 

せん断 
前後+上下 － 

－ 
τｂ ＝ 19 

fｓｂ ＝ 161
左右+上下 － τｂ ＝ 26 

基礎ボルト 

引張り 
前後+上下 － 

－ 
σｂｔ ＝ 22 

fｔｓ ＝ 168＊
左右+上下 － σｂｔ ＝ 28 

せん断 
前後+上下 － 

－ 
τｂ ＝ 11 

fｓｂ ＝ 129
左右+上下 － τｂ ＝ 12 

すべて許容応力以下である。 ＊：fｔｓ ＝Min[1.4・fｔｏ －1.6・τｂ , fｔｏ  ]より算出

1.4.2 電気的機能維持の評価結果  (×9.8 m/s2) 

評価用加速度 機能確認済加速度

常設代替高圧電源装置 

遠隔操作盤 

水平方向 1.11 10.00 

鉛直方向 0.84 5.00 

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，125V 系蓄電池 A系／B系が設計用地震力に対して十分な構造強度及び

電気的機能を有していることを説明するものである。 

125V 系蓄電池 A 系／B 系は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設

備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，設

計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

125V 系蓄電池 A 系／B 系は，以下の表 1-1 に示す蓄電池（架台）から構成される。本計算書に

おいては，その各々の蓄電池（架台）に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 125V 系蓄電池 A系／B系の構成 

系統 蓄電池（架台）名称 個数

125V 系蓄電池 A 系／B 系 

125V 系蓄電池 A 系（4 個並び 2段 1列） 12 

125V 系蓄電池 A 系（3 個並び 2段 1列） 4 

125V 系蓄電池 B 系（4 個並び 2段 1列） 12 

125V 系蓄電池 B 系（3 個並び 2段 1列） 4 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画

125V 系蓄電池 A 系／B 系の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，125V 系蓄電池 HPCS 系が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電

気的機能を有していることを説明するものである。 

125V 系蓄電池 HPCS 系は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に，重大事故等対処設備

においては常設耐震重要重大事故防止設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

125V 系蓄電池 HPCS 系は，以下の表 1-1 に示す蓄電池（架台）から構成される。本計算書にお

いては，その各々の蓄電池（架台）に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 125V 系蓄電池 HPCS 系の構成 

系統 蓄電池（架台）名称 個数

125V 系蓄電池 HPCS 系 
125V 系蓄電池 HPCS 系（8個並び 2段 2列） 1 

125V 系蓄電池 HPCS 系（6,7 個並び 2段 2列） 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

125V 系蓄電池 HPCS 系の構造計画を表 2-1 に示す。 N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-1
0
-
1-
6
-
4 
R
4
 

1

231

No.240



1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，緊急用 125V 系蓄電池が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気

的機能を有していることを説明するものである。 

緊急用 125V 系蓄電池は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常

設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的

機能維持評価を示す。 

緊急用 125V 系蓄電池は，以下の表 1-1 に示す蓄電池（架台）から構成される。本計算書におい

ては，その各々の蓄電池（架台）に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 緊急用 125V 系蓄電池の構成 

系統 蓄電池（架台）名称 個数

緊急用 125V 系蓄電池 
緊急用 125V 系蓄電池（4個並び 2段 1 列） 12 

緊急用 125V 系蓄電池（3個並び 2段 1 列） 4 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

緊急用 125V 系蓄電池の構造計画を表 2-1 に示す。 N
T
2
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，緊急時対策所用 125V 系蓄電池が設計用地震力に対して十分な構造強度

及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処

設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池は，以下の表 1-1 に示す蓄電池（架台）から構成される。本計算

書においては，その各々の蓄電池（架台）に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 緊急時対策所用 125V 系蓄電池の構成 

系統 蓄電池（架台）名称 個数

緊急時対策所用 125V 系蓄電池 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池 

（8 個並び 2 段 1 列） 
3 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池 

（6 個並び 2 段 1 列） 
1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，緊急用電源切替盤が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的

機能を有していることを説明するものである。 

緊急用電源切替盤は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設

重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。 

緊急用電源切替盤は，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，その各々

の盤に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 緊急用電源切替盤の構成 

系統 盤名称 個数

緊急用電源切替盤 

緊急用直流電源切替盤 1 

緊急用交流電源切替盤 A 1 

緊急用交流電源切替盤 B 1 

緊急用無停電計装電源切替盤 1 

緊急用直流計装電源切替盤 A 1 

緊急用直流計装電源切替盤 B 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

緊急用電源切替盤の構造計画を表 2-1 及び表 2-2 に示す。 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，可搬型代替低圧電源車接続盤が設計用地震力に対して十分な構造強度

及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

可搬型代替低圧電源車接続盤は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設

備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及

び電気的機能維持評価を示す。 

可搬型代替低圧電源車接続盤は，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，

その各々の盤に対して耐震計算を行う。 

  

表 1-1 可搬型代替低圧電源車接続盤の構成 

系統 盤名称 個数

可搬型代替低圧電源車接続盤 
可搬型代替低圧電源車接続盤（東側） 1 

可搬型代替低圧電源車接続盤（西側） 1 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

 

2.1 構造計画 

可搬型代替低圧電源車接続盤の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，可搬型整流器用変圧器が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電

気的機能を有していることを説明するものである。 

可搬型整流器用変圧器は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び

常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気

的機能維持評価を示す。 

可搬型整流器用変圧器は，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書においては，その

各々の盤に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 可搬型整流器用変圧器の構成 

系統 盤名称 個数

可搬型整流器用変圧器 
可搬型整流器用変圧器（東側） 1 

可搬型整流器用変圧器（西側） 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

可搬型整流器用変圧器の構造計画を表 2-1 に示す。 
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1. 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能

維持の設計方針に基づき，緊急用モータコントロールセンタが設計用地震力に対して十分な構造

強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

緊急用モータコントロールセンタは，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防

止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評

価及び電気的機能維持評価を示す。 

緊急用モータコントロールセンタは，以下の表 1-1 に示す盤から構成される。本計算書におい

ては，その各々の盤に対して耐震計算を行う。 

表 1-1 緊急用モータコントロールセンタの構成 

系統 盤名称 個数

緊急用モータコントロールセンタ 

緊急用モータコントロールセンタ 1 1 

緊急用モータコントロールセンタ 2 1 

緊急用モータコントロールセンタ 3 1 

2. 一般事項

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき

評価を行う。 

2.1 構造計画 

緊急用モータコントロールセンタの構造計画を表 2-1 に示す。 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-1
0
-
1-
7
-
9 
R
4
 

1

237

No.240



1 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-1
0
-
1-
4
-
5-
1
 
R
2 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置制御盤（No.1～No.5）が設計用地震力に対して十

分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価

及び機能維持評価により行う。 

また，間接支持構造物である車両が設計用地震力に対して十分な支持機能を有していることは，

添付書類「Ⅴ-2-10-1-4-1-1 常設代替高圧電源装置内燃機関（No.1～No.5）の耐震性について

の計算書」で説明している。 

常設代替高圧電源装置制御盤（No.1～No.5）は，重大事故等対処設備において常設耐震重要重

大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての応

力評価及び機能維持評価を示す。 

2. 基本方針

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置制御盤（No.1～No.5）の構造計画を表 2-1 に示す。 

表 2-1 常設代替高圧電源装置制御盤（No.1～No.5）の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源装置 

制御盤（No.1～No.5） 

車載式のディーゼル

発電装置で，制御盤

は取付ボルトにて車

体に固定する。 

直立形 

（鋼材及び鋼板を組み合

わせた自立閉鎖型の盤）

図 2-1 

図 2-2 

図 2-3 

図 2-1 常設代替高圧電源装置（No.1～No.5）の構造図 

コンテナ（発電装置本体） コンテナ（遮断器盤）

フレーム
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他 

発電用 

原子炉の 

附属施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源装置 

制御盤（No.1～No.5） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2

Ｄ+ＰＤ+ＭＤ+Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

＊3：「Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置制御盤（No.6）が設計用地震力に対して十分な構

造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は応力評価及び機

能維持評価により行う。 

また，間接支持構造物である車両が設計用地震力に対して十分な支持機能を有していることは，

添付書類「Ⅴ-2-10-1-4-1-2 常設代替高圧電源装置内燃機関（No.6）の耐震性についての計算

書」で説明している。 

常設代替高圧電源装置制御盤（No.6）は，重大事故等対処設備において常設耐震重要重大事故

防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての応力評価

及び機能維持評価を示す。 

2. 基本方針

2.1 構造の説明 

常設代替高圧電源装置制御盤（No.6）の構造計画を表 2-1 に示す。 

表 2-1 常設代替高圧電源装置制御盤（No.6）の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
支持構造 主体構造 

常設代替高圧電源装置 

制御盤（No.6） 

車載式のディーゼル

発電装置で，制御盤

は取付ボルトにて車

体に固定する。 

直立形 

（鋼材及び鋼板を組み合

わせた自立閉鎖型の盤）

図 2-1 

図 2-2 

図 2-3 

図 2-1 常設代替高圧電源装置（No.6）の構造図 

コンテナ（発電装置本体） コンテナ（遮断器盤）

フレーム
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表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他 

発電用 

原子炉の

附属施設 

非常用 

電源設備 

常設代替高圧電源装置 

制御盤（No.6） 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2

Ｄ+ＰＤ+ＭＤ+Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。） 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ+ＰＳＡＤ+ＭＳＡＤ+Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 5-4 許容応力算出結果 

許容応力度 評価部位 

許容限界 

１次応力 

曲げ 

（N/mm2） 

せん断 

（N/mm2） 

組合せ 

（N/mm2） 

短期許容応力度

主桁 
端部桁 150 90 165 

中間桁 150 90 165 

補助桁 150 90 165 

スキンプレート 150 － － 

固定ボルト － 90 － 

注記 ＊：主桁，縦補助桁に用いる構造用鋼材の許容曲げ圧縮応力度は，「ダム・堰施設技術

基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）（ダム・堰施設技術協会，平成 28

年 3 月）」に基づき算出する。 

5.4 設計用地震力 

「4. 固有周期」に示したとおり緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の固有周期が

0.05 s 以下であることを確認したため，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の耐震計

算に用いる設計震度は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す緊急用海

水ポンプピットにおける設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。緊急用海水ポ

ンプ室人員用開口部浸水防止蓋の耐震計算に用いる設計用地震力を表 5-8に示す。

表 5-8 設計用地震力 

地震動 

据付場所 

及び床面高さ 

（m） 

地震による設計震度＊1 

基準地震動 

ＳＳ 

緊急用海水 

ポンプピット 

EL. 8.0＊2 

(EL. 8.0＊2) 

水平方向ＫＨ 1.93 

鉛直方向ＫＶ 0.65 

注記 ＊1：「4. 固有周期」より，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の固有周期

が 0.05 s 以下であることを確認したため，設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を

考慮した設計震度を設定した。 

＊2：基準床レベルを示す。 
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5.4 設計用地震力 

「4. 固有周期」に示したとおり緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の固有周期が

0.05 s 以下であることを確認したため，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の強度計

算に用いる設計震度は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す緊急用海

水ポンプピットにおける設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。緊急用海水ポ

ンプ室人員用開口部浸水防止蓋の耐震計算に用いる設計用地震力を表 5-8に示す。

表 5-8 設計用地震力 

地震動 

据付場所 

及び床面高さ 

（m） 

地震による設計震度＊1 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ－Ｄ１ 

緊急用海水 

ポンプピット 

EL. 8.0＊2 

(EL. 8.0＊2) 

水平方向ＫＨＳｄ 0.78 

鉛直方向ＫＶＳｄ 0.28 

注記 ＊1：「4. 固有周期」より，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋の固有周期

が 0.05 s 以下であることを確認したため，設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を

考慮した設計震度を設定した。 

＊2：基準床レベルを示す。 
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(2) 荷重の組合せ

水密ハッチは，格納容器圧力逃がし装置格納槽上版に設置されている平板であることから，

その構造と形状から漂流物による衝突荷重及び風荷重の影響は考慮しない。 

水密ハッチの設計にて考慮する荷重の組合せを表 5-1 に示す。 

表 5-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備）

格納容器圧力逃がし装置格納槽点

検用水密ハッチＡ，Ｂ 
Ｄ＋Ｓｓ＋Ｐｓ 

5.3 許容限界 

水密ハッチの蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5-2 に，許容応力評価条件を表 5-3 に，上蓋

及び固定ボルトの許容応力算出結果を表 5-4 にそれぞれ示す。また添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」にて設定している許容限界を踏まえ，ＪＳＭ

Ｅに準じた許容応力を用いる。なお，蓋の浮き上がりによるボルトの引張が起こらないため，

固定ボルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力につい

ては許容限界を設定しない。 

表 5-2 蓋及び固定ボルトの許容限界（許容応力） 

許容応力状態 

許容限界＊１(MPa) 

上蓋 固定ボルト 

一次応力 一次応力 

曲げ せん断 組合せ＊２ 引張 せん断 組合せ＊３ 

ⅢＡＳ＊４ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ ƒｔｓ

注記 ＊1：曲げ及びせん断は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界

を適用する。組合せは，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007 による。 

＊2：曲げとせん断の組合せである。 

＊3：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ƒｔｓは，次のいずれか

小さい方の値から算出。 

ƒｔｓ＝1.4 ƒｔ０－1.6τｋｓｓ

ƒｔｓ＝ƒｔ０

＊4：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾

性域内に収まることを基本とする。 
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(2) 荷重の組合せ

水密ハッチは，常設低圧代替注水系格納槽上版に設置されている平板であることから，そ

の構造と形状から漂流物による衝突荷重及び風荷重の影響は考慮しない。 

水密ハッチの設計にて考慮する荷重の組合せを表 5-1 に示す。 

表 5-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備）

常設低圧代替注水系格納槽

点検用水密ハッチ 
Ｄ＋Ｓｓ＋Ｐｓ 

5.3 許容限界 

水密ハッチの蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5-2 に，許容応力評価条件を表 5-3 に，上蓋

及び固定ボルトの許容応力計算結果を表 5-4 にそれぞれ示す。また添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」にて設定している許容限界を踏まえ，ＪＳＭ

Ｅに準じた許容応力を用いる。なお，蓋の浮き上がりによるボルトの引張が起こらないため，

固定ボルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力につい

ては許容限界を設定しない。 

表 5-2 蓋及び固定ボルトの許容限界（許容応力） 

許容応力状態 

許容限界＊１(MPa) 

上蓋 固定ボルト 

一次応力 一次応力 

曲げ せん断 組合せ＊２ 引張 せん断 組合せ＊３ 

ⅢＡＳ＊４ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ ƒｔｓ

注記 ＊1：曲げ及びせん断は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界

を適用する。組合せは，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007 による。 

＊2：曲げとせん断の組合せである。 

＊3：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ƒｔｓは，次のいずれか

小さい方の値から算出。 

ƒｔｓ＝1.4 ƒｔ０－1.6τｋｓｓ

ƒｔｓ＝ƒｔ０

＊4：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾

性域内に収まることを基本とする。 
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(2) 荷重の組合せ

水密ハッチは，代替淡水貯槽上版に設置されている平板であることから，その構造と形状

から漂流物による衝突荷重及び風荷重の影響は考慮しない。 

水密ハッチの設計にて考慮する荷重の組合せを表 5-1 に示す。 

表 5-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備）

常設低圧代替注水系格納槽 

可搬型ポンプ用水密ハッチ 
Ｄ＋Ｓｓ＋Ｐｓ 

5.3 許容限界 

水密ハッチの蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5-2 に，許容応力評価条件を表 5-3 に，上蓋

及び固定ボルトの許容応力算出結果を表 5-4 にそれぞれ示す。また添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」にて設定している許容限界を踏まえ，ＪＳＭ

Ｅに準じた許容応力を用いる。なお，蓋の浮き上がりによるボルトの引張が起こらないため，

固定ボルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力につい

ては許容限界を設定しない。 

表 5-2 蓋及び固定ボルトの許容限界（許容応力） 

許容応力状態 

許容限界＊１(MPa) 

上蓋 固定ボルト 

一次応力 一次応力 

曲げ せん断 組合せ＊２ 引張 せん断 組合せ＊３ 

ⅢＡＳ＊４ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ ƒｔｓ

注記 ＊1：曲げ及びせん断は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界

を適用する。組合せは，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007 による。 

＊2：曲げとせん断の組合せである。 

＊3：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ƒｔｓは，次のいずれか

小さい方の値から算出。 

ƒｔｓ＝1.4 ƒｔ０－1.6τｋｓｓ

ƒｔｓ＝ƒｔ０

＊4：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾

性域内に収まることを基本とする。 
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4.2 荷重及び荷重の組合せ 

荷重及び荷重の組合せは，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上

の制限」にて設定している荷重の組合せに準じて設定する。 

添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の制限」にて設定している

荷重の組合せを以下に示す。 

Ｇ＋Ｐ＋ＫＳ

(1) 耐震評価上考慮する荷重

水密扉の耐震評価に用いる荷重を以下に示す。

Ｇ：固定荷重 

Ｐ：積載荷重 

水密扉は，上載物の荷重を負担する又は影響を受ける構造となっていないことから，積載

荷重については考慮しない。 

ＫＳ：基準地震動Ｓsによる地震力 

(2) 荷重の設定

a. 固定荷重（Ｇ）

水密扉の自重を表4.2-1に示す。

表4.2-1 水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備） 
原子炉建屋原子炉棟水密扉 262.82 

b. 地震荷重（ＫＳ）

地震荷重として，基準地震動Ｓｓに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定荷

重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

ＫＳ＝Ｇ・Ｋ 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計震度 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

(3) 荷重の組合せ

原子炉建屋水密扉の荷重の組合せを表4.2-2に示す。
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表4.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備） 
原子炉建屋原子炉棟水密扉 Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重 

ＫＳ：地震荷重 

 

4.3 許容限界 

許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している許容限界を踏まえ

て設定する。 

(1) 使用材料及び許容限界 

水密扉を構成する扉板，芯材，ヒンジ部，カンヌキ部の使用材料及び許容限界を表4.3-1及

び表4.3-2に示す。 

 

表4.3-1 使用材料 

部位 材質 
仕様 

（mm） 

扉板 

芯材（主桁） 

芯材（横桁） 

ヒンジ部 

ヒンジアーム 

ヒンジピン 

ヒンジボルト 

アンカー 

カンヌキ部 

カンヌキ 

カンヌキ受けピン 

カンヌキ受けボルト 

注 ：ｔは板厚（mm），φは径（mm）を示す。（以下同じ） 

 

(2) 許容限界 

a. 扉板，芯材，ヒンジ部，カンヌキ部 

扉板，芯材，ヒンジ部，カンヌキ部の許容限界は，「鋼構造設計規準－許容応力度設計

法－（（社）日本建築学会，2005改定）」を踏まえて表4.3-2の値とする。 
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5.2 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 荷重の設定 

a. 固定荷重（Ｇ） 

水密扉の自重を表5.2-1に示す。 

 

表5.2-1 水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟北側水密扉１  4.95 

 

b. 地震荷重（ＫＳ） 

地震荷重として，基準地震動Ｓｓに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定荷

重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

Ｋ Ｇ Ｋ
S

 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計震度 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

原子炉建屋水密扉の荷重の組合せを表5.2-2に示す。 

 

表5.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟北側水密扉１  Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重  ＫＳ：地震荷重 

 

5.3 許容限界 

許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している許容限界を踏まえ

て設定する。 

(1) 使用材料及び許容限界 

水密扉を構成する扉板，芯材，ヒンジ部，ロックバー部の使用材料及び許容限界を表5.3-

1及び表5.3-2に示す。 
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6.2 荷重及び荷重の組合せ 

(1)荷重の設定 

a. 固定荷重（Ｇ） 

水密扉の自重を表6.2-1に示す。 

 

表6.2-1 原子炉建屋1階水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備） 
原子炉建屋付属棟北側水密扉２ 4.95 

 

b. 地震荷重（ＫＳ） 

地震荷重として，基準地震動Ｓｓに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定

荷重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

ＫＳ＝Ｇ・Ｋ 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計震度 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

水密扉の荷重の組合せを表6.2-2に示す。 

 

表6.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟北側水密扉２  Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重 

ＫＳ：地震荷重 
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7.2 荷重及び荷重の組合せ 

（1）荷重の設定 

a. 固定荷重（Ｇ） 

水密扉の自重を表7.2-1に示す。 

 

表7.2-1 水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備） 
原子炉建屋付属棟東側水密扉 58.84 

 

b. 地震荷重（ＫＳ） 

地震荷重として，基準地震動ＳＳに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定荷

重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

ＫＳ＝Ｇ・Ｋ 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計震度 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

原子炉建屋水密扉の荷重の組合せを表7.2-2に示す。 

 

表7.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟東側水密扉 

Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重  ＫＳ：地震荷重 

 

7.3 許容限界 

許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している許容限界を踏まえ

て設定する。 

(1) 使用材料及び許容限界 

水密扉を構成する扉板，芯材，ヒンジ部，カンヌキ部の使用材料及び許容限界を表7.3-1及

び表7.3-2に示す。 
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8.2 荷重及び荷重の組合せ 

(1)荷重の設定 

a. 固定荷重（Ｇ） 

水密扉の自重を表8.2-1に示す。 

 

表8.2-1 水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟南側水密扉 8.85 

 

b. 地震荷重（ＫＳ） 

地震荷重として，基準地震動ＳＳに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定荷

重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

ＫＳ＝Ｇ・Ｋ 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計用地震力 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

原子炉建屋水密扉の荷重の組合せを表8.2-2に示す。 

 

表8.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟南側水密扉 

Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重 

ＫＳ：地震荷重 
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図 9.1-3 水密扉開放時の地震荷重の作用イメージと評価対象部位（原子炉建屋付属棟西側水密扉） 

9.2 荷重及び荷重の組合せ 

（1）荷重の設定 

a. 固定荷重（Ｇ）

水密扉の自重を表9.2-1に示す。

表9.2-1 水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備） 
原子炉建屋付属棟西側水密扉 10.30 

b. 地震荷重（ＫＳ）

地震荷重として，基準地震動ＳＳに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定
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荷重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

ＫＳ＝Ｇ・Ｋ 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計震度 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

水密扉の荷重の組合せを表9.2-2に示す。 

 

表9.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（津波防護施設及び浸水防止設備）
原子炉建屋付属棟西側水密扉 

Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重  ＫＳ：地震荷重 

 

9.3 許容限界 

許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している許容限界を踏ま

えて設定する。 

(1) 使用材料及び許容限界 

水密扉を構成する扉板，芯材，ヒンジ部，カンヌキ部の使用材料及び許容限界を表9.3－1

及び表9.3-2に示す。 

 

表9.3-1 使用材料 

部位 材質 
仕様 

（mm） 

扉板 

芯材 

ヒンジ部 

ヒンジアーム 

ヒンジピン 

ヒンジボルト 

カンヌキ部 

カンヌキ 

カンヌキ受けピン 

カンヌキ受けボルト 
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10.2 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 荷重の設定 

a. 固定荷重（Ｇ） 

水密扉の自重を表10.2-1に示す。 

 

表10.2-1 水密扉の自重 

施設区分 扉名称 
固定荷重 

（kN） 

浸水防護施設 

（浸水防止設備） 
立坑部水密扉 28 

 

b. 地震荷重（ＫＳ） 

地震荷重として，基準地震動Ｓｓに伴う慣性力を考慮する。地震荷重は，水密扉の固定荷

重に設計震度Ｋを乗じた次式により算出する。 

ＫＳ＝Ｇ・Ｋ 

ここで， 

ＫＳ：地震荷重（kN） 

Ｇ ：水密扉の固定荷重（kN） 

Ｋ ：設計震度 

なお，水平及び鉛直地震力による組合せ応力が作用する部位の評価は，水平方向と鉛直

方向の地震力が同時に作用するものとして，絶対和法により評価する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

水密扉の荷重の組合せを表10.2-2に示す。 

 

表10.2-2 水密扉の荷重の組合せ 

施設区分 扉名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備） 
立坑部水密扉 Ｇ＋ＫＳ 

Ｇ ：固定荷重  ＫＳ：地震荷重 

 

10.3 許容限界 

許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している許容限界を踏まえ

て設定する。 

(1) 使用材料及び許容限界 

水密扉を構成する扉板，芯材，ヒンジ部，ロックバー，ロックボルト及び支圧材の使用材

料を表10.3-1に，許容限界を表10.3-2に示す。 
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(2) 荷重の組合せ 

水密ハッチは，格納容器圧力逃がし装置格納槽上版に設置されている平板であることから，

その構造と形状から漂流物による衝突荷重及び風荷重の影響は考慮しない。強度評価に用い

る荷重の組合せを表 5-1 に示す。 

表 5-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備）

格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用 

水密ハッチ 
Ｄ＋Ｐｈ（Ｐｈｔ）＋Ｓｄ＋Ｐｓ 

 

 

5.3 許容限界 

(1) 基準津波に対する許容限界 

水密ハッチの許容限界は，添付書類「Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度

計算書の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，ＪＳＭＥに準じ

た許容応力を用いる。なお，蓋の浮き上がりによるボルトの引張が起こらないため，固定ボ

ルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力については

許容限界を設定しない。 

水密ハッチの蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5-2 に，許容応力評価条件を表 5-3 に，上

蓋及び固定ボルトの許容応力計算結果を表 5-4 にそれぞれ示す。 

表 5-2 蓋及び固定ボルトの許容限界 

許容応力状態 

許容限界＊１(MPa) 

上蓋 固定ボルト 

一次応力 一次応力 

曲げ せん断 組合せ＊２ 引張 せん断 組合せ＊３ 

ⅢＡＳ＊４ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ ƒｔｓ 

注記 ＊1：曲げ及びせん断は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界

を適用する。組合せは，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007 による。 

＊2：曲げとせん断の組合せである。 

＊3：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ƒｔｓは，次のいずれか小

さい方の値から算出。 

ƒｔｓ＝1.4 ƒｔ０－1.6τｋｓｄ 

ƒｔｓ＝ƒｔ０ 

＊4：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力

に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾性域

内に収まることを基本とする。 
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(2) 荷重の組合せ 

水密ハッチは，常設低圧代替注水系格納槽上版に設置されている平板であることから，そ

の構造と形状から漂流物による衝突荷重及び風荷重の影響は考慮しない。強度評価に用いる

荷重の組合せを表 5-1 に示す。 

表 5-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備）

常設低圧代替注水系格納槽点検用

水密ハッチ 
Ｄ＋Ｐｈ（Ｐｈｔ）＋Ｓｄ＋Ｐｓ 

 

 

5.3 許容限界 

(1) 基準津波に対する許容限界 

水密ハッチの許容限界は，添付書類「Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度

計算書の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，ＪＳＭＥに準じ

た許容応力を用いる。なお，蓋の浮き上がりによるボルトの引張が起こらないため，固定ボ

ルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力については

許容限界を設定しない。 

水密ハッチの蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5-2 に，許容応力評価条件を表 5-3 に，上

蓋及び固定ボルトの許容応力計算結果を表 5-4 にそれぞれ示す。 

表 5-2 蓋及び固定ボルトの許容限界 

許容応力状態 

許容限界＊１(MPa) 

上蓋 固定ボルト 

一次応力 一次応力 

曲げ せん断 組合せ＊２ 引張 せん断 組合せ＊３

ⅢＡＳ＊４ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ ƒｔｓ 

注記 ＊1：曲げ及びせん断は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界

を適用する。組合せは，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007 による。 

＊2：曲げとせん断の組合せである。 

＊3：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ƒｔｓは，次のいずれか

小さい方の値から算出。 

ƒｔｓ＝1.4 ƒｔ０－1.6τｋｓｄ 

ƒｔｓ＝ƒｔ０ 

＊4：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能

力に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾

性域内に収まることを基本とする。 

  

257

No.243



 

9 

N
T
2
 
補
②

 Ｖ
-
3
-別

添
3
-
2-
4
-
9
 
R
2 

(2) 荷重の組合せ 

水密ハッチは，代替淡水貯槽上版に設置されている平板であることから，その構造と形状

から漂流物による衝突荷重及び風荷重の影響は考慮しない。強度評価に用いる荷重の組合せ

を表 5-1 に示す。 

表 5-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 

（浸水防止設備）

常設低圧代替注水系格納槽点検用 

水密ハッチ 
Ｄ＋Ｐｈ（Ｐｈｔ）＋Ｓｄ＋Ｐｓ 

 

 

5.3 許容限界 

(1) 基準津波に対する許容限界 

水密ハッチの許容限界は，添付書類「Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度

計算書の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえ，ＪＳＭＥに準じ

た許容応力を用いる。なお，蓋の浮き上がりによるボルトの引張が起こらないため，固定ボ

ルトの発生応力においては引張を考慮しないことから，引張応力及び組合せ応力については

許容限界を設定しない。 

水密ハッチの蓋及び固定ボルトの許容限界を表 5-2 に，許容応力評価条件を表 5-3 に，上

蓋及び固定ボルトの許容応力計算結果を表 5-4 にそれぞれ示す。 

表 5-2 蓋及び固定ボルトの許容限界 

許容応力状態 

許容限界＊１(MPa) 

上蓋 固定ボルト 

一次応力 一次応力 

曲げ せん断 組合せ＊２ 引張 せん断 組合せ＊３ 

ⅢＡＳ＊４ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ ƒｔｓ 

注記 ＊1：曲げ及びせん断は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界

を適用する。組合せは，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007 による。 

＊2：曲げとせん断の組合せである。 

＊3：せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 ƒｔｓは，次のいずれか小

さい方の値から算出。 

ƒｔｓ＝1.4・ƒｔ０－1.6τｋｓｄ 

ƒｔｓ＝ƒｔ０ 

＊4：地震後，津波後の再使用性や津波の繰返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力

に対して浸水防護機能として十分な余裕を有するよう，設備を構成する材料が弾性域

内に収まることを基本とする。 
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図 4-1 地震荷重模式図 

(2) 荷重の組合せ

耐震評価に用いる荷重の組合せは，貫通部止水処置の評価部位ごとに設定する。荷重の組

合せを表 4-1 に示す。 

表 4-1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ 

浸水防護施設 
貫通部止水処置 

（モルタル）
Ｄ＋Ｓｓ 

4.3 許容限界 

モルタルの許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の

制限」に示す許容限界を踏まえ，「3. 評価部位」に設定している評価部位ごとに，機能損傷モ

ードを考慮し，計算により算出する許容付着荷重及び許容圧縮荷重を用いる。 

評価部位の許容限界を表 4-2 に示す。 

表 4-2 に示す許容付着荷重ｆＳ及び許容圧縮荷重ｆＣは，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基

本方針」の「3.1 構造強度上の制限」のとおり，モルタルの許容限界は，「コンクリート標準

示方書 [構造性能照査編]」（（社）土木学会，2002 年改定）に定める計算式を用いて算出する。

圧縮強度ｆ’ckは設計値を用いる。 

ｆＳ＝ｆ’bok × Ｓ × Ｌ／γＣ

ｆＣ＝ｆ’ck × Ａ／γＣ

ｆ’bok＝0.28 × ｆ’ck
2/3 × 0.4 

ｆ’ck ＝

γＣ ＝ 

259

No.244

荷重の組合せの表を他の計算書と
あわせた



N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-1
0
-
2-
8
-
1 
R
1
 

Ⅴ-2-10-2-8-1 水密扉（浸水防止設備）の耐震性についての計算書 

260



1 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-1
0
-
2-
8
-
1 
R
1
 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の構造強度及び機能維持の設計方針に準

じて，原子炉建屋 1階に設置する水密扉（以下「原子炉建屋 1 階水密扉」という。）及び常設代

替高圧電源装置用カルバート（立坑部）地下１階に設置する常設代替高圧電源装置用カルバート

原子炉建屋側水密扉（以下「立坑部水密扉」という。）が，基準地震動Ｓsによる地震力に対して，

浸水防護重点化範囲である原子炉建屋内に津波が流入することを防止するために，十分な構造強

度及び止水性を有していることを説明するものである。その耐震評価は，応力評価により行う。 

水密扉は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に分類される。以下，設計基準対象施設

としての構造強度評価を示す。 

2. 一般事項

2.1 配置概要 

原子炉建屋水密扉の設置位置図を図2.1-1に，立坑部水密扉の設置位置図を図2.1-2に示す。 

図2.1-1図 水密扉設置位置図 ：床面レベルEL.8.2 m）
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表 2.2-1 水密扉の構造計画 

計画構造 
説明図 

基礎・支持構造 主体構造 

扉開放時におい

ては，ヒンジにより

扉が扉枠に固定さ

れ，扉閉止時におい

ては，締付装置（カ

ンヌキ）により扉が

扉枠に固定される

構造とする。 

また，扉枠を建屋

の開口部周辺に，ア

ンカーボルトによ

り固定する構造と

する。 

片開型の鋼製扉

とし，鋼製の扉板に

芯材を取付，扉に設

置された締付装置

（カンヌキ）を鋼製

の扉枠に，差し込

み，扉と扉枠を一体

化させる構造とす

る。 

また，扉と扉枠の

接続はヒンジを介

する構造とする。 

2.3 評価方針 

水密扉の耐震評価は，設計基準対象施設として，表2.3-1に示すとおり構造部材の健全性評価

を行う。 

構造部材の健全性評価については，「3. 固有振動数及び設計用地震力」にて算出した固有

振動数に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを「4. 構造強度評価」

に示す方法にて確認することで実施する。 

水密扉の耐震評価フローを図2.3-1に示す。 

表2.3-1 水密扉の評価項目 

評価方針 評価項目 地震力 部位 評価方法 許容限界

構造強度を 

有すること 構造部材の

健全性 
基準地震動Ｓs 

各水密扉の「評

価部位」にて設

定する部位 

発生応力等が許容

限界を超えないこ

とを確認する 

概ね弾性
止水性を 

損なわないこと 

ヒンジ

締付装置 

（カンヌキ）

床面 
▽ 

建屋 

（躯体）

水圧作用方向 （単位：mm） 

1005～ 5400 

1
9
40

 
～

 
55

85
 

芯材 

扉板 

水密扉 

アンカーボルト

建屋 

（躯体）

アンカーボルト

扉板 芯材 

扉枠 

扉枠 

水密扉 

ヒンジ
水密パッキン 

水圧作用方向
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1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の構造強度及び機能維持の設計方針に準

じて，原子炉建屋 1階に設置する水密扉（以下「原子炉建屋 1 階水密扉」という。）及び常設代

替高圧電源装置用カルバート（立坑部）地下１階に設置する常設代替高圧電源装置用カルバート

原子炉建屋側水密扉（以下「立坑部水密扉」という。）が，基準地震動Ｓsによる地震力に対して，

浸水防護重点化範囲である原子炉建屋内に津波が流入することを防止するために，十分な構造強

度及び止水性を有していることを説明するものである。その耐震評価は，応力評価により行う。 

水密扉は，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に分類される。以下，設計基準対象施設

としての構造強度評価を示す。 

2. 一般事項

2.1 配置概要 

原子炉建屋水密扉の設置位置図を図2.1-1に，立坑部水密扉の設置位置図を図2.1-2に示す。 

図2.1-1図 水密扉設置位置図 ：床面レベルEL.8.2 m）
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表10.4-1 立坑部水密扉の強度計算で用いる設計震度 

地震動 
設置場所及び床面高さ 

（m） 
地震による設計震度 

基準地震動Ｓｓ 

常設代替高圧電源装置用

カルバート（立坑部）

EL.-2.7 

水平方向ＣＨ
＊ 0.68 

鉛直方向ＣＶ
＊ 0.51 

注記 ＊：設置階の上階の地盤高さ（常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）：EL.8.0m）の

値を示す。 

10.5 計算方法 

(1) 荷重算定

a. ヒンジ部

ヒンジ部は，ヒンジ板，ヒンジピン及びヒンジボルトで構成されており，次式により算

定する水平地震力及び扉体自重反力（鉛直地震力を含む）から，各部材に発生する荷重を

算定する。ヒンジ部に生じる荷重の例を図10.5-1に示す。 

FH＝WX・kH 

FV＝WX・kV

r
r x V

j

L
R(WF)

L

ここで， 

WX：扉体自重（kN）  

KH：水平方向設計震度 

KV：鉛直方向設計震度 

FH：水平地震力（kN） 

FV：鉛直地震力（kN） 

Rr：扉体幅方向自重反力（kN） 

Lr：扉体重心～ヒンジ芯間距離（m） 

Lj：ヒンジ中心間距離（m） 

図10.5-1 ヒンジ部に生じる荷重の例 
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2.2 構造計画 

水密扉の構造は，添付書類「Ⅴ-1-1-8-5 溢水防護施設の詳細設計」の「3. 要求機能及び

性能目標」に示す構造計画を踏まえて，詳細な構造を設定する。水密扉の構造計画を表2-1に，

残留熱除去系A系ポンプ室水密扉，原子炉隔離時冷却系室北側水密扉，原子炉隔離時冷却系室南

側水密扉及び高圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉の構造図を図2-2，図2-3，図2-4及び図2-5に

示す。また，使用材料について表2-2に示す。 

表2-1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

扉開放時におい

ては，ヒンジによ

り扉が扉枠に固定

され，扉閉止時に

おいては，カンヌ

キにより扉が扉枠

に固定される構造

とする。 

また，扉枠を建

屋の開口部周辺

に，アンカーボル

トにより固定す

る構造とする。 

片開型の鋼製扉

とし，鋼製の扉板

に芯材を取付，扉

に設置されたカン

ヌキを鋼製の扉枠

に，差し込み，扉

と扉枠を一体化さ

せる構造とする。

 また，扉と扉枠

の接続はヒンジを

介する構造とす

る。 

855 

1
7
55

 
～

 
19

40
 

ヒンジ

芯材 

カンヌキ

床面 
▽ 

扉板 

水密扉 

建屋 

（躯体）

アンカーボルト

建屋 

（躯体）

アンカーボルト

扉板 
芯材 

扉枠 

扉枠 

水密扉 

ヒンジ
水密パッキン 

水圧作用方向 （単位：mm） 
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3. 固有周期及び設計用地震力

3.1 固有周期の計算方法 

水密扉の構造に応じて解析モデルを設定し，固有周期を算出する。 

(1) 解析モデルの設定

水密扉は，扉板及び芯材の組合せにより剛な断面を有しているとともに，ヒンジ及びカン

ヌキにより扉を扉枠に支持させる構造であることから，両端支持はりに単純化したモデルと

し，最大スパン部のはり（芯材）に，当該はりが受ける扉本体（扉板，芯材）の自重及び付

属品（ヒンジ，カンヌキ等）の自重を加えるものとする。はり長さは扉幅とする。解析モデ

ル図を図3-1に示す。

 

 

 

図 3-1 水密扉の固有値解析モデル 

(2) 記号の説明

水密扉の固有周期算出に用いる記号を表3-1に示す。

表3-1 水密扉の固有周期算出に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｔ s 水密扉の固有周期 

ｆ Hz 水密扉の固有振動数 

m はり長さ 

Ｅ N/m2 ヤング率

I m4 断面2次モーメント 

ｍ kg/m 質量分布 

カンヌキ

芯材 

カンヌキ

ヒンジ

ヒンジ

扉板 

水密扉 

：はり長さ 支持部 

（カンヌキ）

水密扉 

（芯材） 

両端支持 

1 次 

最大スパン部の

はりが受け持つ

扉本体の自重 

付属品の自重 
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4. 構造強度評価

4.1 評価部位 

評価部位は，水密扉の構造上の特徴を踏まえ選定する。なお，評価部位ごとに，扉の開閉状

況を考慮の上，地震荷重を設定する。 

水密扉に生じる地震力（水平，鉛直）に伴う扉本体に作用する慣性力は，ヒンジ部及びカン

ヌキ部から，扉枠を開口部周囲に固定するアンカーボルトを介して，開口部周囲の躯体に伝達

しているため，評価部位をヒンジ部，カンヌキ部及びアンカーボルトとする。また，アンカー

ボルトは，扉の開閉状況（扉が90 °開いた状態と0 °又は180 °開いた状態）を踏まえた評価

を行う。 

水密扉閉止時の地震荷重の作用イメージと評価部位を図4-1に，水密扉開放時の地震荷重の作

用イメージと評価部位を図4-2に示す。 

図4-1 水密扉閉止時の地震荷重の作用イメージと評価部位
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3. 評価部位

取水ピット水位計の耐震評価は，「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上

厳しくなる取付ボルトについて実施する。取水ピット水位計の耐震評価部位については，表 2.2-1

の構造計画に示す。 

4. 固有周期

 取水ピット水位計の固有周期は，検出器と検出器取付座を組合せた状態で振動試験装置によ

り固有振動数（共振周波数）を測定する。測定の結果，固有周期は 0.05 秒以下であり，剛であ

ることを確認した。 

固有周期を表 4.1-1 に示す。 

表 4.1-1 固有周期 

水平方向(s) 鉛直方向(s) 

0.05 以下 0.05 以下 
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 4.5 設計用地震力 

 「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類

「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。また，減衰定数は添付書類

「Ｖ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 

耐震評価に用いる設計用地震力を表 4-10 及び表 4-11 に示す。 

表 4-10 設計用地震力（設計基準対象施設） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期

（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

減衰定数 

（%） 

水平

方向

鉛直

方向

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 
水平 鉛直

EL. 46. 5＊1
－ － 

ＣＨ＝1.16 

又は＊2 

ＣＶ＝1.01

又は＊2 
2.0＊3 2.0＊3

注記＊1： 基準床レベルを示す。 

＊2： 基準地震動Ｓｓに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 

＊3： 全体的にボルト締結による構造であるため，ボルト及びリベット構造物の減衰定数 

を使用する 

表 4-11 設計用地震力（重大事故等対処設備） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期

（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

減衰定数 

（%） 

水平

方向

鉛直

方向

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 
水平 鉛直

EL. 46.5＊1
－ － 

ＣＨ＝1.16 

又は＊2 

ＣＶ＝1.01

又は＊2 
2.0＊3 2.0＊3

注記＊1： 基準床レベルを示す。 

＊2： 基準地震動Ｓｓに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 

＊3： 全体的にボルト締結による構造であるため，ボルト及びリベット構造物の減衰定数 

を使用する 
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【着脱機の耐震性についての計算結果】 

1. 設計基準対象施設

1.1 設 計 条 件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期（s）
弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 最高使用 

温度 

（℃） 

周囲環境

温度 

（℃） 
水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向

設計震度

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

チャンネル

着脱機
Ｂ 

EL. 46.5＊1
－ － 

ＣＨ＝1.16 

又は＊2 

ＣＶ＝1.01 

又は＊2 
－ 

 注記＊1： 基準床レベルを示す。 

＊2： 基準地震動Ｓｓに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 

1.2 機 器 要 目 

ｍＧ 

（kg） 

ｍＦ 

（kg） 

ｍｍ 

（kg） 

ｍｗＨ

(kg) 

ｍｗＮ

(kg) 

Ｅ 

（MPa） 

Ａ１Ｇ 

（mm2） 

ＺｐＧ 

（mm3） 

ＺｙＧ 

（mm3） 

ＺｚＧ 

（mm3） 

Ａ１Ｆ 

（mm2） 

ＺｐＦ 

（mm3） 

ＺｙＦ 

（mm3） 

ＺｚＦ 

（mm3） 

Ａ１Ｂ 

（mm2） 

ＺｐＢ 

（mm3） 

ＺｙＢ 

（mm3） 

ＺｚＢ 

（mm3） 

θ 

（rad） 

2
8
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2. 重大事故等対処設備 

2.1 設 計 条 件 

機器名称 設備分類 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期（s）
弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 最高使用 

温度 

（℃） 

周囲環境

温度 

（℃） 
水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向

設計震度

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

チャンネル 

着脱機 
－ 

EL. 46.5＊1
－ － 

ＣＨ＝1.16 

又は＊2 

ＣＶ＝1.01 

又は＊2 
－ 

注記＊1： 基準床レベルを示す。 

＊2： 基準地震動Ｓｓに基づく設備評価用床応答曲線より得られる値 

 

2.2 機 器 要 目 

ｍＧ 

（kg） 

ｍＦ 

（kg） 

ｍｍ 

（kg） 

ｍｗＨ 

(kg) 

ｍｗＮ 

(kg) 

Ｅ 

（MPa） 

Ａ１Ｇ 

（mm2） 

ＺｐＧ 

（mm3） 

ＺｙＧ 

（mm3） 

ＺｚＧ 

（mm3） 

 

Ａ１Ｆ 

（mm2） 

ＺｐＦ 

（mm3） 

ＺｙＦ 

（mm3） 

ＺｚＦ 

（mm3） 

Ａ１Ｂ 

（mm2） 

ＺｐＢ 

（mm3） 

ＺｙＢ 

（mm3） 

ＺｚＢ 

（mm3） 

θ 

（rad） 
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5. 評価結果 

曲げモーメント，せん断力および圧縮力の評価結果を表 5-1 に示す。また，変位量差

の評価結果を表 5-2 に示す。 

各部の設計用地震力から算定された荷重，変位量は許容荷重，許容変位量を満足して

おり，原子炉ウェル遮蔽ブロックが十分な構造強度を有しており，下部に設置された上

位クラス施設である原子炉格納容器に対して，波及的影響を及ぼさないことを確認した。 

 

表 5-1 評価結果（曲げモーメント・せん断力・圧縮力） 

部位 評価項目 計算結果 許容荷重 

遮蔽ブロック 

本体 

上段 
曲げモーメント 2122 kNm  2932 kNm 

せん断力 695 kN 1696 kN 

中段 
曲げモーメント 1652 kNm  2839 kNm 

せん断力 554 kN 1643 kN 

下段 
曲げモーメント 1576 kNm  2839 kNm 

せん断力 541 kN 1643 kN 

遮蔽ブロック 

支持部 

上段 圧縮力 695 kN 5869 kN 

中段 圧縮力 554 kN 5917 kN 

下段 圧縮力 541 kN 5917 kN 

 

表 5-2 評価結果（変位量差） 

部位 変位量差 許容変位量 

遮蔽ブロック 

本体 

上段―中段 6.08 mm 18.00 mm 

中段―下段 3.31 mm 18.00 mm 
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Ⅴ-2-11-2-10 格納容器機器ドレンサンプの耐震性についての計算書 
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2 

胴板 

ラグ 

底板 

2. 一般事項 

 2.1  配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 構造計画 

格納容器機器ドレンサンプの構造計画を表2-1に示す。 

 

表2-1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

胴を12個のラグで

支持し,さらに胴

は底面で支持され

る。 

格納容器機器ドレ

ンサンプは，格納

容器内の機器ドレ

ンを収集，冷却及

び排出するため，

格納容器床ドレン

サンプに設置され

る構造物である。

周囲設備との干渉

を避けるため，た

て置環状扇形容器

とし，胴板，底板

から構成される。
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原子炉本体の基礎 

格納容器床ドレンサンプ
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4.5 設計用地震力 

評価に用いる設計用地震力を表4-11, 表4-12に示す。 

「弾性設計用地震動Ｓｄの1/2又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付

書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。 

表 4-11 設計用地震力（設計基準対象施設） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期 

（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

の1/2又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

減衰定数 

（％） 

水平

方向

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向

設計震度
水平 鉛直 

原子炉本体の

基礎 

EL.13.198＊１

ＣＨ＝   ＣＶ＝－＊２ － － 1.0＊３ － 

注記 ＊1:基準床レベルを示す。 

＊2:Ｂクラスであり，鉛直方向の固有周期が0.05以下のため，鉛直方向震度は考慮しない。 

＊3:添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に従い，溶接構造物の減衰定数1.0％

を使用する。 

表 4-12 設計用地震力（波及的影響評価） 

据付場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期 

（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

の1/2又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

減衰定数 

（％） 

水平

方向

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 
水平 鉛直 

原子炉本体の

基礎 

EL.13.198＊１

－ － ＣＨ＝  ＣＶ＝ 1.0＊２ － 

注記 ＊1:基準床レベルを示す。 

＊2:添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に従い，溶接構造物の減衰定数1.0％

を使用する。 
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【格納容器機器ドレンサンプの耐震性についての計算結果】 

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件 

機 器 名 称 
耐震設計上の 
重要度分類 

据付場所及び
床面高さ 

（m） 

固有周期（ｓ） 
弾性設計用地震動Ｓｄ 
の1/2又は静的震度 最高使用圧力 

（MPa） 
最高使用温度 

（℃） 
周囲環境温度

（℃） 
液体の比重

（－） 
水平方向 鉛直方向

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

格納容器機器 

ドレンサンプ 
Ｂ 

原子炉本体

の基礎 

EL. 13.198

－ 静水頭 105 1.00 

1.2 機器要目 

ｍｏ 

（kg） 

ｍ 

（kg） 

ｔ 

（mm） 

Ｅ 

（MPa） 

Εｓ 

（MPa） 

Ｇ 

（MPa） 

Ｇｓ 

（MPa） 

Ａｓ 

（mm2） 

Ａｓy 

（mm2） 

Ａｓz 

（mm2） 

12.0 190000 190000 73100 73100 3.000×103 7.191×102 1.505×103

Ｚｓy

（mm3） 

Ｚｓz 

（mm3） 

Ｚｓp 

（mm3） 

4.690×104 1.340×105 7.838×103

Ｓｙ（胴） 

（MPa） 

Ｓｕ（胴） 

（MPa） 

Ｓｙ（ラグ）

（MPa） 

Ｓｕ（ラグ）

（MPa） 

Ｆ （ラグ）

（MPa） 

169 439 169 439 205 

NT2 補② Ⅴ-2-11-2-10 R0 

2
4
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【格納容器機器ドレンサンプの耐震性についての計算結果】 

2. 波及的影響評価

2.1 設計条件 

機 器 名 称 
耐震設計上の 
重要度分類 

据付場所及び
床面高さ 

（m） 

固有周期（ｓ） 
弾性設計用地震動Ｓｄ 
の1/2又は静的震度 

基準地震動Ｓｓ 
最高使用圧力

（MPa） 
水平方向 鉛直方向

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

格納容器機器 

ドレンサンプ 
Ｂ 

原子炉本体

の基礎 

EL. 13.198

－ － 静水頭 

最高使用温度 
（℃） 

周囲環境温度 
（℃） 

液体の比重
（－） 

105 1.00 

2.2 機器要目 

ｍｏ 

（kg） 

ｍ 

（kg） 

ｔ 

（mm） 

Ｅ 

（MPa） 

Εｓ 

（MPa） 

Ｇ 

（MPa） 

Ｇｓ 

（MPa） 

Ａｓ 

（mm2） 

Ａｓy 

（mm2） 

Ａｓz 

（mm2） 

12.0 190000 190000 73100 73100 3.000×103 7.191×102 1.505×103

Ｚｓy

（mm3） 

Ｚｓz 

（mm3） 

Ｚｓp 

（mm3） 

4.690×104 1.340×105 7.838×103

Ｓｙ（胴） 

（MPa） 

Ｓｕ（胴） 

（MPa） 

Ｓｙ（ラグ）

（MPa） 

Ｓｕ（ラグ）

（MPa） 

Ｆ （ラグ）

（MPa） 

169 439 169 439 205 

NT2 補② Ⅴ-2-11-2-10 R0 

＊
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Ⅴ-2-9-4-3-5-1 管の耐震性についての計算書
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3.4 設計用地震力 

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下

表に示す。 

なお，設備評価用床応答曲線は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方

針」に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応

答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 

鳥瞰図 建物・構築物 標高 減衰定数(％)

ML-228-1 原子炉本体の基礎 EL. 8.395 m 

283



13 

N
T
2
 
補
③

 Ⅴ
-
2
-9
-
4
-3
-
5
-1
 
R
0 

3.4 設計用地震力 

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下

表に示す。 

なお，設備評価用床応答曲線は添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解

析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 

鳥瞰図 建物・構築物 標高 
減衰定数 

（％） 

ML-228-1 原子炉本体の基礎 EL. 8.395 m 
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5.3 設計用地震力 

(1) 設計用地震力

コリウムシールドは，ブロック状のシールド材を原子炉本体の基礎の上部円筒部および

中間スラブに隙間なく敷設することにより，原子炉本体の基礎と一体の地震応答挙動を示

すことから，設計用地震荷重として，添付書類「Ⅴ-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び圧

力容器内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」によって算出された設計震

度を適用する。コリウムシールドの設計震度を表 5-3 に示す。 

表 5-3 設計震度 

据付場所

及び

床面高さ(m)

固有周期 

（s） 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

又は静的震度 
基準地震動Ｓｓ 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

原子炉本体の 

基礎 

EL.16.624＊1 

－＊2 － － Ｈ＝ ＣＶ＝

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：固有周期は十分に小さく，計算は省略する。 
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3.4 設計用地震力 

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下

表に示す。 

なお，設備評価用床応答曲線は添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に基づき策定したものを用いる。また，減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解

析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 

鳥瞰図 建物・構築物 標高 
減衰定数 

(％) 

PED-PD-100A 原子炉本体の基礎 EL. 19.856 m 
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4.5 設計用地震力 

評価に用いる設計用地震力を表 4-5 に示す。 

表 4-5 設計用地震力 

建物・構造物 標高 

設計用震度 

水平方向 鉛直方向 

原子炉本体の 

基礎 
EL. 16.624 m 

 4.6 計算方法 

本計算の計算機プログラムは「ＮＳＡＦＥ」を使用し固有値及び応力を求める。 

なお，評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-

5-4 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＨＩＳＡＰ及びＮＳＡＦＥ」に示す。

設計用地震力を用いた静的地震解析にて発生応力を算出し，耐震評価を行う。

4.7 計算条件 

本計算に用いた材料，降伏点を表 4-6 に示す。 

表 4-6 材料と降伏点 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ 

（MPa） 

Ｓｕ 

（MPa） 

導入管カバー SUS304 40 205 520 

4.8 応力の評価 

 溶接部の発生組合せ応力が，許容せん断応力ｆｓ以下であること。ｆｓは表 4-7 に示す。 

表 4-7 許容せん断応力 

材料 
基準応力 

Ｆ＊（MPa） 

許容せん断応力 

ｆｓ（MPa） 

SUS304 205 117 

注記 ＊：基準応力Ｆは以下の計算式で求める。 

Ｆ＝Ｍｉｎ（Ｓｙ，0.7・Ｓｕ） 

ここで， 

Ｓｙ：材料の設計降伏点 

Ｓｕ：材料の設計引張強さ 
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3. 固有周期

3.1 解析方法 

火災感知器の固有周期は，添付書類「別添1-1 4. 固有周期」に示す算出方法に基づき，正

弦波掃引試験により算出する。 

3.2 固有値解析結果 

火災感知器の固有値解析結果を表3-1に示す。 

表3-1により，火災感知器の固有周期は，0.05 s以下であり剛であることを確認した。 

表3-1 固有値解析結果 

機器名称 方向 固有周期 

火
災
感
知
器

熱感知器 
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

煙感知器① 
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

光電分離式 

煙感知器 

水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

煙感知器（防爆）
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

熱感知器（防爆）
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

屋外仕様炎感知器
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

熱感知カメラ 
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

煙感知器② 
水平 0.05以下 

鉛直 0.05以下 

（単位：s）
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【火災感知器の耐震性についての計算結果】 

6.1  設計条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 

据え付け場所及び

床面高さ(m) 

固有周期(s) 基準地震動Ｓｓ 
周辺環境温度

(℃) 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

熱感知器 Ｃ 
EL.46.5＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 1.74 1.52 40 

煙感知器① Ｃ 
EL.46.5＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 1.74 1.52 40 

光電分離式煙感知器 Ｃ 
EL.63.65＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 2.45 1.88 40 

煙感知器（防爆） Ｃ 
EL.14.0＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 1.13 0.99 40 

熱感知器（防爆） Ｃ 
EL.14.0＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 1.13 0.99 40 

屋外仕様炎感知器 Ｃ 
EL.63.65＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 2.45 1.88 40 

熱感知カメラ Ｃ 
海水ポンプ室 

EL.0.3 
0.05 以下*2 0.05 以下*2 1.10 1.03 40 

煙感知器② Ｃ 
EL.14.0 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 1.13 0.99 40 

注記 ＊1：建屋天井等に固定しているため，設置フロア上階の設備評価用床応答曲線を用いる。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。 
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3. 固有周期

3.1 解析方法 

火災受信機盤の固有周期は，添付書類「別添 1-1 4. 固有周期」に示す算出方法に基づき,

正弦波掃引試験またはランダム波試験により算出する。 

3.2 固有値解析結果 

火災受信機盤の固有値解析結果を表 3-1 に示す。 

表 3-1 固有値解析結果 

機器名称 方向 固有周期 

火災受信機盤 
鉛直 0.05 以下 

水平 0.05 以下 

制御監視盤 
鉛直 0.05 以下 

水平 

ユーザーコンソールユニット
鉛直 0.05 以下 

水平 0.05 以下 

モニタ
鉛直 0.05 以下 

水平 0.05 以下 

火災受信機盤，ユーザーコンソールユニット及びモニタは，固有周期が鉛直方向 0.05 s 以下，水

平方向 0.05 s 以下であり，剛であることを確認した。 

（単位：s）
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3.3 設計用地震力 

火災受信機盤，ユーザーコンソールユニット及びモニタは，「3.2 固有値解析結果」により，

固有周期が鉛直方向 0.05 s 以下，水平方向 0.05 s 以下であることを確認した。従って耐震計

算に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」の最

大応答加速度を用いる。 

制御監視盤は，「3.2 固有値解析結果」により，固有周期が鉛直方向 0.05 s 以下，水平方向

であることを確認した。従って構造強度評価計算に用いる水平方向設計用地震力は，

設置フロア高さにおける固有周期 の応答加速度を用い，鉛直方向の設計用地震力につ

いては添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」の最大応答加速度を用いる。また，

機能維持評価には，水平方向及び鉛直方向とも添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成

方針」の最大応答加速度を用いる。なお，構造強度評価に用いる減衰定数は添付書類「Ⅴ-2-1-

6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。 
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【火災受信機盤の耐震性についての計算結果】 

6.1 設計条件 

機器名称 
耐震設計上の

重要度分類 

据付場所及び

床面高さ 

（m） 

固有周期（s） 基準地震動Ｓｓ 減衰定数(％) 周辺環境 

温度 

（℃） 
水平方向 鉛直方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平 

方向 

垂直 

方向 

火災受信機盤 Ｃ 
EL.29.0＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 ＣＨ＝1.55 ＣＶ＝1.17 － － 40 

制御監視盤 Ｃ 
EL.-4.0＊1 

0.05 以下*2 ＣＨ＝1.03＊3 ＣＶ＝0.90 4.0 － 40 

ユーザーコンソール

ユニット
Ｃ 

EL.29.0＊1 
0.05 以下*2 0.05 以下*2 ＣＨ＝1.55 ＣＶ＝1.17 － － 40 

モニタ Ｃ 
EL.29.0＊1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 ＣＨ＝1.55 ＣＶ＝1.17 － － 40 

注記 ＊1：建屋床面及び壁面に固定しているため，設置フロア上階の設備評価用床応答曲線を用いる。 

＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり，剛であることを確認した。 

＊3：柔構造のため固有周期に応じた設備評価用床応答曲線を用いる。 
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3.4 固有周期 

ハロンボンベ設備の固有値解析結果を「3.4.1 ハロンボンベ設備」に，ハロンボンベ設備の

容器弁の固有値解析結果を「3.4.2 容器弁」に示す。 

 

3.4.1 ハロンボンベ設備 

ハロンボンベ設備の固有値解析結果を表 3-5 に，振動モード図を図 3-2 に示す。なお、

固有周期は 0.05 s 以下であり剛であることを確認した。 

 

3.4.2 容器弁 

容器弁の固有値解析結果を表 3-6 に示す。表 3-6 より，容器弁は剛であることを確認し

た。 

 

表 3-5 ハロンボンベ設備の固有周期         （単位：s） 

設備名称 方向 固有周期 

ハロンボンベ設備 

水平 

鉛直 

 

表 3-6 容器弁の固有周期            （単位：s） 

機器名称 方向 固有周期 

容器弁 

水平 0.05 以下 

鉛直 0.05 以下 
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3.4 固有周期 

ハロンガス供給選択弁ユニットの固有値解析結果を「3.4.1 ハロンガス供給選択弁ユニッ

ト」に，ハロンガス供給選択弁ユニットの選択弁の固有値解析結果を「3.4.2 選択弁」に示す。 

 

3.4.1 ハロンガス供給選択弁ユニット 

ハロンガス供給選択弁ユニットの固有値解析結果を表 3-5 に，振動モード図を図 3-2 に

示す。固有周期は 0.05 s 以下であり剛であることを確認した。 

 

3.4.2 選択弁 

選択弁の固有値解析結果を表 3-6 に示す。表 3-6 より，選択弁は剛であることを確認し

た。 

 

表 3-5 ハロンガス供給選択弁ユニットの固有周期    （単位：s） 

設備名称 方向 固有周期 

ハロンガス供給選択弁 

ユニット 

水平 

鉛直 

 

表 3-6 選択弁の固有周期                   （単位：s） 

機器名称 方向 固有周期 

選択弁 

水平 0.05 以下 

鉛直 0.05 以下 
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【ハロンガス供給選択弁ユニットの耐震性についての計算結果】 

5.1 設計条件 

機器名称 
耐震設計上の

重要度分類 

据え付け場所及び

床面高さ(m) 

固有周期(s) 基準地震動Ｓｓ 
周辺環境温度

(℃) 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

ハロンガス供給 

選択弁ユニット 
Ｃ 

緊急時対策所建屋

EL.23.3 
1.43 1.27 40 

選択弁 Ｃ 
緊急時対策所建屋

EL.23.3 
0.05 以下* 0.05 以下* 1.43 1.27 40 

注記 ＊：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。 

 

5.2 計算数値 

（１）ボルトに作用する力 

部材 Ｆｂ(N) Ｑｂ(N) Ａｂ(mm2) 

基礎ボルト 
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3. 固有周期 

3.1 解析方法 

ハロン消火設備制御盤の固有周期は，添付書類「別添 1-1 4. 固有周期」に示す算出方法

に基づき，正弦波掃引試験により算出する。 

 

3.2 固有値解析結果 

ハロン消火設備制御盤の固有値解析結果を表 3-1 に示す。 

表 3-1 より，ハロン消火設備制御盤の固有周期は，0.05 s 以下 であり剛であることを確認

した。 

 

表 3-1 固有値解析結果 

機器名称 方向 固有周期 

ハロン消火設備制御盤 

水平 0.05 以下 

鉛直 0.05 以下 

 

 

3.3 設計用地震力 

ハロン消火設備制御盤の耐震計算に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設

計用床応答曲線の作成方針」に基づく。 

 

  

（単位：s）
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【ハロン消火設備制御盤の耐震性についての計算結果】 

6.1 設計条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 

据付場所及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期（s） 基準地震動Ｓｓ 
周辺環境温度 

（℃） 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

ハロン消火 

設備制御盤 
Ｃ 

 

EL.46.5*1 
0.05 以下*2 0.05 以下*2 ＣＨ＝1.74 ＣＶ＝1.52 40 

注記 ＊1：ハロン消火設備制御盤は，壁掛型のため，設置床上階の設備評価用床応答曲線を用いる。 

   ＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。 

 

6.2 機器要目 

部材 
ｍ 

(kg) 

ｈ1 

(mm) 

 １ 

(mm) 

 ２ 

(mm) 

 ３ 

(mm) 

Ａｂ 

(mm2) 
ｎ ｎf 

基礎ボルト 6 
2（鉛直方向）

3（水平方向）

 

部材 
Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

基礎ボルト 245 400 280 

 

 

  

＊
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3.4 固有周期 

二酸化炭素ボンベ設備の固有値解析結果を「3.4.1 二酸化炭素ボンベ設備」に，二酸化炭素

ボンベ設備の容器弁の固有値解析結果を「3.4.2 容器弁」に示す。 

 

3.4.1 二酸化炭素ボンベ設備 

二酸化炭素ボンベ設備の固有値解析結果を表 3-5 に，振動モード図を図 3-2 に示す。固

有周期は 0.05 s 以下であり剛であることを確認した。 

 

3.4.2 容器弁 

容器弁の固有値解析結果を表 3-6 に示す。表 3-6 より，容器弁は剛であることを確認し

た。 

 

表 3-5 二酸化炭素ボンベ設備の固有周期    （単位：s） 

設備名称 方向 固有周期 

二酸化炭素ボンベ設備 

水平 

鉛直 

 

表 3-6 容器弁の固有周期          （単位：s） 

機器名称 方向 固有周期 

容器弁 

水平 0.05 以下 

鉛直 0.05 以下 
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3.4 固有周期 

二酸化炭素供給選択弁ユニットの固有値解析結果を「3.4.1 二酸化炭素供給選択弁ユニット」

に，選択弁の固有値解析結果を「3.4.2 選択弁」に示す。 

 

3.4.1 二酸化炭素供給選択弁ユニット 

二酸化炭素供給選択弁ユニットの固有値解析結果を表 3-5 に，振動モード図を図 3-2 に

示す。固有周期は 0.05 s 以下であり剛であることを確認した。 

 

3.4.2 選択弁 

選択弁の固有値解析結果を表 3-6 に示す。表 3-6 より，選択弁は剛であることを確認し

た。 

 

表 3-5 二酸化炭素供給選択弁ユニットの固有周期    （単位：s） 

設備名称 方向 固有周期 

二酸化炭素供給選択弁 

ユニット 

水平 

鉛直 

 

表 3-6 選択弁の固有周期             （単位：s） 

機器名称 方向 固有周期 

選択弁 

水平 0.05 以下 

鉛直 0.05 以下 
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【二酸化炭素供給選択弁ユニットの耐震性についての計算結果】 

5.1 設計条件 

機器名称 
耐震設計上の

重要度分類 

据え付け場所及

び床面高さ(m) 

固有周期(s) 基準地震動Ｓｓ 
周辺環境温度

(℃) 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

二酸化炭素供給 

選択弁ユニット 
Ｃ 

 

EL.29.0＊1 
1.55 1.17 40 

選択弁 Ｃ 
 

EL.29.0＊1 
0.05 以下＊2 0.05 以下＊2 1.55 1.17 40 

注記 ＊1：二酸化炭素供給選択弁ユニットは に付随するガスボンベ庫に設置するため，設置フロアより上階の の設備評

価用床応答曲線を用いる。 

   ＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。 

 

5.2 計算数値 

（１）ボルトに作用する力 

部材 Ｆｂ(N) Ｑｂ(N) Ａｂ(mm2) 

基礎ボルト 
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3. 固有周期 

3.1 解析方法 

二酸化炭素消火設備制御盤の固有周期は，添付書類「別添 1-1 4. 固有周期」に示す算出

方法に基づき,正弦波掃引試験により算出する。 

 

3.2 固有値解析結果 

二酸化炭素消火設備制御盤の固有値解析結果を表 3-1 に示す。 

表 3-1 より，二酸化炭素消火設備制御盤の固有周期は，0.05 s 以下であり剛であることを確

認した。 

 

表 3-1 固有値解析結果 

機器名称 方向 固有周期 

二酸化炭素消火設備制御盤 

鉛直 0.05 以下 

水平 0.05 以下 

 

3.3 設計用地震力 

二酸化炭素消火設備制御盤の耐震計算に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-

7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づく。 

 

  

（単位：s）
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【二酸化炭素消火設備制御盤の耐震性についての計算結果】 

6.1  設計条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 

据付場所及び 

床面高さ 

（m） 

固有周期（s） 基準地震動Ｓｓ 
周辺環境温度 

（℃） 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

二酸化炭素 

消火設備制御盤 
Ｃ 

 

EL.8.20*1 

0.05 以下*2 0.05 以下*2 ＣＨ＝1.10 ＣＶ＝0.96 40 

注記 ＊1：二酸化炭素消火設備制御盤は，壁掛型のため，設置床上階の設備評価用床応答曲線を用いる。 

   ＊2：固有値解析より 0.05 秒以下であり、剛であることを確認した。 

 

6.2 機器要目 

部材 
ｍ 

(kg) 

ｈ1 

(mm) 

 １ 

(mm) 

 ２ 

(mm) 

 ３ 

(mm) 

Ａｂ 

(mm2) 
ｎ ｎf 

基礎ボルト 6 
2（鉛直方向） 

3（水平方向） 

 

部材 
Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

基礎ボルト 245 400 280 

 

 

  

＊
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する固有振動数及び地震による荷重を用いて，架台を床に固定する基礎ボルトの評価を行

う。 

 

(2) 転倒評価 

その他設備の転倒評価については，添付書類Ⅴ-1-1-6-別添2の「6.3.3(2)b. 転倒」にて

設定している評価方針に基づき，その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度が，加振試験により転倒を防止す

るためスリング等の健全性を確認した加振台の最大加速度以下であることを確認する。その

評価方法は，「4.3 その他設備 (3) 転倒評価」に示すとおり，加振試験によりスリング等

が健全であることを確認する。 

 

(3) 機能維持評価 

 その他設備の機能維持評価については，添付書類Ⅴ-1-1-6-別添2の「6.3.3(2)c. 機能維

持」にて設定している評価方針に基づき，その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度が，加振試験により計測

機能，給電機能等の動的及び電気的機能，並びにスリング等の支持機能を維持できることを

確認した加振台の最大加速度以下であることを確認する。その評価方法は，「4.3 その他設備 

(4) 機能維持評価」に示すとおり，加振試験により機能が維持できることを確認する。 

 

(4) 波及的影響評価 

 その他設備の波及的影響の評価については，添付書類Ⅴ-1-1-6-別添2の「6.4.3 その他設

備」にて設定している評価方針に基づき，その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対し，床，壁，架台及び収納ラック等に固定するスリング等が健全であることを加振

試験により確認することで，隣接する他の可搬型重大事故等対処設備等に対して波及的影響

を及ぼさないことを確認する。 

 その他設備に使用しているスリング等は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，対象設備の

重心高さを考慮してスリング等の設置位置を設定するとともに，保管場所における設置床又

は地表面の最大応答加速度によりスリング等が受ける荷重に対して十分な裕度を持たせて選

定を行う。スリング等の支持機能については保管状態を模擬した加振試験により確認する。 

 

 以上を踏まえ，以降では，可搬型重大事故等対処設備の耐震計算に用いる荷重及び荷重の組合

せ並びに許容限界について，｢3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界｣に示し，車両型設備，ボ

ンベ設備及びその他設備の分類ごとの耐震評価方法を評価項目ごとに｢4. 耐震評価方法｣に示す。 
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NT2 補③ Ⅴ-2-別添 3-1 R0 

 

 

表2-3 可搬型重大事故等対処設備 応力評価部位（2/3） 

 

  

機器名称 設備 
評価部位 

選定理由 
直接支持構造物 間接支持構造物

非常用窒素供給系Ａ系 

高圧窒素ボンベ 

ボンベ

設備 
ボンベ架台 対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを床に固定している支持構造物であるボンベ架台，架台を据付ける埋込金物又はアンカープレートの溶接部

を評価対象とする。 

非常用窒素供給系Ｂ系 

高圧窒素ボンベ 

ボンベ

設備 
ボンベ架台 対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを床に固定している支持構造物であるボンベ架台，架台を据付ける埋込金物又はアンカープレートの溶接部

を評価対象とする。 

非常用逃がし安全弁駆動

系Ａ系高圧窒素ボンベ 

ボンベ

設備 
ボンベ架台 対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを床に固定している支持構造物であるボンベ架台，架台を据付けるアンカープレートの溶接部を評価対象と

する。 

なお，構造及び設置環境が類似する非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベラックの 1ラック当たりのボンベ収納本数が 5本で

あるのに対し，非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベラックは，1ラック当たりのボンベ収納本数が 3本であり軽量

であることから，非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベラックの評価に包絡される。 

非常用逃がし安全弁駆動

系Ｂ系高圧窒素ボンベ 

ボンベ

設備 
ボンベ架台 対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを床に固定している支持構造物であるボンベ架台，架台を据付けるアンカープレートの溶接部を評価対象と

する。 

なお，構造及び設置環境が類似する非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベラックの1ラック当たりのボンベ収納本数が5本で

あるのに対し，非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベラックは，1ラック当たりのボンベ収納本数が3本であり軽量であ

ることから，非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベラックの評価に包絡される。 

中央制御室待避室空気 

ボンベユニット 

ボンベ

設備 
ボンベ架台 対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを床に固定している支持構造物であるボンベ架台，架台を据付けるアンカープレートの溶接部を評価対象と

する。 

緊急時対策所加圧設備 
ボンベ

設備 

ボンベカードル

フレーム 
対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを床に固定している支持構造物であるボンベカードルフレーム，ボンベカードルフレームを支持架構に取付

ける取付ボルト，ボンベカードルフレーム及び支持架構を床面に据え付ける取付ボルトを評価対象とする。 

第二弁操作室空気 

ボンベユニット 

ボンベ

設備 
ボンベ架台 対象なし 

ボンベについては，高圧ガス保安法の規格に基づいた設計がなされており，添付書類「Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス3機器

の強度評価の基本方針」において，重大事故等クラス3機器としての強度評価の方針を示しており，十分な強度を有している

ことから，ボンベを壁に固定している支持構造物であるボンベ架台，架台を据付けるアンカープレートの溶接部を評価対象と

する。 
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NT2 補③ Ⅴ-2-別添 3-1 R0 

 

表2-3 可搬型重大事故等対処設備 応力評価部位（1/3） 

機器名称  設備 
評価部位 

選定理由 
直接支持構造物 間接支持構造物

可搬型代替注水

大型ポンプ 

車両型 

設備 

ポンプ取付ボルト

内燃機関取付 

ボルト 

コンテナ取付 

ボルト 

ポンプ，内燃機関は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（日本電気協会）（以下，Ⅴ-2-別添3において

は「ＪＥＡＧ４６０１－1987」という）において剛構造のポンプ，内燃機関は，取付ボルト及び基礎ボルトが応力評価対象とな

る旨規定されている。ポンプ及び内燃機関は，内圧に耐える肉厚構造の設計となっており，剛構造であることから当該設備はＪ

ＥＡＧ４６０１－1987に記載されているポンプや内燃機関と同等の構造とみなすことができるため評価対象は，ポンプ及び内

燃機関取付ボルトを対象とする。 

車両部については，間接支持構造物の主たる支持構造物であり，支持機能が失われた場合に影響が大きい部位である車両フレ

ーム，コンテナ台板，コンテナ取付ボルトのうち断面積の小さなコンテナ取付ボルトを評価対象とする。 

可搬型代替注水

中型ポンプ 

車両型 

設備 

内燃機関取付 

ボルト 

コンテナ取付 

ボルト 

内燃機関は，ＪＥＡＧ４６０１－1987において剛構造の内燃機関は，取付ボルト，基礎ボルトが応力評価対象となる旨規定さ

れている。内燃機関は，内圧に耐える肉厚構造の設計となっており，剛構造であることから当該設備はＪＥＡＧ４６０１－1987

に記載されている内燃機関と同等の構造とみなすことができるため評価対象は，内燃機関取付ボルトが対象となる。 

ポンプについては，通常時，車両に積載したコンテナ内に保管する水中ポンプであり，動力消防ポンプの技術上の規格に基づ

いた設計がなされており，付録14「重大事故等クラス3機器の強度計算書作成の基本方針」において，重大事故等クラス3機器と

して強度評価を実施しており，十分な強度を有していることから，ポンプを積載する車両部については，間接支持構造物の主た

る支持構造物であり，支持機能が失われた場合に影響が大きい部位である車両フレーム，コンテナ台板，コンテナ取付ボルトの

うち断面積の小さなコンテナ取付ボルトを評価対象とする。 

可搬型代替低圧

電源車及び窒素

供給装置用電源

車 

車両型 

設備 

発電機／内燃機関

取付ボルト 

コンテナ取付 

ボルト 

発電機，内燃機関は，非常用電源設備としてＪＥＡＧ４６０１－1987において発電機等は剛構造であり，基礎ボルトが応力評

価対象となる旨規定されている。発電機は重量の大きな固定子，回転子を支持するケーシングからなる剛構造であり，内燃機関

は，シリンダブロックが内圧に耐える肉厚構造の設計であり剛構造であることから，当該設備はＪＥＡＧ４６０１－1987に記載

されている発電機や内燃機関と同等の構造とみなすことができるため，評価対象は発電機，内燃機関の取付ボルトを対象とす

る。 

車両部については，間接支持構造物の主たる支持構造物であり，支持機能が失われた場合に影響が大きい部位である車両フレ

ーム，パッケージ台板，コンテナ取付ボルトのうち断面積の小さなコンテナ取付ボルトを評価対象とする。 

窒素供給装置 
車両型 

設備 

窒素ガス分離装置

取付ボルト 

空気圧縮機取付 

ボルト 

コンテナ取付 

ボルト 

窒素ガス分離装置及び空気圧縮機は，パッケージ型の一体構造品であることから地震時，荷重が集中して作用する窒素ガス分

離装置取付ボルト及び空気圧縮機取付ボルトを評価対象とする。 

車両部については，間接支持構造物の主たる支持構造物であり，支持機能が失われた場合に影響が大きい部位である車両フレ

ーム，コンテナ台板，コンテナ取付ボルトのうち断面積の小さなコンテナ取付ボルトを評価対象とする。 

タンクローリ 
車両型 

設備 

タンク取付ボルト

ポンプ取付ボルト
対象なし 

タンクローリは，燃料を内包し輸送できる圧力容器であり十分な強度を有した設計である。保管状態は，タンクが空の状態で

あり地震時に考慮すべき荷重は，地震荷重によるタンク自重によるモーメントであり，当該モーメントはタンク取付ボルトにか

かることからタンク取付ボルトを評価対象とする。また，ポンプについては，ＪＥＡＧ４６０１－1987において剛構造のポンプ

は，取付ボルト，基礎ボルトが応力評価対象となる旨規定されている。ポンプは，内圧に耐える肉厚構造の設計となっているこ

とから，当該設備はＪＥＡＧ４６０１-1987に記載されているポンプと同等の構造とみなすことができるため，評価対象はポン

プ取付ボルトを対象とする。 
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4.2 ボンベ設備 

   ボンベ設備においては，重大事故等に対処するための機能を維持するために，応力評価，転

倒評価及び波及的影響評価を実施する。 

   以下，重大事故等時において最も条件の厳しい非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベ設備の耐震

評価を例示する。ボンベ設備の耐震評価フローを図 4-4 に示す。また，応力評価に使用する記

号を表 4-3 に示す。 

 

   (1) 耐震評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 ボンベ設備の耐震評価フロー 

 

  (2) 応力評価及び波及的影響 

    ボンベ設備は，耐震評価上厳しくなるアンカープレートの溶接部（ボンベ設備（床置形及

び壁掛床置形）），取付ボルト及びカードルフレーム（ボンベ設備（カードル形））につい

て，評価対象部位に作用する応力が許容限界を満足することを確認する。また，地震後にお

いて，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，ボンベ架台に収納し，架台を耐震性を有する建

屋内の保管場所の床又は壁等に溶接で固定して保管し，主要な構造部材が窒素及び空気供

給機能を維持可能な構造強度を有することで，当該設備以外の可搬型重大事故等対処設備

に波及的影響を及ぼさないことを確認する。  

解析モデル設定 

設計用地震力 

有限要素法モデルの作成 

固有値解析 

地震時における応力 

ボンベ設備の応力評価 

ボンベ設備の転倒評価 ボンベ設備の波及的影響評価 

312



 

3 

N
T
2
 
補

③
 

Ⅴ
-2
-
別
添

3-
2
 

R
0 

 

2. 可搬型重大事故等対処設備保管エリアの入力地震動 

2.1 入力地震動の算定方針 

入力地震動は，水平方向及び鉛直方向に対して，解放基盤面で定義される基準地震

動Ｓｓを基に，各保管エリアでの地盤条件を考慮し，地盤の地震応答解析により評価

する。基準地震動Ｓｓは添付書類「Ⅴ-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動 

Ｓｄの策定概要」による。 

地盤の地震応答解析は，１次元波動論により行う。解析コードは「ｋ－ＳＨＡＫＥ」

を用いる。なお，評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，

添付書類「Ⅴ-5-25 計算機プログラム（解析コード）の概要・ｋ－ＳＨＡＫＥ」に示

す。 

１次元波動論による入力地震動の評価フローを図 2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 入力地震動の評価フロー図  

解析条件の設定  
（解析方針）  

地盤モデルの作成  
（地質構造・地盤物性）  

１次元波動論による応答解析  

保管エリア地表面位置における  
入力地震動の算定  
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2.4 評価方針 

   車両型設備の評価方針を以下に示し，評価方法の一覧を表2-2に，耐震評価フローを図2-8に

示す。 

 

2.4.1 応力評価 

     車両型設備は，別添3-1の「2.2.1 車両型設備」にて設定した応力評価の方針に従い，

直接支持構造物及び間接支持構造物に対する応力評価を実施する。 

     車両型設備の応力評価は，「3. 加振試験」にて得られた評価部位頂部の加速度を用い，

「4. 応力評価」に示す方法により，車両型設備の評価部位に作用する応力が許容限界を

満足することを確認する。確認結果を「8. 評価結果」に示す。 

     別添3-1の「2.2 評価方針」に示す評価部位のうち直接支持構造物としての取付ボルト

の応力評価については，ＪＥＡＧ４６０１・補－1984に規定されているその他の支持構造

物の評価に従い実施する。間接支持構造物としての取付ボルトについては，直接支持構造

物の応力評価に準じて実施する。 

 

2.4.2 転倒評価 

     車両型設備は，別添3-1の「2.2.1 車両型設備」にて設定した転倒評価の方針に従い，

転倒評価を実施する。 

     車両型設備の転倒評価は，「5. 転倒評価」に示す方法により，「3. 加振試験」におけ

る加振試験を行い，長い余長の固縛装置を設置する設備は，加振試験後に転倒していない

こと，短い余長の固縛装置を設置する設備は，加振試験後に固縛装置が健全であり，車両

型設備が転倒していないことを確認し，保管場所の地表面の最大応答加速度と，加振試験

により転倒しないことを確認した加振台の最大加速度との比較を行い，許容限界を満足す

ることを確認する。確認結果を「8. 評価結果」に示す。 

 

2.4.3 機能維持評価 

     車両型設備は，別添3-1の「2.2.1 車両型設備」にて設定した機能維持評価の方針に従

い，支持機能，移動機能，動的及び電気的機能維持評価を実施する。 

     車両型設備の機能維持評価は，「6. 機能維持評価」に示す方法により，「3. 加振試験」

における加振試験にて，加振試験後に支持機能及び移動機能，並びにポンプの送水機能及

び発電機の発電機能等の動的及び電気的機能を維持できることを確認し，保管場所の地表

面の最大応答加速度と，加振試験により支持機能，移動機能，動的及び電気的機能を維持

できることを確認した最大加速度との比較を行い，許容限界を満足することを確認する。

確認結果を「8. 評価結果」に示す。 
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表 3-2 支持部の取付ボルトの許容限界 

 設備分類 荷重の組合せ 
許容応力

状態 

許容限界＊1，＊2，＊4 

一次応力 

引張＊3 せん断＊3 

取付ボルト － Ｄ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 1.5･fs＊ 

注記 ＊1：ft＊, fs＊は，発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。）） 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－2005/2007（日本機械学会）（以下，Ⅴ-2-別添3においては「設

計・建設規格」という） SSB－3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･Sy（RT）

と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB－3133）。ただし，Sy及び0.7･Suのいず

れか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

   ＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容引張応力   

ƒｔｓは，設計・建設規格 SSB-3133に基づき，ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]

とする。ここで，ƒｔｏは1.5･ft＊とする。 

   ＊4：当該応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可

能である場合は評価を省略する。 

 

表 3-3 溶接部の許容限界 

 設備分類 荷重の組合せ 
許容応力

状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

組合せ 

溶接部 － Ｄ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 

注記 ＊1：ft＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･Sy（RT）

と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及び0.7･Suのいず

れか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 
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表 3-4 ボンベカードルフレームの許容限界 

評価部位 設備分類 荷重の組合せ 許容応力状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

組合せ 

ボンベカードル

フレーム 
－ Ｄ＋Ｓs ⅣＡＳ 1.5･ft

＊
 

注記 ＊1：ft＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･Sy（RT）

と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及び0.7･Suのいず

れか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

 

表 3-5 ボンベカードルフレーム取付ボルトの許容限界 

評価部位 設備分類 荷重の組合せ 
許容応力 

状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

引張＊3 せん断＊3 

取付ボルト － Ｄ＋Ｓs ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 1.5･fs＊ 

注記 ＊1：ft＊,fs＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･

Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及び0.7･

Suのいずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

   ＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容引張応力   

ƒｔｓは，設計・建設規格 SSB-3133に基づき，ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]

とする。ここで，ƒｔｏは1.5･ft＊とする。 
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表3-6 基礎ボルトの許容限界 

 設備分類 荷重の組合せ 
許容応

力状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

引張＊3 せん断＊3 

基礎ボルト － Ｄ＋Ｓs ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 1.5･fs＊ 

注記 ＊1：ft＊, fs＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2Sy及び1.2Sy

（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及び0.7Suの

いずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

   ＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容引張応力   

ƒｔｓは，設計・建設規格 SSB-3133に基づき，ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ， ƒｔｏ]

とする。ここで，ƒｔｏは1.5･ft＊とする。 
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表 4-7 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

組合せ 

ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 

注記 ＊1：ft＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。

ただし，Sy及び0.7･Suのいずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

 

 

NT2 補② Ⅴ-2-別添 3-4 R0 
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表 5-7 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

組合せ 

ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 

注記 ＊1：ft＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-

3133）。ただし，Sy及び0.7･Suのいずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

 

NT2 補② Ⅴ-2-別添 3-4 R0 
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表 6-7 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊１，＊２，＊３ 

一次応力 

せん断 

ⅣＡＳ 1.5・ｆｓ
＊ 

注記 ＊1：fs＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･Sy（RT）

と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及び0.7･Suのいず

れか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

 

表 6-8 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備） 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｓｙ(ＲＴ)

(MPa) 

溶接部 

（アンカープ

レート） 

SS400 

(16mm 以下＊) 
周囲環境温度 50 241 394 － 

注記 ＊：母材寸法を示す。 
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表 7-4 フレームの許容応力 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

組合せ 

ⅣAＳ 1.5ft
＊ 

注記 ＊1：ft
＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び1.2･

Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy

及び0.7･Suのいずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設

定する。 

 

表 7-5 取付ボルトの許容応力 

許容応力状態 

許容限界＊1,＊2 

一次応力 

引張＊3 せん断＊3 

ⅣAＳ 1.5･ft
* 1.5･fs

* 

注記 ＊1：ft
*，fs

*：設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a 本文中 Sy 及び Sy（RT）を 1.2･Sy

及び 1.2･Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。た

だし，Sy 及び 0.7･Su のいずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設

定する。 

   ＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容引張応力    

 ｔｓは，設計・建設規格 SSB-3133 に基づき， ｔｓ＝Min[1.4・ ｔｏ－1.6・τｂ， ｔ

ｏ]とする。ここで， ｔｏは 1.5･ft＊とする。 
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4.4 荷重の組合せ及び許容応力 

その他設備の架台の応力評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力は，別添3-1の「3. 荷重

及び荷重の組合せ並びに許容限界」で設定した荷重の組合せ及び許容応力状態を用いる。 

 

4.4.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

その他設備の架台の応力評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表4-1に示す。 

 

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

設備名称 設備分類 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

その他設備（架台） － －＊ Ｄ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

 

4.4.2 許容応力 

その他設備の架台の基礎ボルトの許容応力は，別添3-1の「2.2 評価方針」にて設定し

た評価部位の破断延性限界を考慮し，別添3-1の「3.2 許容限界」で設定した許容限界に

従い，許容応力状態 ⅣＡＳの許容応力とする。 

各評価部位の許容応力を表4-2に示す。 

 

表 4-2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

引張り＊3 せん断＊3 

ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 1.5･fs＊ 

注記 ＊1：ft＊，fs＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy及び

1.2･Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及

び0.7･Suのいずれか小さい方の値とする。 

   ＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定す

る。 

   ＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容引張応力 

ƒｔｓは，設計・建設規格 SSB-3133に基づき，ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ，ƒｔｏ]

とする。ここで，ƒｔｏは1.5･ft＊とする。 

 

4.4.3 使用材料の許容応力評価条件 

その他設備の架台の許容応力評価条件を表4-3に示す。 
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2.5 適用基準 

   適用する規格，基準等を以下に示す。 

   （1） 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年度版（2007年追補版を含む。）） 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007（日本機械学会（以下「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－

2005/2007」という。）） 

   （2） 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（日本電気協会） 

   （3） 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補

－1984（日本電気協会） 

   （4） 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版（日本電気協会） 
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4.3 荷重の組合せ及び許容応力 

   車両型設備の応力評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力は，別添3-1の「3.1 荷重及び荷

重の組合せ」で設定した荷重及び荷重の組合せを用いる。 

 

4.3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

     車両型設備の応力評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表4-2に示す。 

 

表4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

設備名 設備分類 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

車両型設備 － －＊ Ｄ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記 ＊：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力状態を適用する。 

 

4.3.2 許容応力 

     車両型設備の直接及び間接支持構造物の許容応力は，「4.2 評価部位」にて設定した評

価部位の破断延性限界を考慮し，別添3-1の「3.2 許容限界」で設定した許容限界に従い，

許容応力状態 ⅣＡＳの許容応力とする。 

     各評価部位の許容応力を表4-3に示す。 

 

表4-3 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2 

一次応力 

引張＊3 せん断＊3 

ⅣＡＳ 1.5･ft＊ 1.5･fs＊ 

注記 ＊1：ft＊，fs＊は，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a本文中Sy及びSy（RT）を1.2･Sy   及び

1.2･Sy（RT）と読み替えて算出した値（設計・建設規格 SSB-3133）。ただし，Sy及

び0.7･Suのいずれか小さい方の値とする。 

＊2：ＪＥＡＧ４６０１・補－1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

＊3：ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容引張応力  

ƒｔｓは，設計・建設規格 SSB-3133に基づき，ƒｔｓ＝Min[1.4・ƒｔｏ－1.6・τｂ，ƒｔ

ｏ]とする。ここで，ƒｔｏは1.5･ft＊とする。 

 

4.3.3 使用材料の許容応力評価条件 

     車両型設備の使用材料の許容応力評価条件を表 4-4 に示す。  
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表 5-4 許容応力算出結果 

許容応力度 評価部位 

許容限界 

一次応力 

曲げ 

（N/mm2） 

せん断 

（N/mm2） 

組合せ 

（N/mm2） 

短期許容応力度

主桁 
端部桁 150 90 165 

中間桁 150 90 165 

補助桁 150 90 165 

スキンプレート 150 － － 

固定ボルト － 90 － 

注記 ＊：主桁，縦補助桁に用いる構造用鋼材の許容曲げ圧縮応力度は，「ダム・堰施設技術基準

（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）（ダム・堰施設技術協会，平成 28 年 3

月）」に基づき算出する。 

 

5.4 設計用地震力 

「4. 固有周期」に示したとおり緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の固有周期が

0.05 s 以下であることを確認したため，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の耐震計算

に用いる設計震度は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す緊急用海水

ポンプピットにおける設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。緊急用海水ポン

プ点検用開口部浸水防止蓋の耐震計算に用いる設計用地震力を表 5-5 に示す。 

 

表 5-5 設計用地震力 

地震動 

据付場所 

及び床面高さ 

（m） 

地震による設計震度＊1 

基準地震動 

ＳＳ 

緊急用海水 

ポンプピット 

EL. 8.0＊2 

(EL. 8.0＊2) 

水平方向ＫＨ 1.93 

鉛直方向ＫＶ 0.65 

注記 ＊1：「4. 固有周期」より，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の固有周期が

0.05 s 以下であることを確認したため，設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を考

慮した設計震度を設定した。 

＊2：基準床レベルを示す。 
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5.4 設計用地震力 

「4. 固有周期」に示したとおり緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の固有周期が

0.05 s 以下であることを確認したため，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の強度計算

に用いる設計震度は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す緊急用海水

ポンプピットにおける設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を考慮して設定する。緊急用海水ポン

プ点検用開口部浸水防止蓋の耐震計算に用いる設計用地震力を表 5-8 に示す。 

 

表 5-8 設計用地震力 

地震動 

据付場所 

及び床面高さ 

（m） 

地震による設計震度＊1 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ－Ｄ１ 

緊急用海水 

ポンプピット 

EL. 8.0＊2 

(EL. 8.0＊2) 

水平方向ＫＨＳｄ 0.78 

鉛直方向ＫＶＳｄ 0.28 

注記 ＊1：「4. 固有周期」より，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋の固有周期が

0.05 s 以下であることを確認したため，設置床の最大応答加速度の 1.2 倍を考

慮した設計震度を設定した。 

＊2：基準床レベルを示す。 
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